
は じ め に

法学部長 若 月 秀 和

法学部の教育課程は，1964年の法学部開設以来何度か大幅な改定を経て今日のかたちに
至っています。

まず，1998年に本学教養部の廃止に伴う改定が，1999年には政治学科設置に伴う改定が
行われました。これらの改定は，教養科目と法律学，政治学の専門科目とを有機的に再編
成し，基礎から専門，さらに応用へと⚔年間の体系的な一貫教育をめざすとともに，群別
の選択必修制度をより緩和し，学生の自主的な科目履修を尊重することによって学生の多
様な関心・ニーズに対応することをめざしたものです。さらに2005年には，学科選択制度
導入による改定が行われました。学科選択制度は，⚑年次学生が法律学と政治学への基礎
的理解を涵養したうえで，学科を選択させるという目的で導入されたものであり，この改
定によるカリキュラムが⚑年生から⚔年生までに適用される現行カリキュラムです。この
現行カリキュラムにおいては，⚑年次開講科目の変更等を行ったほか，1998年改定力リキュ
ラムを基礎としてその選択必修群の変更を行い，その結果，法律学科と政治学科とで卒業
要件の選択必修群に関して同様の設定方法を採ることとなりました。

そして，加速するグローバル化やそれに伴う社会の急速な変化に対応できる卒業生を送
り出すべく，このたび2020年に大きなカリキュラム改定を行いました。まず，学生が外国
語で外国人とニセコやレスブリッジ大学，在札幌領事館で接しかつ学ぶ⽛グローバルセミ
ナー⽜を新設しました。また，北海道大学法科大学院と連携した⽛法曹養成プログラム・
早期卒業制度⽜を新たに導入し，法曹志望者や法律の学修に関心を有する学生に対して学
部段階から効果的な教育を行うこととしました。さらに，法政大学法学部との学生交流制
度，すなわち⽛国内留学⽜制度を作り，学生に多様な学びの場を提供する試みも始めまし
た。

これらの改定によって法学部が一貫してめざしたものは，教養教育と法律学・政治学の
知識，ものの考え方の教育を通して，いかに有効にその応用力を備えさせ，法学部学生の
批判的思考力・問題解決能力を高めていくかというものです。法学部は，これまで，社会
における対立する価値，主張を調整し適切な判断を下しうる，バランス感覚の優れた人材
を育成することに努めてきました。その理想は今後も不変です。

このような目標は，しかし，カリキラムの改定や授業方法の改善などの，大学側の努力
によってのみ達成できるものではありません。教育は，それを供給する大学側と受け取る
学生側の双方の努力の上に成り立っています。言い換えれば，教員にできることは，学生
であるみなさんの学習の補助。この教員の補助を活かせるか否かは，みなさん自身の努力
に掛かっています。みなさんの求めるもの，またみなさんに対して求められるであろうも
のを貪欲に吸収する不断の努力を大いに期待しています。



⽝履修の手引⽞は，法学部で学んでいく上でのガイドブックです。授業を受けて単位を修得する
のに必要な手続きを誤りなくおこなうための手順が示されています。

勉学に関わる事項を大学では⽛教務⽜と呼びます。教務は，授業科目の⽛履修⽜・⽛試験⽜・⽛成
績⽜の三つに大きく分けることができます。これらの項目の詳細を定めたものが，⽛教育課程履修
要項⽜（以下，⽛履修要項⽜），みなさんが履修することのできる授業科目を定めたものが⽛学則別
表⽜です。

以下では，⽛履修⽜・⽛試験⽜・⽛成績⽜の三項目に関する要点を，必要な手続きと日程を含めて簡
単に説明していきますが，詳細や不明な点は必ず⽛履修要項⽜と⽛学則別表⽜を確認するように
してください。

⽝履修の手引⽞とは別に，入学時に配布される⽝学生便覧⽞（以下，⽝便覧⽞）があります。⽝便覧⽞
には，大学生活全般にわたる説明と⽛大学学則⽜や⽛法学部規則⽜，その他の諸規程が載っていま
す。疑問点は⽛学則⽜，⽛法学部規則⽜，関連の規程で確認することが重要です。
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2020 年度以降入学生適用





第⚑章 履 修
年度の始めに学年ごとのガイダンスがあり，それを受けて各自が一年間の勉学の準備を始めることになりま

す。年度の始めに必要なのは，自分の時間割を組み，履修の届出（履修登録）をすることですが，注意事項や
付帯手続きなどがあるので注意が必要です。以下では，年度の始めに必要な手続きについて，順に述べていき
ます。

⚑ 自分の時間割

右に示したような⽛時間割⽜用紙が，⽝授業時間割⽞の中
にあります。これを使って⚑年間の時間割を作るとよいで
しょう。

作業は以下の順に進めることになります。
⚑．卒業要件と履修登録の制限を確認する。
⚒．授業科目群（⚑～15群）ごとの注意事項を確認する。

⚓．⽝講義概要⽞と⽝授業時間割⽞によってどんな授業がいつ開講されるかを確認する。
⚔．⽛時間割⽜に履修する科目を記入する。

時間割を作る上で注意すべきことを以下に述べておきます。

⚑ 卒業要件
⽛法学部規則⽜第18条および⽛履修要項⽜の第⚗章⽛卒業⽜にその詳細が述べられています。ここではポイ

ントだけを紹介しておきますので，必ず⽛法学部規則⽜と⽛履修要項⽜を確認するようにしてください。

⑴ 卒業
卒業のためには，各学科の⽛学則別表⽜にしたがって，次の単位を修得することが必要です。

○2020年度以降入学生対象
卒業要件

法律学科 ⚔～⚗群52単位以上，⚓～13群68単位以上，⚑～15群128単位以上

政治学科 ⚔～⚗群44単位以上，⚓～13群68単位以上，⚑～15群128単位以上

・ 外国人留学生及び海外帰国学生が⽛留学生科目⽜を履修して単位を修得した場合は，⚒群の単位とみ
なし，卒業に必要な単位に算入される（⽛法学部規則⽜第18条⚒項）。

・ ⽛インターンシップ⽜，⽛NPOインターンシップⅠ・Ⅱ⽜，⽛海外文化⽜，⽛キャリア・ガイダンス⽜は卒業
に必要な単位に算入されない。

⑵ ⚙月期卒業
卒業延期となった者で，第⚑学期の授業科目の履修により卒業要件単位を修得できる見込みがある者か

ら申し出があった場合，実際に第⚑学期末の時点で卒業要件を充たせば，第⚑学期末の卒業（⚙月期卒業）
が認められます（詳しくは⽛第⚕章 学科選択および卒業 ⽛⚒⽜⚙月期卒業⽜〔22ページ〕を参照してく
ださい）。
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2021年度 第⚑学期時間割

月 火 水 木 金 土
１
9：00～10：30

２
10：40～12：10
３
12：40～14：10
４
14：20～15：50
５
16：00～17：30
１
17：50～19：20
２
19：30～21：00

群については，⽝手引⽞後半の⽛学則別

表⽜に科目一覧があり，⽝講義概要⽞に

今年度開講科目が記載されています。



⚒ 履修登録の制限等
履修や履修登録に関しては，いくつかの制限があります。以下に要点を示しておきますが，詳細は⽛履修要

項⽜の第⚓章⽛授業科目履修上の一般的注意事項⽜を参照してください。

⑴ ⚑～15群の授業科目は，それぞれ⚑～⚔年次に配当されている。下級年次の学生が上級年次に配当され
た科目を履修することはできない。上級年次の学生は，下級年次に配当された科目を履修することができ
る。ただし，授業科目によって（⚓・⚔・⚙群など），または年度の事情によって履修が制限されることが
あるので，掲示および⽝講義概要⽞で確認すること。

⑵ ⚑～15群の授業科目は，各年度48単位をこえて履修登録することはできない。
なお，⚒部の学生は，⚑部開講の授業科目を各年度（48単位のうち）12単位まで履修できるが，履修可

能な科目は⚕～⚘群・10群・12群・13群に限られ，⚑部と⚒部で同一科目を履修することはできない。
また，⚑部の学生は，⚕～⚘群・12群・13群の科目の中で，⚒部でのみ開講されている科目については，

これを履修できる。⚑部の学生が⚒部において履修できる単位数は制限されないが，各年度の履修上限（48
単位）の制限内に含まれる。

⑶ 上記の制限は，⚑～15群の授業科目が対象である。卒業要件に算入されない諸課程（教職課程・図書館
学課程・社会教育主事課程・学芸員課程等）の科目については，諸課程が独自に制限を設ける場合を除き，
履修登録上の制限を受けない。

⚓ 履修上の注意事項
⚑～15群の授業科目については，群ごとに履修上の注意事項があります。⽛履修要項⽜の第⚔章⽛各授業科目

の履修上の注意事項⽜をよく読んで，理解したうえで履修してください。

⚔ ⽝講義概要⽞と⽝授業時間割⽞
別途配布（⚒年次以上の学生は希望者のみ）の⽝講義概要⽞には，授業科目の内容が紹介されています。⽝講

義概要⽞をよく読み，⽛評価方法⽜・⽛履修上の留意点⽜などにも注意して，今年度の履修科目を決めてください。
また，本学ホームページ上でも検索・閲覧が可能ですので活用してください。

各授業科目の開講曜日と時間は，別途配布の⽝授業時間割⽞にも示されています。同一時間に開講されてい
る科目を履修することはできませんので，⽝授業時間割⽞もよく見て，時間割を作成してください。

なお，教職や図書館学等の諸課程は，それぞれに⽝履修の手引⽞があり，⽝授業時間割⽞も学部とは別のもの
が用意されています。課程の科目を履修しようとする場合は，各課程のガイダンスを受けて詳細を知り，その
上で自分の時間割に科目を追加して，登録をする必要があります。忘れないようにしてください。

⚒ 履修登録

履修登録は，期間内にポータルサイト⽛G-PLUS!⽜にアクセスし，Web上でおこないます（⚙群⽛演習Ⅲ⽜，
11群⽛卒業研究⽜，自由科目⽛インターンシップ⽜⽛NPOインターンシップ⽜，検定外国語科目，体験型科目を除
く）。なお，許可制の科目（⚓群⽛基礎教育演習⽜，⚙群⽛専門演習⽜，10群⽛講読⽜，11群⽛卒業研究⽜，15群⽛グ
ローバルセミナー⽜など）は事前に許可を受ける必要があります。以下，それぞれの項目について説明します。

⚑ 履修登録関連日程
・手続，場所，日程等詳しくは巻末の⽛履修登録G-PLUS! 操作方法⽜にあるスケジュールを参照してくだ

さい。
・不明な点は，法学部事務室や、次ページに示す相談日に確認をしてください。
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履修登録受付日 ⚔月13日㈫～⚔月19日㈪23：59まで
履修登録確認期間 ⚔月21日㈬10時～

＊⽛G-PLUS!⽜の⽛履修確認⽜または⽛My時間割⽜で確認してください
⚑学期履修変更期間 ⚔月22日㈭～⚔月26日㈪23：59まで
履修登録確認書配布 希望者にのみ配布します。受付・配布期間は掲示等でお知らせします。
⚒学期履修変更期間 ⚙月29日㈬～⚙月30日㈭23：59まで

10月⚒日㈯10時以降に＊⽛G-PLUS!⽜の⽛履修確認⽜
または⽛My時間割⽜で確認してください

履修登録確認書配布 希望者にのみ配布します。受付・配布期間は掲示等でお知らせします。

履修登録相談日 ⚔月⚖日㈫，⚔月12日㈪
相談会場 ⚘号館（予定）
相談受付時間 ⚑部 14：00～16：00

⚒部 17：30～19：30

・体育実技に関しては，体育実技ガイダンス終了後から⚔月⚙日まで事前申込手続きを受け付けます。
LMSで発表される⚔月12日の⽛事前申込結果発表⽜および14日の⽛受講許可者発表⽜を必ず確認し，⚔
月13日からの履修登録を行ってください。なお，12日の⽛事前申込結果発表⽜，14日の⽛受講許可者発表⽜
については，両日とも午前⚘時45分からLMSで確認することができます。詳細については，LMSに公開
される⽛履修の手引き⽜で確認してください。また，⚑年生は体育実技ガイダンスに必ず出席し確認し
てください。

・一般教育科目には，履修者数に上限を設け，抽選や事前申込が必要な科目があります。
該当する科目や抽選・申込スケジュールについては，教務センター掲示板で確認してください。

⚒ 履修登録確認について
履修登録が正しくなされたかを確認してもらうために，履修登録確認期間（⚔月21日㈬～）を設けています

ので，必ず確認をし必要に応じて修正してください。履修登録確認期間後，希望者にのみ⽛履修登録確認書⽜
を配付しますので各自法学部事務室まで取りに来てください。

⚓ 第⚒学期履修登録修正
第⚒学期開始時に，第⚒学期履修科目の修正を受け付けます（⽛履修要項⽜第⚓章第⚘節参照）。下記の点に

留意し，希望者は履修登録の修正をおこなってください。

⑴ 留意点
①⚔月の⽛履修登録⽜時には⚑年間の履修計画について熟考した上で登録をおこなうこと。
②通年科目，外国語科目および⚑部体育実技（⚒部体育実技については変更可能ですが，⚔月の履修登録

時に定員超過の場合，追加は不可）は，原則として修正できない。＊ただし，以下の⚑）⚒）の場合，
修正可能
⚑）削除のみ修正可能（追加は不可）
・英語科目
・⚑部体育実技
※修正対象外科目については，あらためて第⚒学期開始時に掲示する。

③第⚒学期に履修登録を修正する際にも，第⚑学期の成績や卒業要件をよく考慮した上で修正をおこなう
こと。

④⽝講義概要⽞と⽝授業時間割⽞で講義内容等を十分検討すること。

⑵ 手順
①履修登録修正期間内にポータルサイト⽛G-PLUS!⽜にアクセスし，Web上で修正をおこないます。
②履修登録修正確認期間を設けていますので必ず確認してください。
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⚔ 演習等申込・許可
演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ，外国書講読Ⅰ・Ⅱの申込受付及び許可について【⚒～⚔年生対象】

受付期間 2021年⚓月10日㈬・11日㈭
再募集受付期間 2021年⚓月15日㈪・16日㈫

再再募集受付期間 2021年⚓月19日㈮・22日㈪
申込方法 LMS 申込マニュアルは，事前にG-PLUS!で配信する
許可発表 2021年⚓月15日㈪

再募集発表 2021年⚓月19日㈮
再再募集発表 2021年⚓月27日㈯

発表場所 法学部掲示板及びLMS

演習開始日 ⚑部 2021年⚔月12日㈪
⚒部 2021年⚔月15日㈭

注意事項
①第⚑志望のみ申込可（複数教員に申込しないこと）。
②志望理由は，どのようなことに関心があり，演習で何を学びたいかを明確にすること。
③記入事項に不備のあるものなどは無効扱いにする場合がある。
④⚔年次学生は，⚒演習⚘単位を修得していない（⚐単位または⚔単位）場合のみ，演習Ⅰ・Ⅱを申込

み可。
⑤申込者は，許可発表掲示を確認したうえで，第⚑回目の演習より出席すること。
⑥演習Ⅰ・Ⅱ，外国書講読Ⅰ・Ⅱの履修登録について許可発表日に許可を受けた演習又は講読を履修登

録期間内にWEB上履修登録すること。
⑦演習Ⅲの申込受付及び許可について

⚔年次学生で，⚓～10群，12群および13群の授業科目のうちから⚙群の⚘単位を含む88単位を修得
した学生のみ，⚙群の演習Ⅲを履修可。

ただし，⚓年次に編入学，転入学または転学部した者については，演習Ⅰ・Ⅱの単位を修得し，か
つ⚔群，⚕群，⚖群，⚗群，⚘群，10群，12群および13群の授業科目のうちから，40単位を修得した
⚔年次学生にかぎり，演習Ⅲを履修する事ができる。

⑧演習Ⅲの履修登録について
演習Ⅲに関しては，演習ⅢはWEB上で履修登録できません。許可発表日に許可を受けた場合，1週

間以内に⽛演習Ⅲ履修登録申込書⽜を法学部窓口にて記入，申込をしてください。用紙は，法学部窓
口にあります。提出後，履修登録確認期間に演習Ⅲが履修登録されているかを必ず確認してください。

⑶ 基礎演習の申込受付及び許可について【⚑年生対象】
受付期間 2021年⚔月⚒日㈮～⚕日㈪23：59
受付場所 LMS（Web申し込み）

申込方法 LMS上にある⽛⚑部／⚒部基礎演習申込⽜から希望する演習を選択すること。
詳細は新入生ガイダンスで指示する。

許可発表 2021年⚔月⚙日㈮
発表場所 法学部掲示板及びLMS

基礎演習開始日 ⚑部 2021年⚔月12日㈪
⚒部 2021年⚔月14日㈬

注意事項
①第⚑志望～第⚓志望まで志望理由を記入すること。
②第⚔・⚕志望は，希望する場合記入すること。
③志望理由はどのようなことに関心があり，演習で何を学びたいかを明確にすること。
④記入事項に不備のあるものなどは無効扱いにする場合がある。
⑤全ての選考から漏れた者は，人数に余裕のある演習に自動的に割り振られる（割り振られた演習を受

講する意思のない者は，履修登録を行わないこと）。
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⑥申込者は，許可発表掲示を確認したうえで，第⚑回目の演習より出席すること。

⚕ 卒業研究
⚔年次学生で，11群の卒業研究（⚔単位）を履修するには，履修要項第⚔章第⚘節⽛11群（卒業研究）の授

業科目⽜第⚑項または第⚒項に書かれている単位を修得している必要があります。履修を希望する学生は，要
件を確認し（入学年度によって要件が異なるので注意），以下をよく読んで，必要な手続きをしてください。

⑴ ⽛卒業研究⽜の履修を希望する学生は，⽛卒業研究履修申込書⽜を提出する必要がある。この⽛卒業研究
履修申込書⽜に指導を受けようとする教員（法学部専任教員に限る）の許可（署名）をもらい，提出する
こと。⽛卒業研究履修申込書⽜は法学部事務室の窓口で配布する。申込期限などを必ず掲示で確認すること。
また，履修登録する必要は無いが，履修登録確認期間に⽛卒業研究⽜が登録されているかを必ず確認する
こと。

⑵ ⽛卒業研究⽜の単位を修得するためには，⽛卒業研究の成果⽜を提出しなければならない。⽛卒業研究の成
果⽜は，次のような内容をそなえていることが求められる。
①⚒万字（400字詰原稿用紙で50枚）以上の分量があること。
②典拠等の詳細な註記がなされていること。
③研究テーマに関連するわが国の主要な先行業績を見落としていないこと。

⑶ 2021年度卒業研究 申込期限・執筆要領

申込期限：2021年⚔月⚙日㈮19：30
提出期限：2022年⚑月13日㈭19：30
提 出 先：法学部事務室
書 式：原則として，A⚔判用紙横書き40字×35行。

※ 手書きの場合は，市販のA⚔判400字詰横書き原稿用紙（黒ペン又は黒
ボールペン使用）。

体 裁：市販の黒表紙を付け，左綴じ。
構 成：①表紙，②論文要旨，③論文題目等，④目次，⑤本文，⑥註，⑦参考文献。

論文題目，学生番号，氏名，卒業見込年，指導教員，提出年月日を明記した
紙を表紙に貼付し，2000字程度の論文要旨を表紙の次に添付すること。
註は文末註とし，通し番号を付すこと。
参考文献は，著者名，書名（論文等名），出版社名（掲載誌等名），出版年な
ど必要な書誌事項を明記すること。

この要領に従っていないものは受理されない。

⚖ ⽛グローバルセミナー⽜
⑴ ⽛グローバルセミナーⅠ⽜（第⚑学期 集中講義）

①実施期間 ⚙月上旬～中旬の夏休み，⚓泊⚔日
②成績評価 現地での英語研修の結果，事前事後の研修の内容に基づいて総合的に評価します。
③事前研修 第⚑学期中に学内で実施します。
④履修対象者 ⚑部・⚒部⚑年次以上
⑤履修定員 12名程度（申し込み多数の場合は選抜する）
⑥費用 数万円（宿泊費と食費）
⑦費用の納入 定期試験期間中（納入後キャンセルした場合はキャンセル料が発生します）
⑧募集方法 ⚔月中旬（予定）に説明会を実施します。履修希望者は所定の申込用紙を学部窓口に提出し

てください。受講許可者発表後，紙面による履修登録を行います。

⑵ ⽛グローバルセミナーⅡ⽜（前期⚘週）
①履修対象者 ⚑部・⚒部⚒年次以上
②申し込み方法 紙面による
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③履修要件 ⽛グローバルセミナーⅢ⽜および⽛グローバルセミナーⅣ⽜を履修し，レスブリッジ大学に派
遣を希望する学生は必ず履修してください。留学中の危機管理，異文化理解，社会見学や調査レポート
について学びます。

⑶ ⽛グローバルセミナーⅢ⽜
①履修対象者 ⚑部・⚒部⚒年次以上
②派遣先 レスブリッジ大学（カナダ アルバータ州）
③派遣期間 秋学期（⚙月～12月末まで）
④履修定員 ⚒名
⑤費用 ⚑）ホームステイ代金，その他アクティビティ費用，海外旅行傷害保険料，渡航手続諸費用（旅

券印紙代・渡航手続取扱料金 ※旅券を所持する者はその分は不要），教科書代金。
⚒）日本～カナダ往復旅行の交通費実費（空港税等を含む）。

⑥履修要件 ⚑）TOEIC550/600，CEFR-J A2.1，PBT_TOEFL500またはIELTS4.5以上。
⚒）⽛グローバルセミナーⅡ⽜を履修していること。
⚓）保証人の同意を得て，費用を負担できる学生で，期間中の万一の事故による費用負担に

耐えられること。
⑦単位数 14単位 GPAに算入します。
⑧単位申請 ⽛グローバルセミナーⅢ⽜または⽛グローバルセミナーⅣ⽜を履修した者は帰国後に単位申請

をすることで単位が認定されます。
⑨評価方法 レスブリッジ大学EAPプログラムの成績，事後学習に基づき総合的に判断し，評価します。
⑩履修学生募集説明会及び募集方法 前年度の12月までに説明会を実施し，⚑～⚒月に個別相談を行いま

す。参加にあたっては保護者とよく相談してください。⚓月に第⚑次募集を行う。⚔月のガイダンスの
時に面接を実施し受講許可者を決定します。その後，紙面で履修登録を行います。

⑪留意事項 レスブリッジ大学で履修を予定している単位数分を差し引いて上限単位までの履修登録が可
能です。⚑学期は34単位まで履修可能です。なお，本科目の履修者は，本学での第⚒学期および通年科
目は履修登録できません。

⑫事後研修 帰国後に見学レポートにまとめた内容をプレゼンします。

⑷ ⽛グローバルセミナーⅣ⽜
以下の点を除き⽛グローバルセミナーⅢ⽜と同じ。

①履修定員 ⚑名
②派遣期間 秋学期（⚙月～12月）と春学期（⚑月～⚔月中旬）秋学期EAP上級クラスを合格し春学期は

学部授業⚓科目を履修することを目標とします。
③単位数 単位認定は，次の⚒段階で行います。

秋学期：EAPプログラムの成績に基づいて⚕段階の成績評価を行います。14単位が認定され，すべて卒
業要件に含まれます。

春学期：秋学期EAPの結果により，春学期の履修は三通りに分かれます。
⚑）秋学期と同じ時間数のEAPのみ履修
⚒）学部科目⚑科目とEAP（時間数は秋学期の半分）を履修
⚓）学部科目⚓科目まで履修

となります。
春学期のEAPは，⚑）は秋学期と同じ14単位が，⚒）では秋学期の半分の⚗単位が認定されます。ただ

し，いずれの場合も，卒業要件単位に算入されるのは⚔単位です。学部科目は，⚒）でも⚓）でも⚑科目
につき⚓単位が認定され，，すべて卒業要件に含まれます。
④留意事項 ⚑学期は25単位まで履修可能です。本科目の派遣期間は，次年度の⚔月にかかるため⚔年生

の履修は認めません。また，新学期の北海学園大学での授業科目の履修登録はレスブリッジ大学より，
Web（G-PLUS!）で行ってください。

⑤事後研修 帰国後に見学レポートにまとめた内容をプレゼンします。

⑸ ⽛領事館インターンシップⅠ・Ⅱ⽜
①履修対象者 ⚑部・⚒部⚑年次以上
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②派遣先 在札幌アメリカ合衆国領事館という⽛日本国内のアメリカ⽜でインターンシップをおこなうこ
とにより，英語で実際に業務をこなす経験をし，これを通じて異文化についての理解を深めます。

③派遣期間 第⚒学期
④履修定員 若干名
⑤募集方法 ⚔月中旬（予定）に説明会を実施します。履修希望者は，所定の申込用紙を学部窓口に提出

してください。申込者には面接を行います。受講許可者発表後，紙面による履修登録を行います。
⑥活動内容

⚑．在札幌米国総領事館見学
⚒．総領事館主催プログラムに参加しレポートを書く
⚓．領事・職員に英語でインタビュー，レポートを書く
⚔．活動をプレゼンする
⚕．広報部職員との英語によるメール連絡

⑦評価方法 インターンシップ終了後に必要な書類を提出することで履修登録して単位認定をおこなう。
30時間以上にわたって実施されたものに⚑単位（領事館インターンシップⅠ），60時間以上実施されたも
のに⚒単位（領事館インターンシップⅠ・Ⅱ）を認定します（卒業要件に含まれます）。なお，本科目で
修得した単位と法学部で履修登録した単位を合わせて，その年度における履修登録単位数の上限を超え
ることはできませんのでご注意ください。

⚗ NPOインターンシップⅠ-Ⅱ【⚒年生以上対象】（2020年度以降入学者）
⑴ 以下のいずれかの選択になります。科目の趣旨については講義概要参照のこと。

①法学部と協力関係にある市民活動団体での実習。
②NPO法人⽛ドットジェイピー⽜主催の議員インターンシップへの参加。単位認定の希望者は①の場合と

同じようにNPOインターンシップの履修手続き全てに参加する必要があります。

⑵ 説明会 ⚕月下旬にzoomなどの形態での実施を予定（昨年度の参加学生に報告をお願いする場合もあ
ります）。説明会に関心のある学生には必要書類をメールで送ります。希望者は担当教員（法学部政治学
科教授 本田宏）にご連絡ください。

⑶ 申込み：⚖月⚑日から⚘月11日までに申込書（電子版）に記入し（要写真貼付），担当教員あてのメール
に添付して返送するか，印刷したものを法学部の事務に提出してください。

⑷ 受入先との調整
①市民活動：受入先には担当教員から学生の名前を通知します。その後，学生は受入先団体と実習の日程

を調整してください。※⼦インターンシップ・教職資格活動等賠償責任保険⽜への加入を推奨します。保
険料（約210円）は法学部事務の窓口で支払います。

②議員インターンシップ ドットジェイピーによる説明会や選考会に参加し，自分で受入先を決めてくだ
さい。

⑸ 講習会（未定） 履修者が⚔名程度に達したときに⚑～⚒回開催します。

⑹ 実習 原則として⚑月13日㈭までの期間内
30時間以上の実習で⽛NPOインターンシップⅠ⽜（⚑単位），60時間以上の実習で⽛NPOインターンシッ

プⅠ⽜（⚑単位）および⽛NPOインターンシップⅡ⽜（⚑単位）の認定対象となります。春休みに行ったイ
ンターンシップは次年度の後期の単位としての認定対象となります。

⑺ 報告会：⚑月13日㈭の⚕講目を予定。教室は履修者のみに連絡します。
実習の模様を報告します。パワーポイントで資料を作り（スライド⚖～10枚程度。写真などでもよい），

USBメモリに入れてもってきてください。それとは別に，A4用紙⚑枚程度の資料（⚑頁当たり⚔～⚖枚の
スライドを印刷したパワポ資料か，報告書に書いたのと同じようなものでもいいです）を印刷して持って
きてください。
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⑻ 実習評価書の提出：⚑月17日締め切り
NPOや議員事務所の担当者の方に実習評価書（電子版）に記入してもらい，担当教員宛てにメールで返送
してもらってください。

⑼ 実習報告書の提出：⚑月17日締め切り。
担当教員あてメールにファイルを添付するか，紙版を法学部事務室に提出してください。

⑽ 単位認定：通常の履修登録はありません。実習報告書，実習評価書，報告会での報告に基づき，⚒年生
以上⚒学期の自由科目（卒業単位にはならない）として単位認定されます。

⚘ キャリアガイダンス科目について
キャリア支援センターによる，企業経営者など外部者の講演を含めた実践的授業で，仕事とは何か，という

基本的な問いから出発し，就職のために必要な心構えや事前準備の方法について学んでいきます。法学部生の
授業日程等は別途掲示等でお知らせします。

⚙ 本学大学院法学研究科との同時開講科目について
法学部の講義であると同時に大学院法学研究科修士課程の講義として展開する法学部・法学研究科同時開講

科目が開設されています。この科目を履修し，単位を修得した場合，法学部の授業科目として単位の認定をう
けることができます。もし，単位修得した法学部学生が本学大学院法学研究科修士課程に進学後，この同時開
講科目について所定の期間内に単位認定の申請をした場合，本学大学院法学研究科修士課程の授業科目の単位
として認定されます。ただし，その場合には，この単位は卒業要件単位に含める事はできません。

2021年度の指定科目は以下のとおりです。科目の内容については，講義概要を参照してください。

法学部科目名 単位数 担当者 法学研究科科目名
法律学応用講義

⽛少年法⽜ ⚒単位 飯野 海彦 法律学特殊講義
⽛少年法⽜

法律学応用講義
⽛刑事政策⽜ ⚒単位 神元 隆賢 法律学特殊講義

⽛刑事政策⽜

10 英語以外の外国語上級年次配当科目の履修について（2017年度以降入学生適用）
英語以外の外国語を履修しようとする者は，申請により，上級年次配当科目の履修を許可される場合があり

ます。許可を受けるためには，事前にレベル判定を受け，第⚑学期の授業開始日から⚘日以内に法学部事務室
に申請書を提出する必要があります。履修を許可された科目については，第⚑学期履修訂正期間に法学部で追
加登録します。申請希望者は，英語以外の外国語ガイダンスに必ず出席し，指示を受けてください。

ただし，⚒年生・⚓年生で下記に該当する場合は，レベル判定を省略して申請することができます。

レベル判定を省略できる場合
前年度までに合格した科目 履修を認める科目

⚒年生 ドイツ語基礎Ⅳ ドイツ語言語演習Ⅰ，ドイツ語言語演習Ⅱ，ドイツ語
文化演習Ⅰ，ドイツ語文化演習Ⅱ

フランス語基礎Ⅳ フランス語言語演習Ⅰ，フランス語言語演習Ⅱ，フラ
ンス語文化演習Ⅰ，フランス語文化演習Ⅱ

中国語基礎Ⅳ 中国語言語演習Ⅰ，中国語言語演習Ⅱ，中国語文化演
習Ⅰ，中国語文化演習Ⅱ

ロシア語基礎Ⅳ ロシア語言語演習Ⅰ，ロシア語言語演習Ⅱ，ロシア語
文化演習Ⅰ，ロシア語文化演習Ⅱ

韓国・朝鮮語基礎Ⅳ 韓国・朝鮮語言語演習Ⅰ，韓国・朝鮮語言語演習Ⅱ，
韓国・朝鮮語文化演習Ⅰ，韓国・朝鮮語文化演習Ⅱ

ドイツ語言語演習Ⅱまたはドイツ語文化演
習Ⅱ

ドイツ語言語文化演習Ⅰ，ドイツ語言語文化演習Ⅱ
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フランス語言語演習Ⅱまたはフランス語文
化演習Ⅱ

フランス語言語文化演習Ⅰ，フランス語言語文化演習
Ⅱ

中国語言語演習Ⅱまたは中国語文化演習Ⅱ 中国語言語文化演習Ⅰ，中国語言語文化演習Ⅱ
ロシア語言語演習Ⅱまたはロシア語文化演
習Ⅱ

ロシア語言語文化演習Ⅰ，ロシア語言語文化演習Ⅱ

韓国・朝鮮語言語演習Ⅱまたは韓国・朝鮮
語文化演習Ⅱ

韓国・朝鮮語言語文化演習Ⅰ，韓国・朝鮮語言語文化
演習Ⅱ

⚓年生 ドイツ語言語演習Ⅱまたはドイツ語文化演
習Ⅱ

ドイツ語言語文化演習Ⅰ，ドイツ語言語文化演習Ⅱ

フランス語言語演習Ⅱまたはフランス語文
化演習Ⅱ

フランス語言語文化演習Ⅰ，フランス語言語文化演習
Ⅱ

中国語言語演習Ⅱまたは中国語文化演習Ⅱ 中国語言語文化演習Ⅰ，中国語言語文化演習Ⅱ
ロシア語言語演習Ⅱまたはロシア語文化演
習Ⅱ

ロシア語言語文化演習Ⅰ，ロシア語言語文化演習Ⅱ

韓国・朝鮮語言語演習Ⅱまたは韓国・朝鮮
語文化演習Ⅱ

韓国・朝鮮語言語文化演習Ⅰ，韓国・朝鮮語言語文化
演習Ⅱ

⚓ 既修得単位の認定

大学等に在籍したことのある新入生，編入学・転入学生，転学部によって転入した学生は，すでに修得した
単位を，本学法学部で修得する単位にあらかじめ充当することができます。詳細は，⽛法学部既修得単位等認定
規程⽜（転学部の場合は⽛法学部転学部規程⽜）に示されていますので，そちらを参照してください。ここでは，
緊急もしくは重要と思われる点だけを述べておきます。

⚑ 新入生の既修得単位認定
大学等に在籍したことのある新入生は，30単位を上限に既修得単位の認定を申請することができます。ただ

し，⚓群から13群の科目に充当できるのは，この30単位の枠内で，⚘単位を上限とします。なお，履修登録と
の関係上，入学式から⚑週間以内に，他大学等の⽛成績証明書⽜もしくは⽛単位認定証明書⽜を添付して所定
の申請書を提出しなければなりません（⽛法学部既修得単位等認定規程⽜第⚕条）。

⚒ 編入・転入学生の既修得単位認定
⑴ ⚓年次編入・転入学生

⚓年次編入・転入学生は，大学等に⚒年以上在籍して60単位以上を修得もしくは修得見込みであること
が出願要件となっていますので，入学後は⚑・⚒・14群の60単位分が一括認定されます（⽛法学部既修得単
位等認定規程⽜第⚓条）。ただし，本学法学部で修得した単位，またはその他当該科目の名称・内容などを
勘案して，⚓～13群の授業科目の単位とみなすことができるものについては，その単位は⚘単位を上限に，
⚓～13群の科目に充当して認定することができます。申請期間は，入学式終了後⚑週間以内です（同第⚕
条）。

なお，本学法学部を中退して⚓年次に編入した学生は，80単位を上限に既修得単位の認定を申請するこ
とができます。まず，本学法学部で修得した単位，またはその他当該科目の名称・内容から⚑～14群の授
業科目の単位とみなすことができるものについては，⚑～14群の授業科目に充当して認定単位とします。
ただし，⚓～13群の授業科目に充当することができるのは20単位までです。次に，残りの単位を⚑・⚒・
14群の授業科目の単位として一括認定します（⽛法学部既修得単位等認定規程⽜第⚔条）。

申請期間は，同じく，入学式終了後⚑週間以内です（同第⚕条）。

⑵ ⚒年次編入・転入学生
⚒年次編入・転入学生は，大学等に⚑年以上在籍して30単位以上を修得もしくは修得見込みであること

が出願要件となっており，入学後は48単位を上限として単位が認定されます（⽛法学部既修得単位等認定規
程⽜第⚓条）。まず，当該科目の名称・内容などを勘案して，⚑・⚒・14群の授業科目に充当できる科目は，
個別にその単位を認定します。次に，残りの単位を，⚑・⚒・14群の授業科目の単位として一括認定しま
す。ただし，本学法学部で修得した単位，またはその他当該科目の名称・内容などを勘案して，⚓～13群
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の授業科目の単位とみなすことができるものについては，その単位は⚘単位（本学部中途退学者について
は20単位）を上限に，⚓～13群の授業科目に充当して認定することができます。申請期間は，入学式終了
後⚑週間以内です（同第⚕条）。

⚓ 本学他学部より転入した学生の既修得単位認定
本学の他学部から法学部に転入した学生は，⚒年次への転入の場合は48単位，⚓年次への転入の場合は60単

位を上限に既修得単位の認定を受けることができます。本学で修得した既修得単位のうち，まず，当該科目の
名称・内容などを勘案して，⚑・⚒・14群の授業科目に充当できる科目は，個別にその単位を認定します。次
に，残りの単位を，⚑・⚒・14群の授業科目の単位として一括認定します。さらに，本学法学部で修得した単
位，または当該科目の名称・内容などを勘案して，⚓～13群の授業科目の単位とみなすことができる単位があ
る場合には，⚓～13群の授業科目のいずれかに充当し，⚘単位を上限にその単位として認定します。この場合，
⚒年次へ転入する学生については前述の48単位に含め，⚓年次へ転入する学生については前述の60単位に含め
ません（⽛法学部転学部規程⽜第⚙条）。

⚔ 協定大学で修得した単位および学修の単位認定について

北海学園大学は，法政大学との間で，単位互換を目的とした学生交流協定を結びました。この協定に基づき，
⚒年次生以上の法学部生（法律学科・政治学科）を対象に希望者を募り，学内選考を経て学長の推薦を受けた
学生を，交流学生として法政大学法学部（法律学科・政治学科・国際政治学科）へ派遣します。法政大学で修
得した単位は，一定の条件の下で，北海学園大学の単位として認定します。

なお，履修した全ての科目が認定されるとは限りません。必ず，法学部窓口で確認をしてください。詳しく
は事前に開催される説明会（⚗月・⚙月）に参加してください。

⚑ 参加資格
本学に⚑年以上在籍し，派遣年度に⚒年次生以上の法学部生（法律学科・政治学科）。なお，⚑部・⚒部は問

いません。

⚒ 派遣期間
派遣期間は，以下の①～③のいずれかになります。
①2022年⚔月～2023年⚓月までの⚑年間
②2022年⚔月～2022年⚙月までの半年間
③2022年⚙月～2023年⚓月までの半年間

⚓ 募集人数と申込手続
募集人数は若干名となります。希望者は，申込期間（10月）に所定の書類を法学部窓口に提出してください。

⚕ 他大学等で修得した単位および学修の単位認定

他の大学や短期大学において修得した単位や，短期大学や高等専門学校の専攻科などにおける学修を，法学
部で授業科目を履修して修得した単位とみなして単位認定をすることがあります。また，本学在籍中に⽛法学
検定⽜（試験日は例年11月中旬頃）のスタンダードコース（中級）またはアドバンストコース（上級）に合格を
し，申請をした場合は法律学応用講義⽛検定法学⽜の単位認定を受けることができます。学修上の到達の一つ
の目安になりますので，積極的に活用して下さい。

さらに，同じく本学在籍中に各種外国語検定（⽝履修の手引⽞⽛各種外国語検定による単位認定の基準および
認定単位数等一覧表⽜参照）に合格した場合，第⚑群の授業科目または自由科目の⽛検定外国語⽜の単位認定
を受けることができます。学修上の到達の一つの目安になりますので，積極的に活用して下さい。

⚑ 申請・認定の時期と留意点
⑴ 申請・認定時期

単位を修得した年度，または学修した年度の，次の年度の履修登録前までに申請してください。⚑月30
日までの申請の場合には，その年度に認定がおこなわれます。⚑月30日よりあとに申請した場合は，認定
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は次年度となります。

⑵ 単位数
認定される単位数には制限があります。他大学等において単位を修得した年度または学修した年度にお

いて法学部で履修登録した単位数とあわせて，その年度における履修登録単位数の上限を超えて認定する
ことはできませんので注意してください。

⚒ 手続き
法学部事務室窓口で所定の申請書を受け取り，相談のうえ，申請してください。申請時には⽛成績証明書⽜

または⽛単位取得証明書⽜などを添付すること。

⚖ 留学によって修得した単位および学修の単位認定

外国の大学や短期大学に留学して修得した単位や，⽛北海学園大学海外留学規程⽜（以下⽛海外留学規程⽜）に
基づく⽛留学⽜における研修を，法学部で授業科目を履修して修得した単位とみなして単位認定をすることが
あります。単位認定を希望する学生は，以下の手続きに従って申請してください。なお，申請の際には，⽛履修
要項⽜第⚖章第⚒節⽛単位認定⽜および⽛海外留学規程⽜（⽝便覧⽞所収）を必ず確認するようにしてください。

⚑ 手続き
留学後，すみやかに⽛留学報告⽜に必要な書類（⽛海外留学規程⽜第⚙条）および⽛留学による履修および学

修の単位認定科目申請書⽜（法学部事務室窓口で配布）を法学部事務室窓口に提出してください。申請は，留学
した年度の次の年度の履修登録前までにおこなわなければなりません。⚑～14群の授業科目または⽛海外文化⽜
（⽛履修要項⽜第⚔章第11節参照）での申請が可能ですが，⽛海外文化⽜で単位認定を希望する場合は，⽛海外文
化単位認定のためのレポート⽜の提出が必要です。科目については申請前に必ず窓口で相談してください。

⚒ 認定
単位の認定は，申請が⚑月30日までになされた場合はその年度内に，⚑月30日よりあとに申請されたものに

ついては，次年度におこなわれます。
なお，認定される単位数は制限があります。外国で単位を修得した年度または学修した年度において法学部

で履修登録をした単位数とあわせて，その年度における履修登録単位数の上限を超えて単位を認定することは
できませんので注意してください。さらに，前述の⚓・⚔・⚕における単位数とあわせて60単位を超えること
もできません。
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法律学科編入・転入生の学修上の留意点
⚓年次編入・転入生については，法学部の授業科目のうち⚑・⚒群および14群の単位を60単位一括認定して

おり，⚒年次編入・転入生については，法学部の授業科目のうち⚑・⚒群および14群の単位を個別・一括認定
を併せて48単位を上限として認定しています（第⚑章⚓参照）。したがって，編入・転入生は入学時に単位認定
された授業科目以外のものの履修が学修の中心となります。

第⚑章で述べたように，卒業のためには，
⚔～⚗群52単位以上，⚓～13群68単位以上，⚑～14群128単位以上

の修得が必要です。以下，これらの要件を勘案しながら，法律学を勉強する上で注意すべき要点を科目群ごと
に説明します。

⑴ ⚓群⽛基礎教育演習⽜
⚑年次生のみに履修が限定されていますが，編入・転入生は，編入・転入した年度に限って履修が許可さ

れます。基礎演習は，本学の授業に慣れ，自ら進んで勉学し，問題を発見し，研究することができるように
なるための基礎的な知識と技術を教授することを目的としています。編入・転入した年度に履修することを
勧めます。

⑵ ⚔群⽛入門講義⽜
各科目⚒単位の授業科目で⚑年次生のみに履修が限定されていますが，編入・転入生は編入・転入した年

度に限って履修が許可されます。法学部の専門科目の基礎を学修するために編入・転入した年度にすべての
入門講義を履修することを勧めます。

⑶ ⚕群⽛基礎講義⽜
法学部の専門科目を勉強する上での柱となる科目群です。編入・転入した年度にできる限り多くの科目を

履修することが望まれます。
⑷ ⚖群⽛法律学基礎講義⽜

法律学を勉強する上での柱となる科目群です。編入・転入した年度にできる限り多くの科目を履修するこ
とが望まれます。

⑸ ⚗群⽛法律学専門講義⽜
自分が専攻したいと考える分野の科目を中心にしながら，できるだけ多くの科目を履修しましょう。⽝講

義概要⽞をよく読んで，各授業科目の内容を理解したうえで履修してください。
⑹ ⚘群⽛法律学応用講義⽜

各自の関心のある分野について学修を深めることができます。個別分野の専門科目ですので⚗群までの科
目を履修したうえで履修することが望ましいのですが，⚓年次編入・転入生でとくに興味のある分野が定まっ
ている場合には，⚕・⚖群と同時に履修するのもよいでしょう。ただ，卒業要件の⽛⚔～⚗群52単位以上⽜
の中に算入されませんので，要件に注意しながら履修してください。

⑺ ⚙群⽛専門演習⽜
演習は少人数でおこなわれ，自らの勉学の成果を発表したり，一つのテーマを深く追求したりするため，

政治学の学修方法を身につけるのに大いに役立ちます。また，演習担当者に質問をしたり助言を受けたりす
ることも，編入・転入生にとっては勉学の支援となるでしょう。必ず履修することを勧めます。

⑻ 12群⽛政治学講義⽜・13群⽛総合応用講義⽜
法律学関係科目を中心に学修したい場合には履修がなかなか困難ですが，時間割に余裕があれば何科目か

履修してもよいでしょう。
⑼ その他

編入・転入時の既修得単位の最小認定単位数を基準にすれば，⚓年次編入・転入生は⚒年間で68単位（年
間34単位），⚒年次編入・転入生は⚓年間で98単位（年間33単位）修得すればよいように見えます。しかし，
群ごとの要件があり計算どおりにはいきませんので，必ず履修単位上限まで履修登録をおこなってください。
まずは⚔～⚗群を中心に履修し，余裕をもって⚔年次に進み，各自の関心で⚘群科目を履修することが望ま
しいと思われます。

なお，編入・転入生が，協定大学への派遣を希望する場合は，認定できる単位数と派遣期間が制限される
ことがありますので，既修得単位認定申請の前に法学部窓口に相談してください。
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政治学科編入・転入生の学修上の留意点
⚓年次編入・転入生については，法学部の授業科目のうち⚑・⚒群および14群の単位を60単位一括認定して

おり，⚒年次編入・転入生については，法学部の授業科目のうち⚑・⚒群および14群の単位を個別・一括認定
を併せて48単位を上限として認定しています（第⚑章⚓参照）。したがって，編入・転入生は入学時に単位認定
された授業科目以外のものの履修が学修の中心となります。

第⚑章で述べたように，卒業のためには，
⚔～⚗群44単位以上，⚓～13群68単位以上，⚑～14群128単位以上

の修得が必要です。以下，これらの要件を勘案しながら，政治学を勉強する上で注意すべき要点を科目群ごと
に説明します。

⑴ ⚓群⽛基礎教育演習⽜
⚑年次生のみに履修が限定されていますが，編入・転入生は，編入・転入した年度に限って履修が許可さ

れます。基礎演習は，本学の授業に慣れ，自ら進んで勉学し，問題を発見し，研究することができるように
なるための基礎的な知識と技術を教授することを目的としています。編入・転入した年度に履修することを
勧めます。

⑵ ⚔群⽛入門講義⽜
各科目⚒単位の授業科目で⚑年次生のみに履修が限定されていますが，編入・転入生は編入・転入した年

度に限って履修が許可されます。法学部の専門科目の基礎を学修するために編入・転入した年度にすべての
入門講義を履修することを勧めます。

⑶ ⚕群⽛基礎講義⽜
法学部の専門科目を勉強する上での柱となる科目群です。編入・転入した年度にできる限り多くの科目を

履修することが望まれます。
⑷ ⚖群⽛政治学基礎講義⽜

政治学を勉強する上での柱となる科目群です。編入・転入した年度にできる限り多くの科目を履修するこ
とが望まれます。

⑸ ⚗群⽛政治学専門講義⽜
自分が専攻したいと考える分野の科目を中心にしながら，できるだけ多くの科目を履修しましょう。⽝講

義概要⽞をよく読んで，各授業科目の内容を理解したうえで履修してください。
⑹ ⚘群⽛政治学応用講義⽜

各自の関心のある分野について学修を深めることができます。個別分野の専門科目ですので⚗群までの科
目を履修したうえで履修することが望ましいのですが，⚓年次編入・転入生でとくに興味のある分野が定まっ
ている場合には，⚕・⚖群と同時に履修するのもよいでしょう。ただ，卒業要件の⽛⚔～⚗群44単位以上⽜
の中に算入されませんので，要件に注意しながら履修してください。

⑺ ⚙群⽛専門演習⽜
演習は少人数でおこなわれ，自らの勉学の成果を発表したり，一つのテーマを深く追求したりするため，

政治学の学修方法を身につけるのに大いに役立ちます。また，演習担当者に質問をしたり助言を受けたりす
ることも，編入・転入生にとっては勉学の支援となるでしょう。必ず履修することを勧めます。

⑻ 12群⽛法律学講義⽜・13群⽛総合応用講義⽜
政治学関係科目を中心に学修したい場合には履修がなかなか困難ですが，時間割に余裕があれば何科目か

履修してもよいでしょう。
⑼ その他

編入・転入時の既修得単位の最小認定単位数を基準にすれば，⚓年次編入・転入生は⚒年間で68単位（年
間34単位），⚒年次編入・転入生は⚓年間で98単位（年間33単位）修得すればよいように見えます。しかし，
群ごとの要件があり計算どおりにはいきませんので，必ず履修単位上限まで履修登録をおこなってください。
まずは⚔～⚗群を中心に履修し，余裕をもって⚔年次に進み，各自の関心で⚘群科目を履修することが望ま
しいと思われます。

なお，編入・転入生が，協定大学への派遣を希望する場合は，認定できる単位数と派遣期間が制限される
ことがありますので，既修得単位認定申請の前に法学部窓口に相談してください。
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第⚒章 授 業

⚑ 授業時間割

授業は月曜日から土曜日まで，下記の時間枠で開講されます。
個々の時間割の組み方にもよりますが，一週間に13時限前後の授業に出席することになります。
〈⚑部〉 第⚑時限 9：00～10：30 〈⚒部〉 第⚑時限 17：50～19：20

第⚒時限 10：40～12：10 第⚒時限 19：30～21：00
（昼休み 12：10～12：40）
第⚓時限 12：40～14：10
第⚔時限 14：20～15：50
第⚕時限 16：00～17：30

・⚑時限90分，授業と授業の間には10分間の休憩が設けられています。

⚒ 休 講

担当教員の出張・校務・病気などにより，授業が休講となる場合があります。
休講の際には以下の方法で連絡します。

①休講の掲示
⑴ 原則として電子掲示板に掲示します。電子掲示板は⚔面が⚑セットで構成されており，向かって左から

⽛⚑部一般／共通・外国語・課程休講掲示⽜⽛⚑部専門科目休講掲示⽜⽛⚒部（全科目）休講掲示⽜になっ
ています。

⑵ 電子掲示板で表示される項目は，左から月日・曜日・時限・科目名・担当者・備考です。
⑶ 電子掲示板の休講掲示は，原則として休講日の⚑週間前から掲示されます。
⑷ 緊急の場合（教員の急病等）や，休講取消の際には，⽛G-PLUS!⽜に載らない場合もありますので，学内

の電子掲示板を怠らずに確認してください。

②⽛G-PLUS!⽜による休講情報閲覧
⽛G-PLUS!⽜から休講情報を閲覧することができます。

・⽛G-PLUS!⽜ https://gplus.hgu.jp（⽛サイドバー⽜の⽛休講・教室変更等一覧⽜より）

⚓ 教室変更・担当者変更など

学期の途中で，収容人数過多などの理由による教室変更や，諸事情による担当者変更が生じる場合がありま
す。変更が発生した場合には下記のとおり掲示で連絡します。

⚔月・⚕月や第⚒学期の学期始めには，特に多くの変更が発生しますので，見落とさないように注意してく
ださい。

なお，⚑日限りの教室変更については別途で掲示します（掲示箇所については同様）。

【教室等変更時の掲示箇所】
法学部専門科目の連絡 法学部掲示板

一般／共通科目・外国語科目の連絡 教務センター掲示板
他学部関連科目の連絡 各開講学部の掲示板
各種課程科目の連絡 各課程の掲示板

※⚒部の学生で⚑部の外国語科目を履修する場合は，⚑部の教務セン
ター掲示板を確認すること
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⚔ 補 講

休講があった科目については，補講が実施される場合があります。
補講が実施される期間は予備日（各学期の授業終了前後および年内授業終了前後）です。ただし，授業内・

掲示等で周知の上，予備日以外で補講を行う場合があります。
なお，補講は通常講義とは曜日・時限・教室が異なる場合が多くありますので注意してください。
実施科目，曜日，時限，教室等は授業期間終了約⚑週間前に法学部掲示板に掲示します。

⚕ 集中講義

夏季休業期間などに集中講義を行う場合があります。各種課程を除き，この開講形態をとる授業は予定され
ていませんが，発生次第掲示で連絡します。

⚖ 授業の出席と単位の認定

総出席時数が⚓分の⚒に満たない者は，理由の如何に関わらず単位が認定されません（学則 第22条）。
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第⚓章 試 験
履修登録をおこない，授業に出席し受講した科目は，定期試験などによって評価が与えられます。試験につ

いては，⽛履修要項⽜の第⚕章⽛試験⽜にその詳細が述べられていますので，必ず確認してください。
以下では，［⚑］今年度の定期試験日程，［⚒］定期試験受験心得，［⚓］欠席届や追試験など，いくつかの補

足事項を述べます。

［⚑］ 定期試験日程

※2021年度は，新型コロナウイルス感染症対策のため，定期試験及び追試験を実施しません。成績評価方法
は，筆記試験，LMSでの試験またはレポート提出等，科目担当者によって異なりますので，詳細はLMS及
びシラバスを確認してください。

第⚑学期期末評価実施期間 ⚘月⚒日㈪～⚘月⚗日㈯
第⚒学期期末評価実施期間 ⚑月27日㈭～⚒月⚒日㈬

［⚒］ 定期試験受験心得 ※定期試験前にあらためて掲示するので，必ず確認すること。内容は掲示を優先する。

⚑．受験者は，試験場に掲示されている指定座席で受験すること。
⚒．受験者は，学生証を机上（通路側）に提示しなければ受験できない。

⑴ 学生証を紛失した学生は，あらかじめ再発行の手続きをとること。
⑵ 学生証を忘れた者は，各学部事務室ならびに教務センター事務室（工学部⚑年生）に申し出て仮受験票

の発行を受けること。発行は，試験開始時間の10分前より取り扱う。ただし，仮受験票は発行当日のみ有
効とする。また，仮受験票の発行は当定期試験期間中⚑回限りとする。

⑶ 有効期限が経過した学生証では，受験できない。
⚓．受験科目は，履修許可を受けた科目に限る。
⚔．答案用紙を受取った後，試験監督者の指示に従って，指定欄⚒ヶ所に学年，組，学生番号，氏名を記入す

ること。
⚕．答案用紙を受け取った後は，急病により受験を中断した場合でも有効答案として扱われる（追試験を受け

ることができない）ので，受験にあたっては体調管理に万全を期すこと。
⚖．試験開始後20分までは入室することができる。試験開始後20分を超えて遅刻してきた者は受験できない。
⚗．試験開始後30分までは，退室できない。
⚘．試験場において机上に置いて良いものは，学生証，筆記具（鉛筆，ペン），消しゴム，参照許可物，ペット

ボトル等（ただし，ふた付きのもの・本体のみ）とする。これ以外のものは，鞄にしまい，机の中には何も
置かないこと。
⑴ 参照許可物は，自ら持参したものに限る。試験場での貸し借りを禁ずる。これに違反したものは不正行

為とみなす。
⑵ 持ち込み許可の六法全書は，特段の指示がない限り，下記に指定されたもので，書き込みの無いものに

限る（判例・解説等の付録の参照は不可）。書き込みのある六法全書を使用した場合は，試験科目や問題範
囲にかかわりなく不正行為とみなされる。

〔大学が指定する六法全書〕
有 斐 閣：⽝六法全書⽞⽝ポケット六法⽞，信 山 社：⽝標準六法⽞
三 省 堂：⽝デイリー六法⽞

⚙．電子機器（スマートフォン・携帯電話・電卓）及びこれに類するものは，試験場では電源を切り鞄の中に
しまうこと。試験中に電子機器の時計機能や電卓機能を利用することはできない。また試験中にこれらの電
子機器を操作・参照することを禁じる。これに違反したものは不正行為とみなす。

10．試験中は，物品の貸借および私語を禁ずる。なお，事務室も文房具その他の貸し出しは行わないので，事
前に十分の準備をすること。

11．不正行為〔本人以外の受験，答案の交換又は貸借，不正行為を目的とした文書類の所持，参照許可物以外
のものの参照，試験監督者の指示に従わない等〕があった場合は，⽛退場⽜を命じられ，次の措置がとられる。
⑴ 当科目の年度内受講を停止し，単位は認定しない。
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⑵ 当試験期間中の受験を停止し，当試験期間中の全科目を⚐点とする。
⑶ その後⽛懲戒⽜を含む厳重な処置をとる。

12．答案を提出する場合は，試験監督者の指示する場所に提出し，速やかに退室すること。
13．受験者は，たとえ解答ができなくとも答案用紙に学生番号，氏名を記入して，必ず提出すること。

提出しない場合，試験の正常な運営を妨げる不正行為とみなすことがある。
14．病気その他の事情により，定期試験を受けることのできなかった者は，追試験の取り扱いに基づき所定の

手続きを定期試験終了後所定の期間内に完了すること。
15．試験実施日時及び試験場には充分注意し，確認を怠らないこと。
16．その他，試験監督者の指示に従うこと。

［⚓］ 追試験その他

試験期間中，病気その他やむをえない事情があって受験することができなかった場合は，追試験をうけるこ
とができます。詳細については，⽛履修要項⽜第⚕章第⚓・⚔節で説明されていますので，必ず確認してくださ
い。不明な点はできるだけ早く法学部事務室窓口に問い合せてください。

また，何らかの特別事由（例えば身体的障害など）がある学生については，特別受験室の設置などを考慮し
ます。事前に窓口で相談するようにしてください。

第⚔章 成 績
成績の評価と単位の認定については，⽛履修要項⽜の第⚖章⽛成績評価と単位認定⽜を必ず確認してください。

以下では，要点だけ簡潔に述べておきます。

〈⚑〉 単位の修得

授業科目の成績評価は，秀（90点以上）・優（80～89点）・良（70～79点）・可（60～69点）・不可（59点以下）
の⚕段階でなされ，可以上が合格です。合格した科目については，学部教授会によって単位の認定がおこなわ
れます。
⽛学則⽜には，⽛出席時数⚓分の⚒以下⽜の場合，⽛単位の認定をしない⽜旨が定められています（第22条第⚑

項）。出席をとる科目では，原則としてこの規定が適用されるので注意してください。

履修した科目の成績は，以下の要領で学費支給者に通知をおこないます。学生本人に対しては，⽛G-PLUS!⽜
でお知らせします。

2021年度成績通知日程表
項 目 日 時 方 法 注 意 事 項

成 績 通 知 書

⚑学期終了後
(⚙月中旬 ) 学費支給者宛郵送 ⚑学期終了時点の成績を学費支給者宛に郵

送します。

⚒学期終了後
(⚓月下旬 ) 学費支給者宛郵送 年度終了時点の成績を学費支給者宛に郵送

します。
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〈⚒〉 GPA（Grade Point Average）

GPAとは，履修科目の成績を一定のポイントに置き換えて，みなさんの学習到達度を数値によって示すもの
です。各科目の成績を，秀＝⚔点，優＝⚓点，良＝⚒点，可＝⚑点，不可・欠＝⚐点と数値化します。本学で
のGPAの算出方法は，以下のとおりです。

GPA＝
〈秀(4)×単位数〉＋〈優(3)×単位数〉＋〈良(2)×単位数〉＋〈可(1)×単位数〉

履修科目の総単位数（不可・欠を含む)

なお，成績通知書には⽛学期GPA⽜，⽛年度GPA⽜，⽛通算GPA⽜の⚓種類が記載されます。算出対象科目は法
学部で成績を判定した科目です（自由科目を除く）。
・科目を再履修した場合，⽛履修科目の総単位数⽜に再履修前の単位数は含まれない。
・転部・転学部・転学科等を許可された場合で，異動後に単位の読替えが認められなかった科目の単位数及び

評価は，GPA算出の際含まれない。

〈⚓〉 成績照会

成績通知後，⽛定期試験を受験したのに欠となっている⽜場合などについての照会を，期間を定めて受け付け
ます。

⑴ 成績照会
① 申請期間：2021年⚓月27日㈯～30日㈫（新⚒～⚔年生の前年度第⚒学期の成績照会）

：2021年⚙月18日㈯～30日㈭（第⚑学期成績照会）
：2022年⚓月22日㈫～28日㈪（第⚒学期成績照会）

② 申請方法：法学部事務室窓口で申請用紙に記入し提出してください。
③ 照会後回答を渡します。

⑵ 卒業発表時の成績照会
① 申請期間：2021年⚙月17日㈮・18日㈯（⚙月17日 ⚙月期卒業生発表）

：2022年⚓月10日㈭・11日㈮（⚓月10日 卒業生発表）
② 申請方法：上記⑴の②と同じです。
③ できる限りすみやかに回答をおこないます。

⑶ 成績評価に関する問い合わせ
成績評価の具体的内容に関する疑問は，上記の成績照会では受け付けません。科目担当者に直接問い合わせ

てください。科目担当者が非常勤講師の場合は，法学部事務室窓口に申し出てください。

第⚕章 学科選択および卒業

⽛⚑⽜ 学科の選択

法学部⚑年次生は，⚔群⽛入門講義⽜・⚕群⽛基礎講義⽜の履修を通じて法律学と政治学の基礎を学び，各自
の興味関心や将来の目標を考えて学年末に学科を選択し，⚒年次から法律学科または政治学科に所属すること
になります。

所属学科の決定に際しては学生の志望が最大限考慮されますが，各学科の定員に照らして極端に志望が偏っ
た場合は成績による選考をおこなうことがあります。詳細は⽛履修要項⽜第⚒章⽛学科への所属⽜および⽛所
属学科決定に関する規程⽜に述べられていますので確認してください。なお，法曹養成プログラムに参加を申
請する学生は，法律学科を選択してください。以下では，手続きと日程について説明します。

⚑ 日程
⑴ ⽛演習Ⅰ授業内容紹介文⽜の掲示：12月上旬～⚒月⚔日㈮
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⑵ ⽛志望学科届⽜の提出期間：⚑月⚘日㈯～⚑月18日㈫23：59まで
⑶ 未提出者・エラー者掲示：⚑月21日㈮10：00
⑷ 最終締め切り：⚒月⚔日㈮23：59まで
⑸ 所属学科発表：⚓月11日㈮10：00

⚒ 手続き
⑴ 法律学科・政治学科のどちらを志望するのかを考える参考にしてもらうために，12月上旬から⚒月上旬

までの間，来年度開講される⽛演習Ⅰ⽜のテーマや選考基準などを担当者ごとに掲示します。演習によっ
ては，履修者の所属学科を限定することがありますので，学科を選択する時に参考にしてください。

⑵ ⽛志望学科届⽜の提出期間中，LMSにアクセスしてください。
⑶ 講義一覧の中から【法学部学科選択 申込み手続き】を選択してください。
⑷ さらに【志望学科届の提出】を選択し，志望する学科にチェックを付けて，提出ボタンを押してくださ

い。
※操作方法の詳細は12月に掲示とG-PLUS!配信でお知らせする予定です。

⚓ 留意事項
⑴ ⽛志望学科届⽜にかかわる案内はすべて掲示でおこないます。掲示を見落とさないようにくれぐれも注

意してください。
⑵ 未提出やエラーによって志望学科が確認できない場合には，⚑月21日㈮に掲示します。必ず掲示を確認

し，該当する学生はLMSで志望学科届を必ず提出してください。⚒月⚔日㈮までに提出がない場合は，教
授会の議を経て学科を決定します。

⑶ 所属学科の発表は，⚓月11日㈮に掲示でおこないます。自分の目で確認するようにしてください。また，
⚓月下旬の⽛成績通知⽜において，所属するクラス・学生番号をお知らせします。

⽛⚒⽜ ⚙月期卒業

卒業延期となった者で，第⚑学期の授業科目の履修により卒業要件単位を修得できる見込みがある者から申
し出のあるときは，第⚑学期末に実際に卒業要件単位を修得できれば第⚑学期末の卒業（⚙月期卒業）を認定
します（学則第32条，履修要項第⚗章参照）。
⚑ ⚙月期卒業対象学生：以下の全てを満たしている学生

⑴ 過去に単位不足により卒業延期になった学生
⑵ 第⚑学期の授業科目履修により，第⚑学期終了時点で卒業の見込みがある学生
⑶ ⚙月期卒業を希望し，申込受付期間内に申込をした学生

⚒ 受 付 方 法：⚙月期卒業を希望する学生は，法学部事務室窓口にて⽛申込用紙⽜を受け取り，必要事項
を記入のうえ，期間内に提出すること。

⚓ 申込受付期間：⚔月17日㈯～⚘月⚗日㈯
⚔ 受 付 場 所：法学部事務室
⚕ 受 付 時 間：窓口取扱い時間内
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⽛⚓⽜ 法曹養成プログラムおよび早期卒業

2020年⚔月より2019年から入学した学生を対象に法曹養成プログラムを開設しました。法曹養成プログラム
の修了見込み者は，開放型特別選抜を実施する法科大学院の同特別選抜の受験資格が与えられます。また，北
海道大学法科大学院と法曹養成連携協定を締結したことにより，法曹養成プログラム修了見込みの者で，所定
の要件を満たす者は，北海道大学法科大学院の⚕年一貫型特別選抜の受験資格が与えられます。

なお，法曹養成プログラムの修了要件を⚓年次終了時に満たした者で，早期卒業の申請をしたうえで早期卒
業の要件を満たした者は，⚓年次終了時に早期卒業することができます。
⚑ 参加資格

法律学科に所属していること。
⚒ 参加手続き

⑴ ⚒年進級時
⚑年次末の志望学科届の提出期間内に法曹養成プログラム参加申請書および履修計画書を提出する

こと。
⑵ ⚓年進級時

所定の期間内に法曹養成プログラム参加申請書および履修計画書を提出すること。
⚓ 修了要件

⽛北海学園大学法学部法曹養成プログラムに関する規程⽜第⚘条を参照してください。
⚔ 早期卒業の申請時期

⚓年次第⚑学期の履修登録期間。
詳細は⽛北海学園大学法学部早期卒業に関する規程⽜および⽛北海学園大学法学部法曹養成プログラムに

関する規程⽜を参照してください。

法曹養成プログラムおよび早期卒業にかかわる案内は掲示でおこないますので，掲示を見落とさないように
くれぐれも注意してください。

⽛⚔⽜ 所属学科および卒業生の発表

以下の要領で通知および発表をおこないます。掲示にも十分に注意してください。

2021年度所属学科・卒業生発表日程表
項 目 日 時 場 所 注 意 事 項

所 属 学 科 発 表 ⚓月11日㈮ 10時～ 法学部掲示板前 掲示に注意してください。

卒 業 生 発 表
⚙月17日㈮

⚓月10日㈭
10時～ 法学部掲示板前

成績通知書を学生本人に配付し，学費支給
者には郵送します。諸証明書を必要とする
方は，法学部事務室に申込みをしてくださ
い。期間内に申込みをした学生に限り，卒
業証書・学位記授与式会場で交付します（事
前の交付は一切おこなっていません）。

2021年度卒業延期者ガイダンス日程表
項 目 日 時 場 所 注 意 事 項

卒 業 延 期 者
ガ イ ダ ン ス ⚓月10日㈭ 10時～ 掲示等で

お知らせします。

卒業延期者は，ガイダンスを受けてくださ
い。新年度のガイダンス（⚔年次生向け）
にも出席してください。
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第⚑章 本要項の趣旨，対象者および対象科目

第⚑節 本 要 項 の 趣 旨
⚑ 本要項は，法学部の学生と法学部の特定の授業科目を履修する者に対して，北海学園大学法学部規則（以

下⽛学部規則⽜という。）第11条および第12条第⚔項の規定に基づき，法学部の授業科目の履修に関する事項
と試験・成績評価に関する事項を定め，その説明を行うとともに，北海学園大学学則（以下⽛学則⽜という。）
や学部規則に規定されている単位の認定，学科所属，卒業要件などの教育課程に関する事項についてもあわ
せて説明するものである。

⚒ 法学部の学生と法学部の特定の授業科目を履修する者は，自己の学修目的に応じた履修計画に基づき，学
則，学部規則および本要項に定める事項を遵守して法学部の授業科目を履修し，単位を修得することに努力
しなければならない。

⚓ 学則，学部規則および本要項に定める事項に反する授業科目の履修は，授業科目の履修としての効力を認
められない。

第⚒節 本要項の対象者
⚑ 本要項は，法学部の学生を対象とする。本要項の規定は，法学部の特定の授業科目を履修する者に対して

も，他の規則・規程等に異なる規定がなく，その性質に反しない限り，適用される（学則第46条参照）。
⚒ 法学部の学生とは，法学部へ⚑年次に入学した者（学則第11条第⚒項），再入学した者（学則第30条），復

籍した者（学則第31条第⚒項），法律学科の学生および政治学科の学生をいう。
⚓ 法律学科の学生とは，法律学科へ⚒年次から所属した者（学部規則第⚒条），編入学，転入学した者（学則

第12条第⚑項，第⚒項），転学部または転学した者（学則第13条第⚑項），復籍した者（学則第31条第⚒項）
および転学科した者（学部規則第⚔条）をいう。

⚔ 政治学科の学生とは，政治学科へ⚒年次から所属した者（学部規則第⚒条），編入学，転入学した者（学則
第12条第⚑項，第⚒項），転学部または転学した者（学則第13条第⚑項），復籍した者（学則第31条第⚒項）
および転学科した者（学部規則第⚔条）をいう。

⚕ 法学部の特定の授業科目を履修する者とは，法学部の委託生（学則第39条），科目等履修生（学則第40条第
⚑項），特別聴講学生（学則第44条），学則第19条の規定により法学部の授業科目を履修する他の学部の学生
および学部規則第⚙条の規定により法学部の授業科目を履修する北海学園大学大学院の学生をいう。

第⚓節 本要項の対象とする授業科目
⚑ 本要項は，学則別表⚕⑴と同表⚖⑴に掲げる法学部⚑年次および法律学科の授業科目の履修に関する事項，

ならびに学則別表⚕⑵と同表⚖⑵に掲げる法学部⚑年次および政治学科の授業科目の履修に関する事項など
を定めるものである。

⚒ 教職課程，図書館学課程，社会教育主事課程，学芸員課程，日本語教員養成課程などの授業科目の履修に
ついては，それぞれの履修規程に従う必要がある。

第⚒章 学科への所属

第⚑節 ⚒年次における学科への所属
⚑ 法学部⚑部⚑年次に入学，再入学または復籍した者は，⚒年次から⚑部法律学科または⚑部政治学科に所

属する（学部規則第⚒条第⚑項）。
⚒ 法学部⚒部⚑年次に入学，再入学または復籍した者は，⚒年次から⚒部法律学科または⚒部政治学科に所

属する（学部規則第⚒条第⚒項）。

第⚒節 所属学科の決定
⚑ 各学科への所属は，学生の志望に基づき，教授会の議を経て決定する。
⚒ ⚑年次学生は，⚒年次以降所属することを志望する学科を記した⽛志望学科届⽜を，所定の時期に法学部

事務室に提出しなければならない。
⚓ 学生の志望が一つの学科に過度に偏った場合には，別に定める⽛所属学科決定に関する規程⽜の基準に従っ

て所属学科を決定する。
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第⚓章 授業科目履修上の一般的注意事項

第⚑節 授 業 科 目
⚑ 法学部の授業科目，授業科目の単位数，授業科目の年次配当，授業科目の必修科目・選択科目・自由科目

の区別は，⚑部については学則別表⚕⑴および同表⚕⑵，⚒部については学則別表⚖⑴および同表⚖⑵のと
おりである（学則第18条）。

⚒ ⚑部生（⚑部に在籍する学生）については，⚑年次学生は学則別表⚕⑴または同表⚕⑵に掲げる授業科目，
法律学科学生は学則別表⚕⑴に掲げる授業科目，政治学科学生は学則別表⚕⑵に掲げる授業科目を履修する
ことができる（学部規則第⚖条第⚑項）。ただし，学則別表⚕⑴または同表⚕⑵の留学生科目（外国人留学生・
海外帰国生徒科目）に掲げる授業科目は，外国人留学生特別入学試験または海外帰国生徒特別入学試験によっ
て入学した外国人留学生・海外帰国生徒学生を除いて，履修することができない（学部規則第⚖条第⚓項）。

⚓ 外国人留学生特別入学試験または海外帰国生徒特別入学試験によって入学した外国人留学生・海外帰国生
徒学生は，学則別表⚕⑴または同表⚕⑵の留学生科目（外国人留学生・海外帰国生徒科目）に掲げる授業科
目を履修することができる。外国人留学生・海外帰国生徒学生で学部長が必要と認めた者は，この科目のう
ち学部長が指定する授業科目を履修しなければならない（学部規則第⚖条第⚓項）。

⚔ ⚒部生（⚒部に在籍する学生）については，⚑年次学生は学則別表⚖⑴または同表⚖⑵に掲げる授業科目，
法律学科学生は学則別表⚖⑴に掲げる授業科目，政治学科学生は学則別表⚖⑵に掲げる授業科目を履修する
ことができる（学部規則第⚖条第⚑項）。

⚕ 学則別表に掲げる授業科目は，年度の事情により開講されないことがある。開講されない授業科目は，そ
の年度には履修することができない（学部規則第⚖条第⚑項ただし書）。毎年度，講義概要または掲示によっ
て，開講される授業科目とその担当教員を知らせる。

第⚒節 単位数と授業回数との関係
⚑ 大学での学修は，単位制をとっている。すべての授業科目には，学則別表に定める一定の単位が与えられ，

所定の単位数を修得してはじめて卒業を認定されるなどの効果が生じる。
⚒ 学則第20条および学部規則第⚗条において，授業科目の種類ごとに，何時間の授業をもって⚑単位とする

か，という単位数計算の基準が定められている。これを授業科目の単位数と授業回数（時間割の⚑時限を⚑
回の授業とする。）との関係で表すと，通常の開講形態をとる場合には，概ね次のようになる。なお，時間割
の⚑時限（90分）は⚒時間として計算され，授業日30週（定期試験期間等を含まない。）で⚑年間の授業とな
る。

講 義 科 目 ⚔単位の科目 第⚑学期開講・第⚒学期開講 週⚒回×15週
通年開講 週⚑回×30週

⚒単位の科目 週⚑回×15週
外 国 語 科 目 ⚑単位の科目（教養・演習を除く科目） 週⚑回×15週

⚒単位の科目（教養・演習） 週⚑回×15週
演 習 科 目 ⚔単位（基礎演習・演習） 週⚑回×30週

⚒単位（外国書講読） 週⚑回×15週
体 育 実 技 ⚑単位 週⚑回×15週

⚓ 文部科学省の定める大学設置基準に基づき，⚑単位の授業科目は45時間の学修を必要とする内容で構成さ
れているため，履修した授業科目については，上記の授業時間での学習に加えて，相応の自学自習に取り組
まなければならない。

第⚓節 必修科目，選択科目，自由科目
⚑ ⽛必修科目⽜とは，卒業要件として必ず修得を必要とする授業科目であり，法学部の授業科目に，この意味

での必修科目（単独必修科目）はない。
⚒ ⽛選択科目⽜とは，学生がその履修目的に応じて選択し，修得単位が卒業要件の単位数に算入される授業科

目である（卒業要件については，本要項第⚗章参照）。学則別表⚕⑴および同表⚕⑵ならびに学則別表⚖⑴お
よび同表⚖⑵に掲げる授業科目のうち，⚑群から14群および留学生科目の授業科目は選択科目である。
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⚓ ⽛自由科目⽜とは，修得単位が卒業要件の単位数に算入されない授業科目である。

第⚔節 授業科目の年次配当と開講学期
⚑ 授業科目の年次毎の配当は，原則として，学則別表⚕⑴と同表⚕⑵および学則別表⚖⑴と同表⚖⑵に定め

るとおりである。⚒群の授業科目を除き，学則別表に定められた配当年次に，その授業科目を履修し，単位
を修得することが望ましい。

⚒ 下級年次の学生が上級年次に配当されている授業科目を履修することは，認められない。ただし，⚑群（基
盤科目）のうち，英語以外の外国語（ドイツ語，フランス語，中国語，ロシア語，韓国・朝鮮語）について
は，十分な語学力を有するとみなされる場合，10群（講読）の外国書講読については，十分な語学力および
法学または政治学の必要な素養があると認められる場合，特別に履修を許可することがある。

⚓ 上級年次の学生は下級年次に配当されている授業科目を履修することができるが，授業科目により（例え
ば，⚓群，⚔群，⚙群などの授業科目）またはその年度の事情により履修が制限されることがあるので，こ
の要項（とくに第⚔章），講義概要の記載および掲示に注意しなければならない。

⚔ ⚒群の授業科目については，⚑～⚔年次のいずれにおいて履修すべきであるかを，講義概要を参考にしつ
つ，各授業科目の体系・難易度，自己の履修目的などに応じて，学生各自が判断する必要がある。

⚕ ⽛⚓・⚔年次配当⽜の授業科目については，⚓年次または⚔年次のいずれにおいて履修すべきであるかを，
講義概要を参考にしつつ，各授業科目の体系・難易度，自己の履修目的などに応じて，学生各自が判断する
必要がある。

⚖ 授業科目の開講学期には，通年開講，第⚑学期開講，第⚒学期開講と集中講義があり，本要項の付表⚑（⽛授
業科目・卒業要件・履修要領等一覧表⽜）に各授業科目の開講学期（通年開講，第⚑学期開講，第⚒学期開講
の区別）の原則を示してある。集中講義については，年度の始めにガイダンス資料や掲示によって知らせる。

⚗ 授業科目によっては，その授業科目の前の学期または年次に開設されている他の授業科目の履修または単
位修得を履修の前提要件とするものがあるので，この要項の第⚔章の記載，講義概要の記載および掲示に十
分注意しなければならない。

⚘ 授業科目の年次配当と開講学期は，学則別表およびこの要項の規定にかかわらず，特別の事情によって変
更されることがありうるので，講義概要の記載および掲示に十分注意しなければならない。

第⚕節 時 間 割
⚑ 時間割は，次のとおり，⚑部については⚕時限制，⚒部については⚒時限制とする。

（⚑ 部）

第⚑時限 第⚒時限 第⚓時限 第⚔時限 第⚕時限

9：00
～

10：30

10：40
～

12：10

12：40
～

14：10

14：20
～

15：50

16：00
～

17：30

（⚒ 部）

第⚑時限 第⚒時限

17：50
～

19：20

19：30
～

21：00

⚒ 時間割表は，毎年度の始めに定めて，学生に配布する。集中講義の時間割については，その都度掲示によっ
て知らせる。

⚓ 休講，補講など，時間割を変更する場合については，その都度掲示によって知らせる。
⚔ 時間割上，全部または一部において重複する授業科目については，そのうちの一つのみの履修登録が認め

られる。
⚕ 時間割がクラス別編成になっている授業科目は，指定されたクラスの時間割に従って履修しなければなら

ない。

第⚖節 ⚑部生の⚒部における履修，⚒部生の⚑部における履修
⚑ 第⚒項・第⚓項・第⚔項・第⚖項に定める場合を除き，⚑部生が⚒部において履修すること（⚒部開講の

授業科目を⚑部開設の同一授業科目の授業として履修すること）および⚒部生が⚑部において履修すること
（⚑部開講の授業科目を⚒部開設の同一授業科目の授業として履修すること）は，認められない。

⚒ 卒業年次の⚑部生または⚒部生で，特別に学部長の許可を受けた者は，それぞれ⚒部または⚑部において
授業科目を履修することができる。

⚓ ⚒部生は，学則別表⚖⑴または同表⚖⑵の授業科目のうち，⚕群（基礎講義），⚖群（法律学科にあっては
法律学基礎講義，政治学科にあっては政治学基礎講義），⚗群（法律学科にあっては法律学専門講義，政治学
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科にあっては政治学専門講義），⚘群（法律学科にあっては法律学応用講義，政治学科にあっては政治学応用
講義），10群（講読），12群（法律学科にあっては政治学講義，政治学科にあっては法律学講義）および13群
（総合応用講義）の授業科目を⚑部において履修し（ただし，⚒部と⚑部とで同一授業科目を重複して履修
することはできない。）⚒部授業科目の単位として修得することができる（学部規則第⚘条）。この場合にお
いて，⚒部生が⚑部において履修することができる単位数は，各年度12単位以内に制限される。

⚔ ⚒部生は，学則別表⚖⑴または同表⚖⑵に掲げる授業科目のうち，⚑群と⚒群の授業科目で別に定めるも
の（年度当初に掲示する。），および自由科目の⽛キャリア・ガイダンス⽜を⚑部において履修することがで
きる。これらの授業科目については，⚑部での履修を制限される単位数（第⚓項参照）の制限に含まれない。

⚕ ⚒部生が⚑部において履修することができる単位数は，自由科目を除いて，本章第⚗節第⚑項に定める履
修登録の上限単位数に含まれる。

⚖ ⚑部生は，学則別表⚕⑴または同表⚕⑵の授業科目のうち，⚕群（基礎講義），⚖群（法律学科にあっては
法律学基礎講義，政治学科にあっては政治学基礎講義），⚗群（法律学科にあっては法律学専門講義，政治学
科にあっては政治学専門講義），⚘群（法律学科にあっては法律学応用講義，政治学科にあっては政治学応用
講義），12群（法律学科にあっては政治学講義，政治学科にあっては法律学講義）および13群（総合応用講義）
の授業科目で，⚒部でのみ開講されているもの（年度当初に掲示する）を，⚒部において履修し⚑部授業科
目の単位として修得することができる（学部規則第⚘条）。

⚗ ⚑部生が⚒部において履修することができる単位数は制限されないが，本章第⚗節第⚑項に定める履修登
録の上限単位数に含まれる。

第⚗節 履修登録できる授業科目の単位数の制限
⚑ 学習の効率を損なわないようにするため，学生が⚑年度に履修することのできる授業科目（⚑年次学生に

あっては学則別表⚕⑴，⚕⑵，⚖⑴または⚖⑵の授業科目，法律学科学生にあっては学則別表⚕⑴または⚖
⑴の授業科目，政治学科学生にあっては学則別表⚕⑵または⚖⑵の授業科目）の単位数の合計は，各年度48
単位以内に制限される。学生は，特別の定めのある場合を除いて，この単位数を超えて各年度の履修登録を
することができない。

⚒ 各学期に履修することができる授業科目の単位数に制限はないが，本章第⚒節第⚓項に記した単位制の趣
旨を踏まえ，一つの学期に偏ることなく各年度の履修計画を作成しなければならない。

⚓ 自由科目および課程科目の単位数は，履修登録を制限される単位数に含まれない。

第⚘節 履 修 登 録
⚑ 法学部の授業科目を履修するには，履修しようとする授業科目を選び，その年度の始め（特別の定めまた

は指示のある場合を除く。）の指定された期間内に履修登録を行い，学部長の許可を受けなければならない（学
部規則第10条）。法学部の特定の授業科目を履修しようとする者は，履修願を提出して，許可を受けなければ
ならない。許可に際しては，本章第⚗節第⚒項の定めを踏まえて履修計画を修正するよう求められることが
ある。

⚒ 過年度において履修し単位を修得することができなかった授業科目を再び履修しようとする場合（再履修）
にも，改めて履修登録を行わなければならない。

⚓ 過年度において履修し単位を修得した授業科目は，再び履修することができない。ただし，科目等履修生
については，この限りではない。

⚔ 履修登録手続に先立って履修の申込みや担当教員の履修許可を要する授業科目についても，改めて履修登
録を行わなければならない。

⚕ 学生は，毎年度において，必ず一つ以上の授業科目について履修登録を行わなければならない。なお，⽛協
定大学との学生交流ならびに協定大学で修得した単位および学修の単位認定に関する規程⽜に基づき交流を
行う学生については，この限りではない。

⚖ 履修登録後は，所定の期間内に履修登録の確認をしなければならず，同じ期間内に必要に応じて履修登録
の修正をすることができる。この履修登録確認の期間後は，履修を願い出た授業科目の変更，取消しまたは
追加をすることは認められない。ただし，第⚒学期開講科目については，第⚒学期の始めに履修登録の修正
が認められることがある。

⚗ 履修登録がなされていない授業科目については，その年度の履修および受験は認められない。
⚘ 履修登録期間その他の履修登録に関する事項については，講義概要または掲示によって，毎年度，その年

度の内容を知らせるので，十分に注意しなければならない。
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第⚙節 他学部の授業科目
⚑ 学生は，法学部長と他学部の学部長の許可を受けて，当該他学部の授業科目を履修することができる（学

則第19条）。この場合においては，履修できる授業科目の単位数の制限（本章第⚗節第⚑項）の規定は，適用
しない。

⚒ 前項により修得した単位は，法学部における自由科目の修得単位と同様の扱いとする。

第10節 他大学等の授業科目
⚑ 学生は，他大学等の授業科目を履修することができる（学則第24条，第25条）。
⚒ 他大学等の授業科目を履修しようとする学生は，⽛他大学等で修得した単位および学修の単位認定に関す

る規程⽜および⽛協定大学との学生交流ならびに協定大学で修得した単位および学修の単位認定に関する規
程⽜にしたがって手続きをしなければならない。

⚓ 前項により修得した単位の扱いは，前項に掲げる各規程の定めるところによる。

第⚔章 各授業科目の履修上の注意事項

第⚑節 ⽛⚑群（基盤科目）⽜の授業科目
⚑ ⚑群の授業科目は，全学部の学生を対象とする共通の授業科目である。これには，⽛言語⽜⽛身体⽜⽛情報⽜

の授業科目群がある。
⚒ これらの授業科目群は，履修者がその履修目的に応じて選択するための便宜的な区分であり，科目履修上

の制限を設けるものではない。各授業科目の内容や，科目相互の関係その他の履修に関する事項については，
講義概要の説明を読み，理解することが肝要である。

⚓ 英語コミュニケーション，英語ライティングおよび英語文化演習に属する授業科目を履修しようとする学
生は，履修が認められる学生数に制限があるため，履修登録に先立って履修許可を受ける必要がある。許可
手続については，年度始めのガイダンスにおいて要領を知らせ，速やかに実施するので，十分に注意しなけ
ればならない。

⚔ 英語文化演習については，内容を異にする複数の授業が並行して開講される。学生は，この中から履修目
的に応じて選択して履修することができる。

⚕ 英語以外の外国語（ドイツ語，フランス語，中国語，ロシア語，韓国・朝鮮語）について，科目履修上の
制限はとくにない。学修の効果を高めるために，⽛英語以外の外国語（ドイツ語，フランス語，中国語，ロシ
ア語，韓国・朝鮮語）履修上の注意⽜を読み，授業内容と科目相互の関係を理解することが肝要である。

⚖ ⽛身体⽜の授業科目群の体育実技については，⚑部では体育実技ⅠＡからⅣＢまでの⚘科目，⚒部ではⅠＡ
からⅡＢまでの⚔科目があり，このそれぞれに複数の種目が設けられている。履修者は，⚑学期につき⚑種
目を選択して，授業を受けることになる。

⚗ 体育実技は，授業内容および施設等の関係から，履修が認められる学生数に制限があるため，履修登録に
先立って履修許可を受ける必要がある。許可手続については，年度始めのガイダンスにおいて要領を知らせ，
速やかに実施するので，十分に注意しなければならない。

⚘ 本要項の付表⚒に定める各種外国語検定の結果に基づき，⽛言語⽜の授業科目の単位が認定されることがあ
る。検定の結果に基づき単位の認定を申請しようとする学生は，本要項第⚖章第⚒節第⚗項から第10項およ
び第16項ならびに付表⚒をよく読み，必要な手続をとらなければならない。

第⚒節 ⽛⚒群（教養科目）⽜の授業科目
⚑ ⚒群の授業科目は，全学部の学生を対象とする⽛人文科学⽜⽛社会科学⽜⽛自然科学⽜⽛北海道学⽜⽛教養科

目特別講義⽜の授業科目群である。
⚒ これらの授業科目群は，履修者がその履修目的に応じて選択するための便宜的な区分であり，科目履修上

の制限を設けるものではない。各授業科目の内容や，科目相互の関係その他の履修に関する事項については，
講義概要の説明を読み，理解することが肝要である。

第⚓節 ⽛⚓群（基礎教育演習）⽜の授業科目
⚑ 基礎演習は，⚑年次学生以外の者が履修することはできない。
⚒ 編入学，転入学または転学部した者については，その編入学，転入学または転学部した年度に限って基礎
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演習を履修することができる。
⚓ 基礎演習を履修しようとする学生は，履修登録手続に先立って年度の始めの指定された期間内に基礎演習

申込書を法学部事務室に提出して，履修の許可を受けなければならない。履修の許可を受けていない者の履
修登録は，認められない。

第⚔節 ⽛⚔群（入門講義）⽜の授業科目
⚑ ⚔群の各授業科目は，⚑年次学生以外の者が履修することはできない。
⚒ 編入学，転入学または転学部した者については，その編入学，転入学または転学部した年度に限って⚔群

の各授業科目を履修することができる。
⚓ ⚑年次学生は，⚔群の授業科目のすべてを履修しなければならない。

第⚕節 ⽛⚘群（法律学科においては法律学応用講義，政治学科においては政治学応用講義）⽜
の授業科目

⚑ 法律学科⚘群の法律学応用講義については，複数の講義が開講される。学生は複数の講義を履修し，それ
ぞれの単位を修得することができる。

⚒ 政治学科⚘群の政治学特殊講義および国際地域政治研究については，複数の講義が開講される。学生は複
数の講義を履修し，それぞれの単位を修得することができる。

⚓ 過年度に履修して単位を修得した法律学応用講義または政治学特殊講義と同一の講義は，再び履修するこ
とができない。同一であるか否かについては，年度の始めに，ガイダンス資料や掲示で知らせる。

⚔ 法学検定の結果に基づき，法律学科⚘群法律学応用講義の科目として検定法学の単位が認定されることが
ある。検定法学の単位の認定を申請しようとする学生は，本要項第⚖章第⚒節第⚗項から第10項および第17
項をよく読み，必要な手続をとらなければならない。

第⚖節 ⽛⚙群（専門演習）⽜の授業科目
⚑ 学生は，複数開講される演習から，⚒年次において⚑演習，⚓年次において⚑演習を選択して履修し，⚒

年次と⚓年次の合計で⚒演習⚘単位まで修得することができる。
⚒ ⚒演習⚘単位を修得していない（⚐単位または⚔単位の）⚔年次学生は，⚑年度につき⚑演習まで履修す

ることができる。
⚓ 演習を履修する年次にかかわらず，最初の⚔単位については演習Ⅰを，次の⚔単位については演習Ⅱを履

修するものとする。
⚔ 演習を履修しようとする学生は，履修登録手続に先立って，その年度に履修しようとする演習を選び，指

定された期間内に申し込みをして，担当教員の許可を受けなければならない。担当教員の許可を受けていな
い者の履修登録は，認められない。

⚕ 演習Ⅲは，演習Ⅰ・Ⅱの単位を修得し，かつ⚓群，⚔群，⚕群，⚖群，⚗群，⚘群，10群，12群および13
群の授業科目のうちから，80単位を修得した⚔年次学生にかぎり，履修することができる。ただし，⚓年次
に編入学，転入学または転学部した者については，演習Ⅰ・Ⅱの単位を修得し，かつ⚔群，⚕群，⚖群，⚗
群，⚘群，10群，12群および13群の授業科目のうちから，40単位を修得した⚔年次学生にかぎり，演習Ⅲを
履修することができる。

⚖ 演習Ⅲを履修しようとする学生は，履修登録の手続に先立って，担当教員の許可を受けなければならない。
担当教員の許可を受けていない者の履修登録は，認められない。

第⚗節 ⽛10群（講読）⽜の授業科目
⚑ 学生は，複数開講される外国書講読から，⚑学期につき⚑講読を選択して履修し，⚓年次と⚔年次の合計

で⚔講読⚘単位まで修得することができる。
⚒ 十分な語学力および法学または政治学の必要な素養があると認められる場合，⚒年次学生の履修を特別に

許可することがある。
⚓ 外国書講読を履修しようとする学生は，履修登録手続に先立って，その年度に履修しようとする外国書講

読を選び，指定された期間内に申し込みをして，担当教員の許可を受けなければならない。担当教員の許可
を受けていない者の履修登録は，認められない。

第⚘節 ⽛11群（卒業研究）⽜の授業科目
⚑ ⚓群，⚔群，⚕群，⚖群，⚗群，⚘群，⚙群，10群，12群および13群の授業科目のうちから，⚙群の⚘単
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位を含む88単位を修得していない学生は，卒業研究を履修することができない。
⚒ 編入学，転入学または転学部した者（以下本項において⽛編入学等した者⽜という）が卒業研究を履修す

るために必要な修得単位数は，次のとおりとする。
⑴ ⚓年次に編入学等した者が卒業研究を履修するためには，⚔群，⚕群，⚖群，⚗群，⚘群，⚙群，10群，

12群および13群の授業科目のうちから，⚙群の⚔単位を含む40単位を修得していなければならない。
⑵ ⚒年次に編入学等した者が卒業研究を履修するためには，⚓群，⚔群，⚕群，⚖群，⚗群，⚘群，⚙群，

10群，12群および13群の授業科目のうちから，⚙群の⚘単位を含む84単位を修得していなければならない。
⚓ 卒業研究を履修しようとする学生は，履修登録の手続に先立って年度の始めに，その指導を受けようとす

る教員（法学部の専任教員に限る。）の許可を受けなければならない（学部規則第14条第⚑項）。この教員（指
導教員）の許可を受けていない者の履修登録は，認められない。

⚔ 卒業研究の単位を修得するためには，卒業研究の成果の提出を要する。

第⚙節 ⽛12群（法律学科においては政治学講義，政治学科においては法律学講義）⽜の授業科目
⚑ 法律学科12群の政治学特殊講義および政治学科12群の法律学応用講義については，第⚕節に示した政治学

科⚘群および法律学科⚘群の各講義科目の扱いと同様とする。
⚒ 法学検定の結果に基づき，政治学科12群法律学講義の科目として検定法学の単位が認定されることがある。

検定法学の単位の認定を申請しようとする学生は，本要項第⚖章第⚒節第⚗項から第10項および第17項をよ
く読み，必要な手続をとらなければならない。

第10節 ⽛13群（総合応用講義）⽜の授業科目
⚑ 学生は，開講される複数の総合応用講義を履修し，それぞれの単位を修得することができる。
⚒ 過年度に履修して単位を修得した総合応用講義と同一の総合応用講義は，再び履修することができない。

同一であるか否かについては，年度の始めに，ガイダンス資料や掲示で知らせる。

第11節 ⽛15群（グローバルセミナー）⽜の授業科目
⚑ 15群の授業科目を履修しようとする学生は，所定の期間内に参加の申し込みを行わなければならない。
⚒ 15群の授業科目の履修は，選考の上許可される。許可されなかった者の履修は認められない。
⚓ ⽛グローバルセミナーⅡ⽜は，第⚑学期に隔週で⚘回の授業が行われる。⽛グローバルセミナーⅢ⽜または

⽛グローバルセミナーⅣ⽜の履修を希望する者は，⽛グローバルセミナーⅡ⽜を必ず履修しなければならない。
⚔ ⽛グローバルセミナーⅢ⽜または⽛グローバルセミナーⅣ⽜を履修するには，TOEIC550/600，CEFR-JA2.1，

PBT_TOEFL500またはIELTS4.5以上の成績を得ていなければならない。
⚕ 異なる年次に⽛グローバルセミナーⅢ⽜と⽛グローバルセミナーⅣ⽜の双方を履修することができるが，

⽛グローバルセミナーⅣ⽜を⚔年次に履修することはできない。
⚖ ⽛グローバルセミナーⅢ⽜または⽛グローバルセミナーⅣ⽜を履修する場合，通年開講科目および第⚒学期

開講の他の科目を履修することはできない。第⚑学期開講科目は，⽛グローバルセミナーⅢ⽜を履修する場合
は34単位まで，⽛グローバルセミナーⅣ⽜を履修する場合は25単位まで履修することができる。

⚗ ⽛グローバルセミナーⅢ⽜または⽛グローバルセミナーⅣ⽜を履修し単位を修得しようとする者は，帰国後
に所定の書類を提出しなければならない。

第12節 その他の授業科目
（留学生科目）

⚑ 留学生科目の各授業科目は，外国人留学生特別入学試験または海外帰国生徒特別入学試験によって入学
した外国人留学生と海外帰国生徒のみが履修することができる（学部規則第⚖条第⚓項）。

⚒ 留学生科目の授業科目を履修して修得した単位は，卒業要件（本要項第⚗章）については，⚒群（教養
科目）の授業科目の修得単位とみなされる（学部規則第18条第⚒項）。

⚓ 留学生科目については，各授業科目名称のⅠ，Ⅱ，……の順に履修することが望ましい。
（インターンシップ）

⚔ インターンシップを履修しようとする学生は，年度の始めにキャリア支援センターでインターンシップ
への参加の申込みを行わなければならない。

⚕ インターンシップへの参加は，選考の上許可される。
⚖ インターンシップの単位の認定を受けようとする学生は，所定の期間内に履修登録を行わなければなら

ない。選考によりインターンシップへの参加を許可されなかった者の履修登録は，認められない。
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（NPOインターンシップ）
⚗ NPOインターンシップを履修しようとする学生は，所定の期間内に法学部でNPOインターンシップへ

の参加の申込みを行わなければならない。
⚘ NPOインターンシップへの参加は，選考の上許可される。
⚙ NPOインターンシップの単位の認定を受けようとする学生は，所定の期間内に履修登録を行わなければ

ならない。選考によりNPOインターンシップへの参加を許可されなかった者の履修登録は，認められな
い。

（海外文化）
10 ⽛海外文化Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ⽜での単位認定については，Ⅱの単位を修得する場合はⅠの単位を，Ⅲの単位

を修得する場合はⅠ・Ⅱの単位を，Ⅳの単位を修得する場合はⅠ・Ⅱ・Ⅲの単位を修得していなければな
らない。

11 海外文化の単位認定を申請しようとする学生は，本要項第⚖章第⚒節第11項から第15項をよく読み，必
要な手続をとらなければならない。

（検定外国語）
12 本要項の付表⚒に定める各種外国語検定の結果に基づき，検定外国語の単位が認定されることがある。

検定外国語の単位の認定を申請しようとする学生は，本要項第⚖章第⚒節第⚗項から第10項および第16項
ならびに付表⚒をよく読み，必要な手続をとらなければならない。

第⚕章 試 験

第⚑節 通 則
⚑ 試験には，定期試験，追試験，再試験および臨時の試験がある。
⚒ 試験の実施に関する事項は，この要項に定めるもののほか，試験実施時に定めて掲示する⽛受験心得⽜に

よるので，受験者は，試験にあたって，試験ごとに⽛受験心得⽜を確認し，これを遵守して受験しなければ
ならない。

第⚒節 定 期 試 験
⚑ 定期試験は，原則として，その授業科目の授業の終了した学期末に行われる（学部規則第12条第⚑項）。授

業科目によっては，定期試験を行わないもの，定期試験のほかに試験を行うもの，当該科目の授業時間中に
試験を行うものなどがある。

⚒ 各授業科目の試験時間は，原則として60分である。時間割は，別に定めて掲示する。
⚓ 受験科目につき履修許可を受けていない者は，定期試験を受験することができない。

第⚓節 試験欠席届（追試験の取扱い）
⚑ 病気その他の正当な理由により定期試験を受験できず追試験を受験しようとする者は，所定の期日に⽛試

験欠席届⽜を提出しなければならない。
⚒ 試験欠席届は，法学部事務室に備え付けの試験欠席届に必要事項を記入の上，欠席理由により，以下の証

明書を添付して提出する。なお，やむを得ない欠席と認められる事由および届け出に必要な証明書類等につ
いて不明な点がある場合は，法学部事務室に問い合わせること。
⑴ 病気，または，けがの場合は，病名・診察日・通院期間が記載された診断書。なお，当日何らかの理由

により受診できなかった場合，後日通院可能となり次第速やかに受診し，診断書の発行を受けること（診
断書がない場合は，病気，または，けがによる欠席であることを証明できる書類の発行を受けること）。

⑵ 入社試験受験の場合は，試験日時・試験場所の記載された会社発行の証明書。
⑶ 出張の場合は，出張期間の記載された職場長の出張証明書。
⑷ 公共交通機関を利用して通学途中交通事故等に遭遇した場合は，当該交通機関の管理者の発行する証明

書。
⑸ 近親者の葬儀への出席の場合は，葬儀が行われ，出席したことを証明する文書。
⑹ 上記以外の事由の場合は，その事由を証明する書類。

⚓ 欠席届の受理が直ちに追試験の受験資格を保証するものではない。
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第⚔節 追 試 験
⚑ 追試験とは，病気その他やむを得ない事情により定期試験を受験できなかった授業科目について，別の期

日に行われる試験であり，⽛試験欠席届⽜を提出して学部長の許可を受けた場合に受験することができる（学
部規則第12条第⚒項）。

⚒ 追試験は，概ね実施されるが，授業科目によっては実施されないことがある。追試験の実施の有無，受付
期間，試験時間割については，その都度掲示で知らせる。

⚓ ⽛試験欠席届⽜を提出していない者は，追試験を受験することができない。
⚔ 追試験希望者は，受験料を納付して，⽛追試験申込書⽜を所定の期間内に法学部事務室に提出しなければな

らない。

第⚕節 再試験その他臨時の試験
⚑ 再試験とは，定期試験または追試験の結果，不合格となった者に対して行う試験である。
⚒ 再試験は実施しない。ただし，卒業年次学生について，教授会の決定により実施することがある（学部規

則第12条第⚓項）。
⚓ 再試験希望者は，受験料を納付して，⽛再試験願⽜を所定の期間内に法学部事務室に提出しなければならな

い。
⚔ 自然災害等の特別の事由により定期試験・追試験を実施することができないなど，やむを得ない事情があ

るときは，教授会の議を経て，臨時の試験を行うことがある（学部規則第12条第⚓項）。

第⚖章 成績評価と単位認定

第⚑節 成 績 評 価
⚑ 授業科目の成績の評価は，秀，優，良，可，不可で表示し，秀，優，良，可を合格とする。ただし，この

成績評価になじまない一部の科目は，合，否とする（学則第23条）。
⚒ 定期試験その他の試験の点数と成績の評価との関係は，100点を満点とした場合，原則的には次のとおりで

ある（この基準は，一応の目安にすぎない）。
100点～90点 秀
89点～80点 優 合格79点～70点 良
69点～60点 可
59点以下 不可 不合格

⚓ 成績の評価は，各学期の定期試験と追試験の終了後，次の学期が始まるまでに発表する。卒業年次学生に
対しては，卒業生発表時に，⚑年次学生に対しては，所属学科発表時に発表する。

第⚒節 単 位 認 定
⚑ 履修した授業科目の単位修得の認定は，試験成績と平素の成績とを総合し，教授会の議を経て行われる（学

則第22条第⚑項）。
⚒ 授業料等未納の者および出席時数が⚓分の⚒以下の者については，単位は認定されない（学則第22条第⚑

項ただし書）。
⚓ 履修登録がなされていない授業科目については，単位は認定されない。
⚔ 卒業研究の単位修得の認定は，履修者が提出した卒業研究の成果を指導教員が評価し，これに基づき，教

授会の議を経て行う（学部規則第14条第⚓項）。
⚕ 学生が他学部の授業科目を履修して単位を修得した場合においては，法学部における自由科目としての授

業科目を履修したものとみなして，法学部の単位が与えられる（学部規則第15条，本要項第⚓章第⚙節第⚒
項）。この単位は，卒業要件の単位数に算入されない。

⚖ 次の⑴から⑸に掲げる単位または学修については，法学部における授業科目の履修により修得した単位と
みなし，または，法学部における授業科目の履修とみなして単位が与えられることがある。この手続・基準
などについては，学則および学部規則に定めるもののほか，⽛法学部既修得単位等認定規程⽜，⽛法学部転学部
規程⽜，⽛法学部転部規程⽜および⽛法学部転学科規程⽜に定めるところによる。
⑴ 編入学を許可された者が入学前に履修した授業科目について修得した単位（科目等履修生として修得し
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た単位を含む。）（学則第12条第⚓項）
⑵ 転学部または転学を許可された者が転学部または転学前に履修した授業科目について修得した単位（学

則第13条第⚓項）
⑶ 転部または転学科を許可された者が転部または転学科前に履修した授業科目について修得した単位（学

部規則第17条参照）
⑷ 新たに⚑年次に入学した学生が入学する前に大学，短期大学，高等専門学校，専修学校の専門課程また

は高等学校，中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の専攻科において履修した授業科目について修得
した単位（科目等履修生として修得した単位を含む。）（学則第26条第⚑項，学部規則第17条）

⑸ 新たに⚑年次に入学した学生が入学する前に行った短期大学または高等専門学校の専攻科における学修
その他文部大臣が別に定める学修（学則第26条第⚒項，学部規則第17条）

⚗ 教育上有益と認めるときは，他の大学または短期大学の授業科目について修得した単位，協定大学の授業
科目について修得した単位，および学生が行う短期大学または高等専門学校の専攻科における学修その他文
部科学大臣が別に定める学修を，法学部における授業科目の履修により修得した単位とみなし，または，法
学部における授業科目の履修とみなして単位が与えられることがある（学則第24条および第25条）。

⚘ 他大学等における修得単位または学修によって単位を修得しようとする学生は，⽛他大学等で修得した単
位および学修の単位認定に関する規程⽜に定める手続をとらなければならない。

⚙ 協定大学における学修によって単位を修得しようとする学生は，⽛協定大学との学生交流ならびに協定大
学で修得した単位および学修の単位認定に関する規程⽜に定める手続きをとらなければならない。

10 他大学等における修得単位または学修による単位認定の申請は，単位を修得した年度，または学修を行っ
た年度の，次の年度の最初の履修登録までに行わなければならない。単位の認定は，申請が⚑月31日までに
なされたものは当該年度において，⚑月31日よりあとになされたものは次年度において行う。

11 認定される単位数は，他大学等において単位を修得した年度または学修を行った年度における法学部での
履修登録単位数とあわせて，その年度において履修登録できる単位数の上限を超えないものとする（本要項
第⚓章第⚗節参照）。

12 学生が外国の大学または短期大学に留学して履修した授業科目について修得した単位については，法学部
における第⚑群から第14群までのいずれかの授業科目の履修により修得した単位とみなすことがある（学則
第15条）。

13 北海学園大学海外留学規程（以下，⽛海外留学規程⽜という。）に基づく留学先での研修が，外国における
言語・社会・文化・科学技術等の学修であり，外国についての理解を深めるものである場合，その研修と事
前事後の学習をもって，法学部における第⚑群から第14群までの適当な授業科目，あるいは自由科目の⽛海
外文化⽜を履修したものとみなし，単位を認定することがある（学則第15条）。

14 外国における修得単位または学修によって単位を修得しようとする学生は，海外留学規程に定める⽛単位
認定願⽜その他必要な書類を法学部事務室に提出しなければならない。

15 外国における修得単位または学修による単位認定の申請は，単位を修得した年度，または学修を行った年
度の，次の年度の最初の履修登録までに行わなければならない。単位の認定は，申請が⚑月31日までになさ
れたものは当該年度において，⚑月31日よりあとになされたものは次年度において行う。

16 外国における修得単位または学修による単位の認定は，研修先の教育・研究機関より発行された証明書お
よび事前事後の提出物に基づき，教授会の議を経て学部長が行う。認定単位数は，外国において単位を修得
した年度または学修を行った年度における法学部での履修登録単位数とあわせて，その年度において履修登
録できる単位数の上限を超えないものとする（本要項第⚓章第⚗節参照）。また，外国における修得単位また
は学修による単位の認定は，学則第26条第⚑項および第⚒項，他大学等で修得した単位および学修の単位認
定に関する規程⽜第⚓条第⚑項，ならびに⽛協定大学との交流ならびに協定大学で修得した単位および学修
の単位認定に関する規程⽜第⚗条第⚑項および第⚓項による単位数とあわせて60単位を超えないものとする。

17 本要項の付表⚒に定める各種外国語検定の結果に基づき，第⚑群の授業科目または自由科目の⽛検定外国
語⽜を履修したとみなして単位が与えられることがある。外国語検定の結果に基づき単位の認定を申請しよ
うとする学生は，本要項第⚖章第⚒節第⚗項から第10項および付表⚒をよく読み，必要な手続をとらなけれ
ばならない。

18 法学検定の結果に基づき，法律学科第⚘群または政治学科12群の⽛検定法学⽜を履修したとみなして単位
が与えられることがある。法学検定の結果に基づき単位の認定を申請しようとする学生は，本要項第⚖章第
⚒節第⚗項から第10項をよく読み，必要な手続をとらなければならない。
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第⚗章 卒 業

第⚑節 法 律 学 科
⚑ 学部長は，教授会の議を経て，当該学科の学生が，⚑部生については学則別表⚕⑴に，⚒部生については

学則別表⚖⑴に掲げる授業科目のうちから，次の⑴～⑶までに定める卒業に必要な単位を修得したことを認
定する（学則第32条，学部規則第18条第⚑項⑴号，同条同項⑶号）。
⑴ ⚔群（入門講義）から⚗群（法律学専門講義）までの授業科目のうちから，52単位以上。
⑵ ⚓群（基礎教育演習）から13群（総合応用講義）までの授業科目のうちから，68単位以上（⑴の単位を

含む）。
⑶ ⚑群（共通基礎科目）から15群（グローバルセミナー）までの授業科目のうちから，128単位以上（⑴・

⑵の単位を含む）。
⚒ 外国人留学生特別入学試験，または海外帰国生徒特別入学試験によって入学した外国人留学生・海外帰国

生徒が修得した学則別表⚕⑴の留学生科目（外国人留学生・海外帰国生徒科目）の授業科目の単位は，第⚑
項の単位の計算において，⚒群（教養科目）の授業科目の修得単位とみなされる（学部規則第18条第⚒項）。

⚓ 卒業の時期は学年末とする（学則第32条第⚓項）。
⚔ 学年の始めにおいてすでに⚔年の修業年限を満たしている⚔年次学生で，第⚑学期の履修により第⚑項の

定める単位を修得した者から申し出のあるときは，教授会の議を経て，学年途中において卒業を認定する。
この場合，卒業の時期は第⚑学期末とする（学則第32条第⚔項）。

⚕ 学長は，卒業単位を認定された者に卒業を許可し，卒業証書を授与するとともに，北海学園大学学位規則
に定めるところにより，学士（法学）の学位を授与する（学則第33条）。

第⚒節 政 治 学 科
⚑ 学部長は，教授会の議を経て，当該学科の学生が，⚑部生については学則別表⚕⑵に，⚒部生については

学則別表⚖⑵に掲げる授業科目のうちから，次の⑴～⑶までに定める卒業に必要な単位を修得したことを認
定する（学則第32条，学部規則第18条第⚑項⑵号，同条同項⑷号）。
⑴ ⚔群（入門講義）から⚗群（政治学専門講義）までの授業科目のうちから，44単位以上。
⑵ ⚓群（基礎教育演習）から13群（総合応用講義）までの授業科目のうちから，68単位以上（⑴の単位を

含む）。
⑶ ⚑群（共通基礎科目）から15群（グローバルセミナー）までの授業科目のうちから，128単位以上（⑴・

⑵の単位を含む）。
⚒ 外国人留学生特別入学試験，または海外帰国生徒特別入学試験によって入学した外国人留学生・海外帰国

生徒が修得した学則別表⚕⑴の留学生科目（外国人留学生・海外帰国生徒科目）の授業科目の単位は，第⚑
項の単位の計算において，⚒群（教養科目）の授業科目の修得単位とみなされる（学部規則第18条第⚒項）。

⚓ 卒業の時期は学年末とする（学則第32条第⚓項）。
⚔ 学年の始めにおいてすでに⚔年の修業年限を満たしている⚔年次学生で，第⚑学期の履修により第⚑項の

定める単位を修得した者から申し出のあるときは，教授会の議を経て，学年途中において卒業を認定する。
この場合，卒業の時期は第⚑学期末とする（学則第32条第⚔項）。

⚕ 学長は，卒業単位を認定された者に卒業を許可し，卒業証書を授与するとともに，北海学園大学学位規則
に定めるところにより，学士（法学）の学位を授与する（学則第33条）。
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検定試験名 レベル・級 認定
単位数 単位認定科目

実用英語技能検定試験
主催：㈶日本英語検定協会

準⚑級 ⚔

⚑部
(⚑年次開講科目）

英語リーディングⅠ，Ⅱ
英語特講Ⅰ，Ⅱ
英語コミュニケーションⅠ，Ⅱ
英語ライティングⅠ，Ⅱ

(⚒年次開講科目）
英語リーディングⅢ，Ⅳ
英語特講Ⅲ，Ⅳ
英語コミュニケーションⅢ，Ⅳ
英語ライティングⅢ，Ⅳ
英語文化演習ABC Ⅰ，Ⅱ
検定外国語（英語）Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ（自由科目）

⚒部
(⚑年次開講科目）

英語リーディングⅠ，Ⅱ
英語特講Ⅰ，Ⅱ
英語コミュニケーションⅠ，Ⅱ

(⚒年次開講科目）
英語特講Ⅲ，Ⅳ
英語文化演習AB Ⅰ，Ⅱ
検定外国語（英語）Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ（自由科目）

⚑級 ⚖

TOEIC L & W＊

Test of English for International communication
国内主催：㈶国際ビジネスコミュニケーション協会
本部：ETS（Educational Testing Service）
＊⚒年以内の公開テストスコア，⚑年以内のIPテストス

コアも認める。

600以上 ⚒

730以上 ⚔

900以上 ⚖

TOEFL＊

Test of English as a foreign Language
国内主催：国際教育交換協議会
本部：ETS（Educational Testing Service）
＊⚒年以内の公開テストスコア，⚑年以内のIPテストス

コアも認める。

PBT500以上
CBT173以上
IBT61以上

⚒

PBT550以上
CBT213以上
IBT80以上

⚔

PBT609以上
CBT253以上
IBT101以上

⚖

TOEIC S & W＊＊

国内主催：㈶国際ビジネスコミュニケーション協会
本部：ETS（Educational Testing Service）
＊＊スピーキング，ライティングのスコアは両方この基

準を上回らなければならない。（S160，W145は⚖単位
申請不可）

S120以上
W120以上 ⚒

S130以上
W140以上 ⚔

S160以上
W160以上 ⚖

IELTS
International English Language Testing System
本部：IDP Education（メルボルン，オーストラリア）

5.0以上 ⚒

6.0以上 ⚔

7.0以上 ⚖

実用フランス語技能検定試験
主催：APEF（アペフ）
1981年以来，文部科学省後援実用フランス語技能検定試
験（仏検DAPF）を実施している公益財団法人

⚔級
80点以上 ⚒

フランス語基礎Ⅰ，Ⅱ
フランス語会話Ⅰ，Ⅱ
フランス語文化Ⅰ
検定外国語（仏語）Ⅰ，Ⅱ（自由科目）

⚓級
70点以上 ⚓

上記科目に加え，フランス語基礎Ⅲ，Ⅳ
フランス語会話Ⅲ，Ⅳ
フランス語文化Ⅱ，Ⅲ
検定外国語（仏語）Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ（自由科目）

準⚒級 ⚔
上記科目に加え，フランス語言語演習Ⅰ，Ⅱ
フランス語文化演習Ⅰ，Ⅱ
検定外国語（仏語）Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ（自由科目）

⚒級
及びそれ以上 ⚖ 上記科目に加え，フランス語言語文化演習Ⅰ，Ⅱ

検定外国語（仏語）Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ（自由科目）

ドイツ語技能検定試験
主催：㈶ドイツ語学文学振興会

⚔級 ⚒
ドイツ語基礎Ⅰ，ドイツ語基礎Ⅱ（各⚑単位），ド
イツ語文化Ⅰ（⚒単位）
検定外国語（独語）Ⅰ，Ⅱ（自由科目）

⚓級 ⚓

上記科目に加え，ドイツ語基礎Ⅲ，ドイツ語基礎
Ⅳ（各⚑単位），ドイツ語文化Ⅱ，ドイツ語文化Ⅲ
（各⚒単位）
検定外国語（独語）Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ（自由科目）

⚒級 ⚔

上記科目に加え，ドイツ語文化演習Ⅰ，ドイツ語
文化演習Ⅱ，ドイツ語言語演習Ⅰ，ドイツ語言語
演習Ⅱ（各⚒単位）
検定外国語（独語）Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ（自由科目）

準⚑級
⚑級 ⚖

上記科目に加え，ドイツ語言語文化演習Ⅰ，ドイ
ツ語言語文化演習Ⅱ（各⚒単位）
検定外国語（独語）Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ（自由科目）
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各種外国語検定による単位認定の基準および認定単位数等一覧表

⚑．単位認定の基準と認定数



検定試験名 レベル・級 認定
単位数 単位認定科目

中国語検定試験
主催：一般財団法人日本中国語検定協会

⚔級 ⚒
中国語基礎Ⅰおよび中国語基礎Ⅱ，
中国語文化Ⅰ（⚒単位）
検定外国語（中国語）Ⅰ，Ⅱ（自由科目）

⚓級 ⚓
上記科目に加え，中国語基礎Ⅲおよび中国語基礎
Ⅳ，中国語文化Ⅱおよび中国語文化Ⅲ
検定外国語（中国語）Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ（自由科目）

⚒級 ⚔

上記科目に加え，中国語文化演習Ⅰおよび中国語
文化演習Ⅱ，中国語言語演習Ⅰ，中国語言語演習
Ⅱ
検定外国語（中国語）Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ（自由科目）

準⚑級
⚑級 ⚖

上記科目に加え，中国語言語文化演習Ⅰ，中国語
言語文化演習Ⅱ
検定外国語（中国語）Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ（自由科目）

ロシア語能力検定試験
主催：ロシア語能力検定委員会

⚔級 ⚒
ロシア語基礎Ⅰ，ロシア語基礎Ⅱ（各⚑単位），ロ
シア語文化Ⅰ（⚒単位）
検定外国語（ロシア語）Ⅰ，Ⅱ（自由科目）

⚓級 ⚓

上記科目に加え，ロシア語基礎Ⅲ，ロシア語基礎
Ⅳ（各⚑単位），ロシア語文化Ⅱ，ロシア語文化Ⅲ
（各⚒単位）
検定外国語（ロシア語）Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ（自由科目）

⚒級 ⚔

上記科目に加え，ロシア語文化演習Ⅰ，ロシア語
文化演習Ⅱ，ロシア語言語演習Ⅰ，ロシア語言語
演習Ⅱ（各⚒単位）
検定外国語（ロシア語）Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ（自由科
目）

⚑級 ⚖

上記科目に加え，ロシア語言語文化演習Ⅰ，ロシ
ア語言語文化演習Ⅱ
検定外国語（ロシア語）Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ（自由科
目）

⽛ハングル⽜能力検定
主催：ハングル能力検定協会特定非営利活動法人

⚕級
80点以上 ⚒

韓国・朝鮮語基礎Ⅰ，韓国・朝鮮語基礎Ⅱ（各⚑
単位），韓国・朝鮮語文化Ⅰ（⚒単位）
検定外国語（韓国・朝鮮語）Ⅰ，Ⅱ（自由科目）

⚔級
80点以上 ⚓

上記科目に加え，韓国・朝鮮語基礎Ⅲ，韓国・朝
鮮語基礎Ⅳ（各⚑単位），韓国・朝鮮語文化Ⅱ，韓
国・朝鮮語文化Ⅲ
検定外国語（韓国・朝鮮語）Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ（自由科
目）

⚓級 ⚔

上記科目に加え，韓国・朝鮮語文化演習Ⅰ，韓国・
朝鮮語文化演習Ⅱ，韓国・朝鮮語言語演習Ⅰ，韓
国・朝鮮語言語演習Ⅱ
検定外国語（韓国・朝鮮語）Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ（自
由科目）

準⚒級
⚒級
⚑級

⚖

上記科目に加え，韓国・朝鮮語言語文化演習Ⅰ，
韓国・朝鮮語言語文化演習Ⅱ
検定外国語（韓国・朝鮮語）Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ（自
由科目）

⚒．留意事項
⚑) 申請が認められるのは，北海学園大学在籍中に受検した検定の結果に限られる。
⚒) すでに単位を修得している科目の単位として申請することはできない。
⚓) 認定単位数は上限を示している。新たに受検した結果に基づき何度でも申請することができるが，その都度重

複して単位を認定することはしない。（例）⚑年次でTOEICスコア630点を得て，申請により⚒単位を認定された
学生が，TOEICを再度受検し730点を得て申請した場合，認定される⚔単位のうち⚒単位はすでに認定されてい
るとみなし，新たに⚒単位が認定される。

⚔) 検定の結果に基づき単位の認定を申請しようとする学生は，履修要項第⚖章第⚒節第⚗項から第10項をよく読
み，必要な手続をとらなければならない。
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授業科目・卒業要件・履修要領等一覧表

⚑部法律学科専門科目（2020 年度以降入学生適用）
卒業

要件

授業科目群

（単位）

1年次 2年次

専門演習は，2，3，4年次各1演習のみ履修可能，総計12単位修得可能。演習 の履修については履修要項第4章第6節第5・6項を参照すること。

128

単

位

１群

第1学期

＊別頁参照

第2学期 第1学期 第2学期

基盤科目

２群 教養科目※別頁参照 ＊別頁参照

３群
基礎教育演習

（通年4単位）

基礎演習

（1年次生のみ履修可）

４群

入門講義

（各2単位）

※1年次生のみに
履修限定

アカデミック･スキルズ

法学入門

政治学入門

５群

基礎講義
（各4単位）

６群
法律学基礎講義

（各4単位）

憲法

民法

民法

刑法

７群

法律学専門講義
（各4単位）

８群 法律学応用講義（各2単位）

1年次 2年次

９群 専門演習（各4単位） 演習

11群 卒業研究（4単位）

1年次 2年次

第1学期 第2学期 第1学期 第2学期

12群

政治学講義

（各4単位）

行政学

西洋政治史

政治過程論

13群 総合応用講義（各2単位） 他大学修得科目（専門)

14群
関連講義

（各2単位）

社会経済学

ミクロ経済学

労働経済論

日本史

東洋史

履修単位上限 48単位 48単位

他大学修得科目（一般)

講読は，単年度の履修は1講読のみ履修可能，総計8単位修得可能。

卒業研究の履修については，履修要項第4章第8節を参照すること。

68

単

位

選

択

必

修

52

単

位

選

択

必

修

憲法

民法

現代政治学

行政法

刑法

民法

商法

（各2単位）

国際政治学

公共政策論

地方自治論

社会経済学

ミクロ経済学

労働経済論

西洋史

（各2単位）

（各2単位）
民法基礎

刑法基礎

第2学期第1学期第2学期第1学期
講読（各2単位）10群

グローバルセミナー (14)

グローバルセミナー
（14～28)

グローバルセミナー (1)
グローバルセミナー

（括弧内の数字は単位数）
15群

グローバルセミナー (2) 領事館インターンシップ (1)

領事館インターンシップ (1)
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卒業

要件

128

単

位

68

単

位

選

択

必

修

52

単

位

選

択

必

修

第2学期第1学期

3・4年次

＊別頁参照

＊別頁参照

※1 法律学応用講義

行政法

民法

商法

比較政治学

政治思想史

地域研究

国際公共政策

日本政治史

ジャーナリズム論

第2学期第1学期

3・4年次

外国書講読

演習

3年次

北海道政治・行政史

社会調査

国際機構論

48単位

マクロ経済学

財 政 学

社 会 政 策

日本経済史

国際経済論

経 済 政 策

地方財政論

文化人類学

※3 総合応用講義

商法

経済法

国際私法

民事訴訟法

48単位

4年次

演習 （履修条件等別記)

外国書講読

卒業研究（履修条件等別記)

北海道政治・行政史

社会調査

マクロ経済学

財 政 学

社 会 政 策

日本経済史

国際経済論

経 済 政 策

地方財政論

抵当権の実務
法とジェンダー
中国法文化論
租税法
租税法
比較法
民事手続法論
社会保障法
家事事件実務
企業法務

企業法務
実践民法
実践民法
公法応用 （憲法）
公法応用 （行政法）
民事法応用 （民法）
民事法応用 （会社法）
刑事法応用 （刑法）
刑事法応用 （刑事訴訟法）
検定法学

※３ 総合応用講義

現代ドイツの行政と行政改革

比較政治経済学 中東政治論
自治体職員論 現代日本政治論
日米関係論 地域研究方法論
自治体文化政策論 北極地域研究
国際政治の理論
非政府組織論
ナショナリズムと人権
ロシアと独立国家共同体（CIS諸国関係）

※２ 政治学特殊講義

少年法
知的財産法
知的財産法
刑事政策
信託法
民法（債権関係）改正特別講義
ドイツ行政法
憲法判例を読む
不動産登記法 ・
商業登記法 ・

※１ 法律学応用講義

法思想史

10群 講読（各2単位）

（各2単位）

（各2単位）

（各2単位）

政治学講義

（各4単位）

12群

卒業研究（4単位）11群

専門演習（各4単位）９群

法律学応用講義（各2単位）８群

法律学専門講義
（各4単位）７群

法律学基礎講義
（各4単位）

６群

基礎講義
（各4単位）

５群

入門講義
（各2単位）

※1年次生のみに
履修限定

４群

基礎教育演習
（通年4単位）

３群

教養科目※別頁参照２群

基盤科目１群

授業科目群

（単位）

15群
グローバルセミナー

（括弧内の数字は単位数）

履修単位上限

関連講義

（各2単位）
14群

総合応用講義（各2単位）13群

第1学期第1学期 第2学期

外国書講読

第2学期

外国書講読

※2 政治学特殊講義

労働法

国際法

民事訴訟法

刑事訴訟法

法哲学

日本法制史

西洋法制史
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専門演習は，2，3，4年次各1演習のみ履修可能，総計12単位修得可能。演習 の履修については履修要項第4章第6節第5・6項を参照すること。

卒業研究の履修については，履修要項第4章第8節を参照すること。

講読は，単年度の履修は1講読のみ履修可能，総計8単位修得可能。

（各2単位）

社会経済学

ミクロ経済学

労働経済論

東洋史

６群
法律学基礎講義

（各4単位）

憲法

民法

民法

刑法

７群

法律学専門講義
（各4単位）

８群 法律学応用講義（各2単位）

1年次 2年次

９群 専門演習（各4単位） 演習

10群 講読（各2単位）

11群 卒業研究（4単位）

1年次 2年次

第1学期 第2学期 第1学期 第2学期

12群

政治学講義

（各4単位）
行政学

西洋政治史

政治過程論

13群 総合応用講義（各2単位） 他大学修得科目（専門)

14群
関連講義

（各2単位）

社会経済学

ミクロ経済学

労働経済論

日本史

西洋史

履修単位上限 48単位 48単位

他大学修得科目（一般)

68

単

位

選

択

必

修

52

単

位

選

択

必

修

憲法

民法

現代政治学

行政法

刑法

民法

商法

（各2単位）

国際政治学

公共政策論

地方自治論

卒業

要件

授業科目群

（単位）

1年次 2年次

128

単

位

１群

第1学期

＊別頁参照

第2学期 第1学期 第2学期

基盤科目

２群 教養科目※別頁参照 ＊別頁参照

３群
基礎教育演習

（通年4単位）

基礎演習

（1年次生のみ履修可）

４群

入門講義

（各2単位）

※1年次生のみに
履修限定

アカデミック・スキルズ

法学入門

政治学入門

５群

基礎講義

（各4単位）

（各2単位）
民法基礎

刑法基礎

第2学期第1学期第2学期第1学期

領事館インターンシップ (1)

領事館インターンシップ (1)

グローバルセミナー (2)

15群
グローバルセミナー

（括弧内の数字は単位数）

グローバルセミナー (1) グローバルセミナー (14)

グローバルセミナー
（14～28）

授業科目・卒業要件・履修要領等一覧表

⚒部法律学科専門科目（2020 年度以降入学生適用）
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⚒
⚐
⚒
⚐
年
度
以
降
入
学
生
適
用

資

料

68

単

位

選

択

必

修

52

単

位

選

択

必

修

卒業

要件

128

単

位

行政法

民法

商法

商法

経済法

国際私法

民事訴訟法

※1 法律学応用講義

3年次 4年次

演習 演習 （履修条件別記)

外国書講読 外国書講読

卒業研究（履修条件別記)

3・4年次

第1学期 第2学期

※3 総合応用講義

3・4年次

第1学期

＊別頁参照

第2学期

＊別頁参照

マクロ経済学

財 政 学

社 会 政 策

日本経済史

国際経済論

経 済 政 策

地方財政論

文化人類学

マクロ経済学

財 政 学

社 会 政 策

日本経済史

国際経済論

経 済 政 策

地方財政論

48単位 48単位

日本政治史

ジャーナリズム論

比較政治学

政治思想史

地域研究

国際公共政策

北海道政治・行政史

社会調査

北海道政治・行政史

社会調査

国際機構論

※2 政治学特殊講義

※３ 総合応用講義

※２ 政治学特殊講義

比較政治経済学
自治体職員論
日米関係論
自治体文化政策論

国際政治の理論
ナショナリズムと人権
ロシアと独立国家共同体
（CIS諸国関係）

中東政治論
現代日本政治論
地域研究方法論
北極地域研究

企業法務
企業法務

実践民法

実践民法

マスコミ倫理法制論

憲法判例を読む

検定法学

少年法
刑事政策

民事手続法論

法とジェンダー

中国法文化論

社会保障法

家事事件実務

※１ 法律学応用講義

法思想史

グローバルセミナー

（括弧内の数字は単位数）
15群

（各2単位）

基礎講義

（各4単位）
５群

入門講義

（各2単位）

※1年次生のみに
履修限定

４群

基礎教育演習
（通年4単位）

３群

教養科目※別頁参照２群

基盤科目１群

授業科目群

（単位）

（各2単位）

履修単位上限

関連講義

（各2単位）
14群

総合応用講義（各2単位）13群

政治学講義

（各4単位）

12群

卒業研究（4単位）11群

講読（各2単位）10群

専門演習（各4単位）９群

法律学応用講義（各2単位）８群

法律学専門講義
（各4単位）７群

法律学基礎講義

（各4単位）
６群

（各2単位）

第1学期第1学期 第2学期 第2学期

外国書講読 外国書講読

労働法

国際法

民事訴訟法

刑事訴訟法

法哲学

日本法制史

西洋法制史
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⚒
⚐
⚒
⚐
年
度
以
降
入
学
生
適
用

資

料

卒業

要件

授業科目群

（単位）

1年次 2年次

128

単

位

１群 基盤科目 ＊別頁参照

２群 教養科目※別頁参照 ＊別頁参照

68

単

位

選

択

必

修

３群
基礎教育演習

（通年4単位）

基礎演習

（1年次生のみ履修可）

44

単

位

選

択

必

修

４群

入門講義

（各2単位）

※1年次生のみに
履修限定

アカデミック・スキルズ

政治学入門

法学入門

５群

基礎講義
（各4単位）

現代政治学

憲法

民法

６群
政治学基礎講義

（各4単位）

行政学

西洋政治史

政治過程論

憲法

国際政治学

公共政策論

行政法

地方自治論

７群

政治学専門講義
（各4単位）

社会経済学

ミクロ経済学

労働経済論

日本史

東洋史

他大学修得科目（一般)

48単位48単位

関連講義
（各2単位）

14群

履修上限単位

専門演習は，2，3，4年次各1演習のみ履修可能，総計12単位修得可能。演習 の履修については履修要項第4章第6節第5・6項を参照すること。

講読は，単年度の履修は1講読のみ履修可能，総計8単位修得可能。

卒業研究の履修については，履修要項第4章第8節を参照すること。

第1学期 第2学期 第1学期 第2学期

刑法

民法

商法

民法

民法

刑法

他大学修得科目（専門)

法律学講義
（各4単位）

（各2単位）

総合応用講義（各2単位）

12群

13群

８群 政治学応用講義（各2単位）

第2学期

2年次

演習

2年次

第1学期第2学期

1年次

1年次

第1学期

専門演習（各4単位）

講読（各2単位）

卒業研究（4単位）

９群

10群

11群

（各2単位）

社会経済学

ミクロ経済学

労働経済論

西洋史

（各2単位）

民法基礎

刑法基礎
（各2単位）

第1学期 第2学期 第1学期 第2学期

領事館インターンシップ (1)

領事館インターンシップ (1)

グローバルセミナー (2)

15群
グローバルセミナー

（括弧内の数字は単位数）

グローバルセミナー (1) グローバルセミナー (14)

グローバルセミナー
（14～28)

授業科目・卒業要件・履修要領等一覧表

⚑部政治学科専門科目（2020 年度以降入学生適用）
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⚒
⚐
⚒
⚐
年
度
以
降
入
学
生
適
用

資

料

3・4年次 卒業

要件

＊別頁参照

128

単

位

＊別頁参照

68

単

位

選

択

必

修

44

単

位

選

択

必

修

第1学期 第2学期

日本政治史

ジャーナリズム論

行政法

国際法

比較政治学

政治思想史

地域研究

国際公共政策

北海道政治・行政史

社会調査

北海道政治・行政史

社会調査

国際機構論

※１ 政治学特殊講義

3年次 4年次

演習 演習 （履修条件等別記)

外国書講読 外国書講読

卒業研究（履修条件等別記)

3・4年次

第1学期 第2学期

民法

商法

商法

経済法

国際私法

民事訴訟法

※2 法律学応用講義

※3 総合応用講義

マクロ経済学

財 政 学

社 会 政 策

日本経済史

国際経済論

経 済 政 策

地方財政論

48単位

マクロ経済学

財 政 学

社 会 政 策

日本経済史

国際経済論

経 済 政 策

地方財政論

文化人類学

48単位

刑事訴訟法

法哲学

日本法制史

西洋法制史

労働法

民事訴訟法

企業法務
実践民法
実践民法

公法応用 （憲法）

公法応用 （行政法）

民事法応用 （民法）

民事法応用 （会社法）

刑事法応用 （刑法）

刑事法応用 （刑事訴訟法）

検定法学現代ドイツの行政と行政改革

※３ 総合応用講義

※２ 法律学応用講義

抵当権の実務
法とジェンダー
中国法文化論

租税法

租税法

比較法

民事手続法論

社会保障法

家事事件実務

企業法務

少年法
知的財産法
知的財産法

刑事政策

信託法

民法（債権関係）改正特別講義

ドイツ行政法

憲法判例を読む

不動産登記法 ・

商業登記法 ・

比較政治経済学 中東政治論
自治体職員論 現代日本政治論
日米関係論 地域研究方法論
自治体文化政策論 北極地域研究
国際政治の理論
非政府組織論
ナショナリズムと人権
ロシアと独立国家共同体（CIS諸国関係）

※１ 政治学特殊講義

法思想史

グローバルセミナー

（括弧内の数字は単位数）
15群

（各2単位）

（各2単位）

（各2単位）

11群

10群

９群

卒業研究（4単位）

講読（各2単位）

専門演習（各4単位）

政治学応用講義（各2単位）８群

13群

12群

総合応用講義（各2単位）

（各2単位）

法律学講義
（各4単位）

履修上限単位

14群
関連講義

（各2単位）

政治学専門講義
（各4単位）

７群

政治学基礎講義
（各4単位）

６群

基礎講義
（各4単位）

５群

入門講義

（各2単位）

※1年次生のみに
履修限定

４群

基礎教育演習
（通年4単位）

３群

教養科目※別頁参照２群

基盤科目１群

授業科目群

（単位）

第1学期第1学期 第2学期 第2学期

外国書講読 外国書講読
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⚒
⚐
⚒
⚐
年
度
以
降
入
学
生
適
用

資

料

卒業

要件

授業科目群

（単位）

1年次 2年次

128

単

位

１群 基盤科目 ＊別頁参照

２群 教養科目※別頁参照 ＊別頁参照

３群
基礎教育演習

（通年4単位）

基礎演習

（1年次生のみ履修可）

44

単

位

選

択

必

修

４群

入門講義

（各2単位）

※1年次生のみに
履修限定

アカデミック・スキルズ

政治学入門

法学入門

５群

基礎講義
（各4単位）

現代政治学

憲法

民法

６群
政治学基礎講義

（各4単位）

行政学

西洋政治史

政治過程論

憲法

国際政治学

公共政策論

行政法

地方自治論

専門演習は，2，3，4年次各1演習のみ履修可能，総計12単位修得可能。演習 の履修については履修要項第4章第6節第5・6項を参照すること。

講読は，単年度の履修は1講読のみ履修可能，総計8単位修得可能。

卒業研究の履修については，履修要項第4章第8節を参照すること。

第1学期 第2学期 第1学期 第2学期

68

単

位

選

択

必

修

７群

政治学専門講義
（各4単位）

（各2単位）

８群 政治学応用講義（各2単位）

1年次 2年次

９群 専門演習（各4単位） 演習

10群 講読（各2単位）

11群 卒業研究（4単位）

第1学期 第2学期 第1学期 第2学期

12群

法律学講義
（各4単位）

民法

民法

刑法

刑法

民法

商法

（各2単位）

他大学修得科目（専門)

社会経済学

ミクロ経済学

労働経済論

日本史

東洋史

他大学修得科目（一般)

48単位48単位

総合応用講義（各2単位）

関連講義
（各2単位）

13群

14群

履修単位上限

社会経済学

ミクロ経済学

労働経済論

西洋史

（各2単位）

民法基礎

刑法基礎
（各2単位）

第2学期第1学期第2学期第1学期

領事館インターンシップ (1)

領事館インターンシップ (1)

グローバルセミナー (2)

15群
グローバルセミナー

（括弧内の数字は単位数）

グローバルセミナー (1) グローバルセミナー (14)

グローバルセミナー
(14～28)

授業科目・卒業要件・履修要領等一覧表

⚒部政治学科専門科目（2020 年度以降入学生適用）
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⚒
⚐
⚒
⚐
年
度
以
降
入
学
生
適
用

資

料

3・4年次 卒業

要件

＊別頁参照

128

単

位

＊別頁参照

68

単

位

選

択

必

修

44

単

位

選

択

必

修
日本政治史

ジャーナリズム論

行政法

国際法

比較政治学

政治思想史

地域研究

国際公共政策

北海道政治・行政史

社会調査

※1 政治学特殊講義

3年次 4年次

演習 演習 （履修条件別記)

外国書講読 外国書講読

卒業研究（履修条件別記)

第1学期 第2学期

民法

商法

商法

経済法

国際私法

民事訴訟法

※2 法律学応用講義

マクロ経済学

財 政 学

社 会 政 策

日本経済史

48単位

※3 総合応用講義

マクロ経済学

財 政 学

社 会 政 策

日本経済史

48単位

第1学期 第2学期

北海道政治・行政史

社会調査

国際機構論

刑事訴訟法

法哲学

日本法制史

西洋法制史

労働法

民事訴訟法

法思想史

※３ 総合応用講義

※２ 法律学応用講義

少年法

刑事政策

民事手続法論

法とジェンダー

中国法文化論

社会保障法

家事事件実務

企業法務

企業法務

実践民法

実践民法

マスコミ倫理法制論

憲法判例を読む

検定法学

比較政治経済学

自治体職員論

日米関係論

自治体文化政策論

国際政治の理論

ナショナリズムと人権

ロシアと独立国家共同体

（CIS諸国関係）

中東政治論

現代日本政治論

地域研究方法論

北極地域研究

※１ 政治学特殊講義

グローバルセミナー

（括弧内の数字は単位数）
15群

（各2単位）

（各2単位）

履修単位上限

14群

13群

関連講義
（各2単位）

総合応用講義（各2単位）

（各2単位）

法律学講義
（各4単位）

12群

卒業研究（4単位）11群

講読（各2単位）10群

専門演習（各4単位）９群

政治学応用講義（各2単位）８群

（各2単位）

政治学専門講義
（各4単位）

７群

政治学基礎講義
（各4単位）

６群

基礎講義
（各4単位）

５群

入門講義

（各2単位）

※1年次生のみに
履修限定

４群

基礎教育演習
（通年4単位）

３群

教養科目※別頁参照２群

基盤科目１群

授業科目群

（単位）

第1学期第1学期 第2学期

外国書講読

第2学期

外国書講読

国際経済論

経 済 政 策

地方財政論

文化人類学

国際経済論

経 済 政 策

地方財政論
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⚒
⚐
⚒
⚐
年
度
以
降
入
学
生
適
用

資

料

⚑部法律・政治学科一般教育科目一覧

北
海
道
学

自
然
科
学

社
会
科
学

教養科目特別講義

北海道史
北方圏文化論
北海道文学
アイヌの言語と文化
大学史

北海道学特別講義
開発研究所特別講義

【環境】

⎧
⎨
⎩

地球科学
環境生物科学
物質科学
宇宙科学

地球科学
環境生物科学
物質環境科学
宇宙科学

【普遍性】

⎧
⎨
⎩

数学概論
統計学
物理学概論

数学概論
統計学

自然科学特別講義

【社会構造】

⎧

⎨

⎩

経済学
政治学
社会学
マスコミ論
生涯学習論

【地域】

⎧

⎨

⎩

地理学
人類学
地誌学
国際事情
カナダの自然と社会 カナダの自然と社会

社会科学特別講義

【自己】

⎧
｜
⎨
｜
⎩

哲学
倫理学
論理学
社会思想史
行動科学
基礎心理学
人間関係論

倫理学
論理学

【文化】

⎧
｜
⎨
｜
⎩

日本文学
外国文学
言語学
芸術論
異文化コミュニケーション
現代文化論

外国文学
言語学
芸術論

【歴史】

⎧
⎨
⎩

歴史学
歴史学
考古学

歴史学
歴史学

人文科学特別講義

人
文
科
学

２群 教養科目
(各２単位)

情
報

身
体

健康とスポーツの科学 （１年)
体育実技 Ｂ（１年）
体育実技 Ｂ（１年）
体育実技 Ｂ（１年）
体育実技 Ｂ（１年）

健康とスポーツの科学 （１年)
体育実技 Ａ（１年）
体育実技 Ａ（１年）
体育実技 Ａ（１年）
体育実技 Ａ（１年）

韓国・朝鮮語基礎 （２年）
韓国・朝鮮語会話 （２年）
韓国・朝鮮語文化 （２年）

韓国・朝鮮語基礎 （２年）
韓国・朝鮮語会話 （２年）

韓国・朝鮮語基礎 （１年）
韓国・朝鮮語会話 （１年）
韓国・朝鮮語文化 （１年）
韓国・朝鮮語文化演習 （３年）
韓国・朝鮮語言語演習 （３年）
韓国・朝鮮語言語文化演習 （４年）

【韓国・朝鮮語】
韓国・朝鮮語基礎 （１年）
韓国・朝鮮語会話 （１年）
韓国・朝鮮語文化 （２年）
韓国・朝鮮語文化演習 （３年）
韓国・朝鮮語言語演習 （３年）
韓国・朝鮮語言語文化演習 （４年）

コンピュータ科学（１年）
情報技術論（１年）
情報と社会（１年）

ロシア語基礎 （２年）
ロシア語会話 （２年）
ロシア語文化 （２年）

ロシア語基礎 （２年）
ロシア語会話 （２年）

ロシア語基礎 （１年）
ロシア語会話 （１年）
ロシア語文化 （１年）
ロシア語文化演習 （３年）
ロシア語言語演習 （３年）
ロシア語言語文化演習 （４年）

【ロシア語】
ロシア語基礎 （１年）
ロシア語会話 （１年）
ロシア語文化 （２年）
ロシア語文化演習 （３年）
ロシア語言語演習 （３年）
ロシア語言語文化演習 （４年）

言

語

一

般

教

育

科

目

第1学期 第2学期

【英語】
英語リーディング （１年）
英語コミュニケーション （１年）
英語特講 （１年）
英語ライティング （１年）

英語リーディング （１年）
英語コミュニケーション （１年）
英語特講 （１年）
英語ライティング （１年）

英語以外の外国語>

【共通】
世界の言語と文化（１年）

【ドイツ語】
ドイツ語基礎 （１年）
ドイツ語会話 （１年）
ドイツ語文化 （２年）
ドイツ語文化演習 （３年）
ドイツ語言語演習 （３年）
ドイツ語言語文化演習 （４年）

ドイツ語基礎 （１年）
ドイツ語会話 （１年）
ドイツ語文化 （１年）
ドイツ語文化演習 （３年）
ドイツ語言語演習 （３年）
ドイツ語言語文化演習 （４年）

【フランス語】
フランス語基礎 （１年）
フランス語会話 （１年）
フランス語文化 （２年）
フランス語文化演習 （３年）
フランス語言語演習 （３年）
フランス語言語文化演習 （４年)

フランス語基礎 （１年）
フランス語会話 （１年）
フランス語文化 （１年）
フランス語文化演習 （３年）
フランス語言語演習 （３年）
フランス語言語文化演習 （４年)

【中国語】
中国語基礎 （１年）
中国語会話 （１年）
中国語文化 （２年）
中国語文化演習 （３年）
中国語言語演習 （３年）
中国語言語文化演習 （４年）

中国語基礎 （１年）
中国語会話 （１年）
中国語文化 （１年）
中国語文化演習 （３年）
中国語言語演習 （３年）
中国語言語文化演習 （４年）

英語リーディング （２年）
英語コミュニケーション （２年）
英語特講 （２年）
英語ライティング （２年）
英語文化演習 Ａ（２年）
英語文化演習 Ｂ（２年）
英語文化演習 Ｃ（２年）

英語リーディング （２年）
英語コミュニケーション （２年）
英語特講 （２年）
英語ライティング （２年）
英語文化演習 Ａ（２年）
英語文化演習 Ｂ（２年）
英語文化演習 Ｃ（２年）

ドイツ語基礎 （２年）
ドイツ語会話 （２年）

ドイツ語基礎 （２年）
ドイツ語会話 （２年）
ドイツ語文化 （２年）

フランス語基礎 （２年）
フランス語会話 （２年）

フランス語基礎 （２年）
フランス語会話 （２年）
フランス語文化 （２年）

中国語基礎 （２年）
中国語会話 （２年）

中国語基礎 （２年）
中国語会話 （２年）
中国語文化 （２年）

１群 基盤科目
(文化・演習・共通情

報：２単位，その

他：１単位）

1年～4年次授業科目群（単位)
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⚒部法律・政治学科一般教育科目一覧

健康とスポーツの科学 （１年）

体育実技 Ｂ（１年）

体育実技 Ｂ（１年）

韓国・朝鮮語基礎 （１年）

韓国・朝鮮語会話 （１年）

韓国・朝鮮語文化 （１年）

韓国・朝鮮語文化演習 (３年)

韓国・朝鮮語言語演習 (３年)

ロシア語基礎 （１年）

ロシア語会話 （１年）

ロシア語文化 （１年）

ロシア語文化演習 （３年）

ロシア語言語演習 （３年）

中国語基礎 （１年）

中国語会話 （１年）

中国語文化 （１年）

中国語文化演習 （３年）

中国語言語演習 （３年）

フランス語基礎 （１年）

フランス語会話 （１年）

フランス語文化 （１年）

フランス語文化演習 （３年)

フランス語言語演習 （３年)

ドイツ語基礎 （１年）

ドイツ語会話 （１年）

ドイツ語文化 （１年）

ドイツ語文化演習 （３年）

ドイツ語言語演習 （３年）

授業科目群（単位) 1年～4年次

１群 基盤科目
(文化・演習・共通情

報：２単位，その

他：１単位）

中国語基礎 （２年）

中国語会話 （２年）

中国語基礎 （２年）

中国語会話 （２年）

フランス語基礎 （２年）

フランス語会話 （２年）

フランス語基礎 （２年）

フランス語会話 （２年）

ドイツ語基礎 （２年）

ドイツ語会話 （２年）

ドイツ語基礎 （２年）

ドイツ語会話 （２年）

英語文化演習 Ａ（２年）

英語文化演習 Ｂ（２年）

英語特講 （２年）

英語文化演習 Ａ（２年）

英語文化演習 Ｂ（２年）

英語特講 （２年）

【中国語】

中国語基礎 （１年）

中国語会話 （１年）

中国語文化演習 （３年）

中国語言語演習 （３年）

【フランス語】

フランス語基礎 （１年）

フランス語会話 （１年）

フランス語文化演習 （３年)

フランス語言語演習 （３年)

【ドイツ語】

ドイツ語基礎 （１年）

ドイツ語会話 （１年）

ドイツ語文化演習 （３年）

ドイツ語言語演習 （３年）

英語以外の外国語>

【共通】

世界の言語と文化（１年)

英語リーディング （１年）

英語コミュニケーション (１年)

英語特講 （１年）

【英語】

英語リーディング （１年）

英語コミュニケーション (１年)

英語特講 （１年）

第2学期第1学期

一

般

教

育

科

目

言

語

【ロシア語】

ロシア語基礎 （１年）

ロシア語会話 （１年）

ロシア語文化演習 （３年）

ロシア語言語演習 （３年）

ロシア語基礎 （２年）

ロシア語会話 （２年）

ロシア語基礎 （２年）

ロシア語会話 （２年）

コンピュータ科学（１年）

情報技術論（１年）

情報と社会（１年）

【韓国・朝鮮語】

韓国・朝鮮語基礎 （１年）

韓国・朝鮮語会話 （１年）

韓国・朝鮮語文化演習 (３年)

韓国・朝鮮語言語演習 (３年)

韓国・朝鮮語基礎 （２年）

韓国・朝鮮語会話 （２年）

韓国・朝鮮語基礎 （２年）

韓国・朝鮮語会話 （２年）

健康とスポーツの科学 （１年）

体育実技 Ａ（１年）

体育実技 Ａ（１年）

身
体

情
報

２群 教養科目
(各２単位)

人
文
科
学

【自己】

⎧
｜
⎨
｜
⎩

哲学
倫理学
論理学
社会思想史
行動科学
基礎心理学
人間関係論

倫理学
論理学

【文化】

⎧
｜
⎨
｜
⎩

日本文学
外国文学
言語学
芸術論
異文化コミュニケーション
現代文化論

外国文学
言語学
芸術論

【歴史】

⎧
⎨
⎩

歴史学
歴史学
考古学

歴史学
歴史学

人文科学特別講義

【社会構造】

⎧

⎨

⎩

経済学
政治学
社会学
マスコミ論
生涯学習論

【地域】

⎧

⎨

⎩

地理学
人類学
地誌学
国際事情
カナダの自然と社会 カナダの自然と社会

社会科学特別講義

【環境】

⎧
⎨
⎩

地球科学
環境生物科学
物質科学
宇宙科学

地球科学
環境生物科学
物質環境科学
宇宙科学

【普遍性】

⎧
⎨
⎩

数学概論
統計学
物理学概論

数学概論
統計学

自然科学特別講義

北海道史
北方圏文化論
北海道文学
アイヌの言語と文化
大学史

北海道学特別講義

開発研究所特別講義

教養科目特別講義

社
会
科
学

自
然
科
学

北
海
道
学
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法学部法律学科 カリキュラム・ツリー

7群　法律学専門講義

6群　法律学基礎講義

11群　卒業研究

9群　専門演習

3群　基礎教育演習 5群　基礎講義

4群　入門講義

1
群
　
一
般
教
育
科
目
（
基
盤
科
目
）

2
群
　
一
般
教
育
科
目
（
教
養
科
目
）

1
年
次

2
年
次

3
年
次

4
年
次

DP4 DP3 DP4 DP3 DP1 DP1 DP1DP2

【DP1】
わが国の法制度は日本国憲法を中心とした様々な法規範
によって構成されているが，それらに基づいた法治国と
しての仕組みを理解している。

【DP2】
法的判断をするための基礎となる法律の条文や規則など
を正確に読解できる。

【到達目標】（A）
さまざまな学修に
通じる基礎的な知
識やスキル，リテ
ラシーを獲得する。

【到達目標】（B）
一般的・普遍的な
教養を育成する。

【到達目標】（C）
法律学・政治学を学ぶ
意欲を涵養し，基礎的
な知識やスキル，法的・
政治学的思考力を修得
する。

【到達目標】（D）
日本国憲法および制
定法の概要と，これ
らの背後に存在する
価値原理や基本原則
を理解する。

【到達目標】（E）
法を運用する機関
の役割と，その権
限行使の際の手続
の概要を理解する。

演習Ⅲ

演習Ⅱ

演習Ⅰ

基礎演習

行政法Ⅱ
労働法

民法Ⅴ
経済法

商法Ⅱ
国際法

民事訴訟法Ⅰ
西洋法制史

民事訴訟法Ⅱ
日本法制史

刑事訴訟法
法思想史

商法Ⅲ
国際私法
法哲学

憲法Ⅱ
民法Ⅳ

行政法Ⅰ
刑法Ⅰ

民法Ⅱ
刑法Ⅱ

民法基礎 刑法基礎

アカデミック・スキルズ
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12群　政治学講義 10群　講読

15群グローバルセミナー キャリア形成科目

体験型科目検定外国語科目

8
群
　
法
律
学
応
用
講
義

13
群
　
総
合
応
用
講
義

14
群
　
関
連
科
目

DP2 DP3 DP3 DP3 DP4

【DP3】
価値観の異なる様々な見解を分析し，自らが選択した法
的判断の妥当性を第三者に対して論理的に説明できる。

【DP4】
グローバル化した社会における法的問題を解決するため
に必要な知識─他国の文化・国民性・歴史など─を身に
つけている。

【到達目標】（F）
社会の諸問題を発
見し，法学に関連
する情報を収集
し，それらを正確
に読解・理解する
能力を養う。

【到達目標】（H）
対立する意見の調
整過程を他者に対
し論理的かつ説得
的に説明できる能
力を養う。

【到達目標】（G）
価値観の多様性を理解
し，他者の人権を尊重
しつつ，異なる意見を
多角的な視点から分
析，調整し，解決策を
提示する能力を養う。

【到達目標】（I）
多様な分野で指導的
役割を果たすため，
法的知識，思考方法
を柔軟に応用させ，
主体的に行動する姿
勢を身につける。

【到達目標】（J）
グローバル社会に
おいて活躍するた
めの国際性を涵養
し，異文化理解を
促進させる。

民法Ⅲ
商法Ⅰ

憲法Ⅰ 民法Ⅰ 現代政治学

法学入門 政治学入門

社会調査Ⅰ 社会調査Ⅱ
比較政治学 ジャーナリズム論
日本政治史 政治思想史
地域研究 国際公共政策
国際機構論
政治学特殊講義

北海道政治・
行政史

行政学
国際政治学
公共政策論

西洋政治史
政治過程論
地方自治論 グローバルセミナーⅡ

グローバルセミナーⅢ
グローバルセミナーⅣ

グローバルセミナーⅠ

インターンシップ
NPOインターンシップⅠ
NPOインターンシップⅡ

キャリア・ガイダンス
領事館インターンシップⅠ
領事館インターンシップⅡ

外国書講読Ⅲ
外国書講読Ⅳ

外国書講読Ⅰ
外国書講読Ⅱ
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法学部政治学科 カリキュラム・ツリー

7群　政治学専門講義

6群　政治学基礎講義

11群　卒業研究

9群　専門演習

3群　基礎教育演習 5群　基礎講義

4群　入門講義

1
群
　
一
般
教
育
科
目
（
基
盤
科
目
）

2
群
　
一
般
教
育
科
目
（
教
養
科
目
）

1
年
次

2
年
次

3
年
次

4
年
次

DP4 DP1 DP4 DP1 DP1 DP1 DP2 DP3DP2

【DP1】
現代の政治制度や構造はいかなる思想的・歴史的背景を
持っているのか，現実に政治の過程はどのように動いて
いるのかについて理解している。

【DP2】
自治体における行政や市民の直面する政策課題や法・条
例の実態を知り，望ましい解決策について自分なりの考
えを持ち，表現できる。

【到達目標】（A）
さまざまな学修に
通じる基礎的な知
識やスキル，リテ
ラシーを獲得する。

【到達目標】（B）
一般的・普遍的な
教養を育成する。

【到達目標】（C）
法律学・政治学を学ぶ
意欲を涵養し，基礎的
な知識やスキル，法的・
政治学的思考力を修得
する。

【到達目標】（D）
政治学に関連する理
論的知識及び国内外
の政治の仕組みや現
象を理解する。

【到達目標】（E）
政治学の各領域の
専門的な知識に依
拠した論理的・批
判的思考力や公正
な判断力を涵養す
る。

演習Ⅲ

演習Ⅱ

演習Ⅰ

基礎演習

日本政治史
ジャーナリズム論

政治思想史
地域研究

行政法Ⅱ
社会調査Ⅱ

国際法
国際機構論 北海道政治・行政史

比較政治学
国際公共政策
社会調査Ⅰ

行政学
憲法Ⅱ

西洋政治史
行政法Ⅰ

国際政治学
公共政策論

民法基礎 刑法基礎

アカデミック・スキルズ
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12群　法律学講義 10群　講読

15群グローバルセミナー キャリア形成科目

体験型科目検定外国語科目

8
群
　
政
治
学
応
用
講
義

13
群
　
総
合
応
用
講
義

14
群
　
関
連
科
目

DP2 DP3 DP2 DP3 DP1 DP4DP2 DP4

【DP3】
ジャーナリズムの原理と実態を知り，問題点を理解する
ための見方を身につけている。

【DP4】
グローバル化した社会における政治課題を解決するため
に必要な知識─他国の文化・歴史，国際機関の役割など
─を身につけている。

【到達目標】（F）
社会の諸問題を発
見し，政治学に関
連する情報を収集・
分析し，その解決
策を提示する能力
を養う。

【到達目標】（H）
多様な分野で指導
的役割を果たすた
め，主体的に学び，
多面的に創造・構
想し，積極的に実
践する能力を養う。

【到達目標】（G）
政治学の各領域の
学習・研究成果を
取りまとめて発表
する能力及び論理
的に討論する能力
を修得する。

【到達目標】（I）
共生・協働社会の実現
のため，多様な価値観
や文化の尊重及び豊か
な人間性，高い倫理観，
強い責任感を涵養する。

【到達目標】（J）
グローバル社会に
おいて活躍するた
めの国際性を涵養
し，異文化理解を
促進させる。

政治過程論
地方自治論

現代政治学 憲法Ⅰ 民法Ⅰ

政治学入門 法学入門

民法Ⅴ 商法Ⅱ
商法Ⅲ 民事訴訟法Ⅰ

民事訴訟法Ⅱ 刑事訴訟法
労働法 経済法

法思想史 法律学応用講義

国際私法
西洋法制史

法哲学
日本法制史

民法Ⅱ
民法Ⅳ
刑法Ⅱ

民法Ⅲ
刑法Ⅰ
商法Ⅰ グローバルセミナーⅡ

グローバルセミナーⅢ
グローバルセミナーⅣ

グローバルセミナーⅠ

インターンシップ
NPOインターンシップⅠ
NPOインターンシップⅡ

キャリア・ガイダンス
領事館インターンシップⅠ
領事館インターンシップⅡ

外国書講読Ⅲ
外国書講読Ⅳ

外国書講読Ⅰ
外国書講読Ⅱ



法学部法律学科（⚑年次を含む）カリキュラム・マップ
■法学部法律学科の学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）

所定の修業年限及び修得単位を満たした人に対して，以下の能力を有する人材であると認め，学士（法学）
の学位を授与する。

⑴ わが国の法制度は日本国憲法を中心とした様々な法規範によって構成されているが，それらに基づいた法
治国としての仕組みを理解している。

⑵ 法的判断をするための基礎となる法律の条文や規則などを正確に読解できる。
⑶ 価値観の異なる様々な見解を分析し，自らが選択した法的判断の妥当性を第三者に対して論理的に説明で

きる。
⑷ グローバル化した社会における法的問題を解決するために必要な知識─他国の文化・国民性・歴史など─

を身につけている。

■法学部法律学科の教育課程編成方針（カリキュラム・ポリシー）

法学部では，⚒年次学科選択制をとっています。つまり，⚑年次には，法律学科・政治学科のいずれにも所
属せずに，法律学・政治学の基礎を学びます。その目的は，両者が密接に結びついていることにありますが，
いずれがより自分の関心や目的に合っているのかをよく考えたうえで，⚑年次の終わりに希望を出し，⚒年次
からいずれかの学科に所属していきます。

⚑）教育内容・方法
〈教養教育〉

⚑年次には，人文・社会・自然科学などの一般教育科目をじっくりと学びます。人々の価値観は非常に多様
であるところ，人々の意見対立を調整し前進していくためには，多様で立体的な見方ができなければなりませ
んが，一般教育科目を学ぶことにより，そのような能力が身につきます。

〈専門教育〉
⑴ ⚑年次には，自ら進んで勉強し，問題を発見できるようになるための基本的知識の修得を目的とした少

人数制の基礎教育演習が開講されています。ここでは，活発に議論することを通じて，コミュニケーショ
ン能力も培われます。

⑵ 法律学科では，⚒年次以降，憲法・民法・刑法などの基礎講義を勉強し，そのうえで，より専門的な行
政法・商法・民事訴訟法・刑事訴訟法・労働法・経済法・国際法などの専門講義と，応用講義を学んでい
くように構成されています。また，各自の専門領域についてテーマを特定し，より深く追究していくこと
を目的とした少人数制の専門演習が開講されています。

⑶ 関心を抱いたテーマにつき，さらに掘り下げて研究することを望む場合，一定要件を満たしていれば，
⚔年次に卒業研究を履修することができます。

〈キャリア教育〉
⑴ ⚑年次には，大学生活の早い段階から就職活動に関心を持ってもらうよう，キャリア・ガイダンスを開

講しております。
⑵ ⚒年次には，民間企業や地方自治体の職場で就業体験をすることができるインターンシップや，NPO（非

営利市民活動組織）や議員の活動現場を体験できるNPOインターンシップが開講されています。

〈語学教育〉
⑴ グローバル化した社会で活躍できる人材を育成するために，英語，ドイツ語，フランス語，中国語，ロ

シア語，韓国・朝鮮語の会話や文化に関する外国語科目を設置して，外国語力・コミュニケーション能力
の向上を図っています。

⑵ ⚓年次以降では，専門書を外国語で読む外国書講読が開講されており，外国語科目の履修で身につけた
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語学力を，専門的な文献の読解を通じて，さらにブラッシュアップすることができます。
⑶ 国際性の涵養・英語をはじめとする外国語運用能力向上のため，グローバルセミナーが開講されていま

す。グローバルセミナーでは，ニセコでの英語国内語学研修，留学事前準備研修，協定に基づくカナダ・
レスブリッジ大学への留学をすることができます。また，在札幌アメリカ領事館等でのインターンシップ
を行う，領事館インターンシップも開講されています。

⚒）学修成果の評価
各科目の学修成果は，シラバスに記載された学習目標の到達度に応じて厳格に評価します。

〈到達目標〉 対応する学位授与方針
（左から主な順)

A さまざまな学修に通じる基礎的な知識やスキル，リテラシーを獲得する。 （4）-（3）
B 一般的・普遍的な教養を育成する。 （4）-（3）

C 法律学・政治学を学ぶ意欲を涵養し，基礎的な知識やスキル，法的・政治学
的思考力を修得する。 （1）-（2）

D 日本国憲法および制定法の概要と，これらの背後に存在する価値原理や基本
原則を理解する。 （1）

E 法を運用する機関の役割と，その権限行使の際の手続の概要を理解する。 （1）

F 社会の諸問題を発見し，法学に関連する情報を収集し，それらを正確に読解・
理解する能力を養う。 （2）

G 価値観の多様性を理解し，他者の人権を尊重しつつ，異なる意見を多角的な
視点から分析，調整し，解決策を提示する能力を養う。 （3）

H 対立する意見の調整過程を他者に対し論理的かつ説得的に説明できる能力を
養う。 （3）

I 多様な分野で指導的役割を果たすため，法的知識，思考方法を柔軟に応用さ
せ，主体的に行動する姿勢を身に着ける。 （3）

J グローバル社会において活躍するための国際性を涵養し，異文化理解を促進
させる。 （4）

■ナンバリングについて

各科目に記号・番号を振ることでカリキュラム上の位置づけを示しています。⽛群・分類・年・番号⽜で構成
されています。ただし，教養科目の特別講義，法律学応用講義，政治学特殊講義，総合応用講義，他大学修得
科目はナンバリングの対象から除外しています。

⚑．⽛群⽜は授業科目群を表し，自由科目（F）を除いて数字で示しています。
⚒．⽛分類⽜は各科目の専門分野をアルファベット⚒文字で示しています。⚑群基盤科目，⚒群教養科目，自由

科目は小文字で，⚓群から15群の各科目は大文字で示しています。
⚓．⽛年⽜は配当年次を示します。
⚔．⽛番号⽜は⚒桁の数字で，各⽛分類⽜のなかで関連する科目ごとにまとめています。10の位が⽛細分類⽜を

示しています。
例えば7CI321（民事訴訟法Ⅰ）は⚗群の科目（7）で，民事法学（CI）の中の⚓年次配当（3）の民事訴訟

法系科目（2x）であることを示しています。
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授業科目名 単位 開講
年次

到達目標 ナンバリング
A B C D E F G H I J 群 分類 年 番号

⚑
群

基
盤
科
目

言
語

英
語

英語リーディングⅠ 1 1 ○ 1 en 1 01
英語リーディングⅡ 1 1 ○ 1 en 1 02
英語リーディングⅢ 1 2 ○ 1 en 2 03
英語リーディングⅣ 1 2 ○ 1 en 2 04
英語コミュニケーションⅠ 1 1 ○ 1 en 1 11
英語コミュニケーションⅡ 1 1 ○ 1 en 1 12
英語コミュニケーションⅢ 1 2 ○ 1 en 2 13
英語コミュニケーションⅣ 1 2 ○ 1 en 2 14
英語特講Ⅰ 1 1 ○ 1 en 1 21
英語特講Ⅱ 1 1 ○ 1 en 1 22
英語特講Ⅲ 1 2 ○ 1 en 2 23
英語特講Ⅳ 1 2 ○ 1 en 2 24
英語ライティングⅠ 1 1 ○ 1 en 1 31
英語ライティングⅡ 1 1 ○ 1 en 1 32
英語ライティングⅢ 1 2 ○ 1 en 2 33
英語ライティングⅣ 1 2 ○ 1 en 2 34
英語文化演習ⅠA 2 2 ○ 1 en 2 41
英語文化演習ⅠB 2 2 ○ 1 en 2 42
英語文化演習ⅠC 2 2 ○ 1 en 2 43
英語文化演習ⅡA 2 2 ○ 1 en 2 44
英語文化演習ⅡB 2 2 ○ 1 en 2 45
英語文化演習ⅡC 2 2 ○ 1 en 2 46

共通 世界の言語と文化 2 1 ○ 1 la 1 01

ド
イ
ツ
語

ドイツ語基礎Ⅰ 1 1 ○ 1 ge 1 01
ドイツ語基礎Ⅱ 1 1 ○ 1 ge 1 02
ドイツ語基礎Ⅲ 1 2 ○ 1 ge 2 03
ドイツ語基礎Ⅳ 1 2 ○ 1 ge 2 04
ドイツ語会話Ⅰ 1 1 ○ 1 ge 1 11
ドイツ語会話Ⅱ 1 1 ○ 1 ge 1 12
ドイツ語会話Ⅲ 1 2 ○ 1 ge 2 13
ドイツ語会話Ⅳ 1 2 ○ 1 ge 2 14
ドイツ語文化Ⅰ 2 1 ○ 1 ge 1 21
ドイツ語文化Ⅱ 2 2 ○ 1 ge 2 22
ドイツ語文化Ⅲ 2 2 ○ 1 ge 2 23
ドイツ語文化演習Ⅰ 2 3 ○ 1 ge 3 31
ドイツ語文化演習Ⅱ 2 3 ○ 1 ge 3 32
ドイツ語言語演習Ⅰ 2 3 ○ 1 ge 3 41
ドイツ語言語演習Ⅱ 2 3 ○ 1 ge 3 42
ドイツ語言語文化演習Ⅰ 2 4 ○ 1 ge 4 51
ドイツ語言語文化演習Ⅱ 2 4 ○ 1 ge 4 52

フ
ラ
ン
ス
語

フランス語基礎Ⅰ 1 1 ○ 1 fr 1 01
フランス語基礎Ⅱ 1 1 ○ 1 fr 1 02
フランス語基礎Ⅲ 1 2 ○ 1 fr 2 03
フランス語基礎Ⅳ 1 2 ○ 1 fr 2 04
フランス語会話Ⅰ 1 1 ○ 1 fr 1 11
フランス語会話Ⅱ 1 1 ○ 1 fr 1 12
フランス語会話Ⅲ 1 2 ○ 1 fr 2 13
フランス語会話Ⅳ 1 2 ○ 1 fr 2 14
フランス語文化Ⅰ 2 1 ○ 1 fr 1 21
フランス語文化Ⅱ 2 2 ○ 1 fr 2 22
フランス語文化Ⅲ 2 2 ○ 1 fr 2 23
フランス語文化演習Ⅰ 2 3 ○ 1 fr 3 31
フランス語文化演習Ⅱ 2 3 ○ 1 fr 3 32
フランス語言語演習Ⅰ 2 3 ○ 1 fr 3 41
フランス語言語演習Ⅱ 2 3 ○ 1 fr 3 42
フランス語言語文化演習Ⅰ 2 4 ○ 1 fr 4 51
フランス語言語文化演習Ⅱ 2 4 ○ 1 fr 4 52

―58―

⚒
⚐
⚒
⚐
年
度
以
降
入
学
生
適
用

資

料



授業科目名 単位 開講
年次

到達目標 ナンバリング
A B C D E F G H I J 群 分類 年 番号

⚑
群

基
盤
科
目

言
語

中
国
語

中国語基礎Ⅰ 1 1 ○ 1 ch 1 01
中国語基礎Ⅱ 1 1 ○ 1 ch 1 02
中国語基礎Ⅲ 1 2 ○ 1 ch 2 03
中国語基礎Ⅳ 1 2 ○ 1 ch 2 04
中国語会話Ⅰ 1 1 ○ 1 ch 1 11
中国語会話Ⅱ 1 1 ○ 1 ch 1 12
中国語会話Ⅲ 1 2 ○ 1 ch 2 13
中国語会話Ⅳ 1 2 ○ 1 ch 2 14
中国語文化Ⅰ 2 1 ○ 1 ch 1 21
中国語文化Ⅱ 2 2 ○ 1 ch 2 22
中国語文化Ⅲ 2 2 ○ 1 ch 2 23
中国語文化演習Ⅰ 2 3 ○ 1 ch 3 31
中国語文化演習Ⅱ 2 3 ○ 1 ch 3 32
中国語言語演習Ⅰ 2 3 ○ 1 ch 3 41
中国語言語演習Ⅱ 2 3 ○ 1 ch 3 42
中国語言語文化演習Ⅰ 2 4 ○ 1 ch 4 51
中国語言語文化演習Ⅱ 2 4 ○ 1 ch 4 52

ロ
シ
ア
語

ロシア語基礎Ⅰ 1 1 ○ 1 ru 1 01
ロシア語基礎Ⅱ 1 1 ○ 1 ru 1 02
ロシア語基礎Ⅲ 1 2 ○ 1 ru 2 03
ロシア語基礎Ⅳ 1 2 ○ 1 ru 2 04
ロシア語会話Ⅰ 1 1 ○ 1 ru 1 11
ロシア語会話Ⅱ 1 1 ○ 1 ru 1 12
ロシア語会話Ⅲ 1 2 ○ 1 ru 2 13
ロシア語会話Ⅳ 1 2 ○ 1 ru 2 14
ロシア語文化Ⅰ 2 1 ○ 1 ru 1 21
ロシア語文化Ⅱ 2 2 ○ 1 ru 2 22
ロシア語文化Ⅲ 2 2 ○ 1 ru 2 23
ロシア語文化演習Ⅰ 2 3 ○ 1 ru 3 31
ロシア語文化演習Ⅱ 2 3 ○ 1 ru 3 32
ロシア語言語演習Ⅰ 2 3 ○ 1 ru 3 41
ロシア語言語演習Ⅱ 2 3 ○ 1 ru 3 42
ロシア語言語文化演習Ⅰ 2 4 ○ 1 ru 4 51
ロシア語言語文化演習Ⅱ 2 4 ○ 1 ru 4 52

韓
国
・
朝
鮮
語

韓国・朝鮮語基礎Ⅰ 1 1 ○ 1 ko 1 01
韓国・朝鮮語基礎Ⅱ 1 1 ○ 1 ko 1 02
韓国・朝鮮語基礎Ⅲ 1 2 ○ 1 ko 2 03
韓国・朝鮮語基礎Ⅳ 1 2 ○ 1 ko 2 04
韓国・朝鮮語会話Ⅰ 1 1 ○ 1 ko 1 11
韓国・朝鮮語会話Ⅱ 1 1 ○ 1 ko 1 12
韓国・朝鮮語会話Ⅲ 1 2 ○ 1 ko 2 13
韓国・朝鮮語会話Ⅳ 1 2 ○ 1 ko 2 14
韓国・朝鮮語文化Ⅰ 2 1 ○ 1 ko 1 21
韓国・朝鮮語文化Ⅱ 2 2 ○ 1 ko 2 22
韓国・朝鮮語文化Ⅲ 2 2 ○ 1 ko 2 23
韓国・朝鮮語文化演習Ⅰ 2 3 ○ 1 ko 3 31
韓国・朝鮮語文化演習Ⅱ 2 3 ○ 1 ko 3 32
韓国・朝鮮語言語演習Ⅰ 2 3 ○ 1 ko 3 41
韓国・朝鮮語言語演習Ⅱ 2 3 ○ 1 ko 3 42
韓国・朝鮮語言語文化演習Ⅰ 2 4 ○ 1 ko 4 51
韓国・朝鮮語言語文化演習Ⅱ 2 4 ○ 1 ko 4 52

身
体 －

健康とスポーツの科学Ⅰ 2 1 ○ 1 sp 1 01
健康とスポーツの科学Ⅱ 2 1 ○ 1 sp 1 02
体育実技ⅠA 1 1 ○ 1 sp 1 11
体育実技ⅠB 1 1 ○ 1 sp 1 12
体育実技ⅡA 1 1 ○ 1 sp 1 13
体育実技ⅡB 1 1 ○ 1 sp 1 14
体育実技ⅢA 1 1 ○ 1 sp 1 15
体育実技ⅢB 1 1 ○ 1 sp 1 16
体育実技ⅣA 1 1 ○ 1 sp 1 17
体育実技ⅣB 1 1 ○ 1 sp 1 18

情
報 －

コンピュータ科学 2 1 ○ 1 in 1 01
情報技術論 2 1 ○ 1 in 1 11
情報と社会 2 1 ○ 1 in 1 21
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授業科目名 単位 開講
年次

到達目標 ナンバリング
A B C D E F G H I J 群 分類 年 番号

⚒
群

教
養
科
目

人
文
科
学

自
己

哲学 2 1 ○ 2 se 1 01
倫理学Ⅰ 2 1 ○ 2 se 1 11
倫理学Ⅱ 2 1 ○ 2 se 1 12
論理学Ⅰ 2 1 ○ 2 se 1 21
論理学Ⅱ 2 1 ○ 2 se 1 22
社会思想史 2 1 ○ 2 se 1 31
行動科学 2 1 ○ 2 se 1 41
基礎心理学 2 1 ○ 2 se 1 51
人間関係論 2 1 ○ 2 se 1 61

文
化

日本文学 2 1 ○ 2 cu 1 01
外国文学Ⅰ 2 1 ○ 2 cu 1 11
外国文学Ⅱ 2 1 ○ 2 cu 1 12
言語学Ⅰ 2 1 ○ 2 cu 1 31
言語学Ⅱ 2 1 ○ 2 cu 1 32
芸術論Ⅰ 2 1 ○ 2 cu 1 41
芸術論Ⅱ 2 1 ○ 2 cu 1 42
異文化コミュニケーション 2 1 ○ 2 cu 1 51
現代文化論 2 1 ○ 2 cu 1 61

歴
史

歴史学Ⅰ 2 1 ○ 2 hi 1 01
歴史学Ⅱ 2 1 ○ 2 hi 1 02
歴史学Ⅲ 2 1 ○ 2 hi 1 03
歴史学Ⅳ 2 1 ○ 2 hi 1 04
考古学 2 1 ○ 2 hi 1 11
人文科学特別講義 2 1 ○

社
会
科
学

社
会
構
造

経済学 2 1 ○ 2 so 1 01
政治学 2 1 ○ 2 so 1 11
社会学 2 1 ○ 2 so 1 21
マスコミ論 2 1 ○ 2 so 1 31
生涯学習論 2 1 ○ 2 so 1 41

地
域

地理学 2 1 ○ 2 as 1 01
人類学 2 1 ○ 2 as 1 11
地誌学 2 1 ○ 2 as 1 21
国際事情 2 1 ○ 2 as 1 31
カナダの自然と社会Ⅰ 2 1 ○ 2 as 1 41
カナダの自然と社会Ⅱ 2 1 ○ 2 as 1 42
社会科学特別講義 2 1 ○

自
然
科
学

環
境

地球科学Ⅰ 2 1 ○ 2 ne 1 01
地球科学Ⅱ 2 1 ○ 2 ne 1 02
環境生物科学Ⅰ 2 1 ○ 2 ne 1 11
環境生物科学Ⅱ 2 1 ○ 2 ne 1 12
物質科学 2 1 ○ 2 ne 1 21
物質環境科学 2 1 ○ 2 ne 1 31
宇宙科学Ⅰ 2 1 ○ 2 ne 1 41
宇宙科学Ⅱ 2 1 ○ 2 ne 1 42

普
遍
性

数学概論Ⅰ 2 1 ○ 2 un 1 01
数学概論Ⅱ 2 1 ○ 2 un 1 02
統計学Ⅰ 2 1 ○ 2 un 1 11
統計学Ⅱ 2 1 ○ 2 un 1 12
物理学概論 2 1 ○ 2 un 1 21
自然科学特別講義 2 1 ○

北
海
道
学

－

北海道史 2 1 ○ 2 ho 1 01
北方圏文化論 2 1 ○ 2 ho 1 11
北海道文学 2 1 ○ 2 ho 1 21
アイヌの言語と文化 2 1 ○ 2 ho 1 31
大学史 2 1 ○ 2 ho 1 41
北海道学特別講義 2 1 ○
開発研究所特別講義 2 1 ○
教養科目特別講義 2 1 ○

⚓群 基礎教育演習 基礎演習 4 1 ○ 3 FY 1 01

⚔
群 入門講義

アカデミック・スキルズ 2 1 ○ 4 FY 1 02
法学入門 2 1 ○ 4 LP 1 01
政治学入門 2 1 ○ 4 LP 1 11
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授業科目名 単位 開講
年次

到達目標 ナンバリング
A B C D E F G H I J 群 分類 年 番号

⚕
群 基礎講義

民法基礎 2 1 ○ 5 CI 1 01
刑法基礎 2 1 ○ 5 CR 1 01
憲法Ⅰ 4 1 ○ ○ ○ ○ 5 PU 1 01
民法Ⅰ 4 1 ○ ○ ○ ○ 5 CI 1 02
現代政治学 4 1 ○ ○ ○ ○ 5 Po 1 01

⚖
群

法
律
学
基
礎
講
義

憲法Ⅱ 4 2 ○ ○ ○ ○ 6 PU 2 02
行政法Ⅰ 4 2 ○ ○ ○ ○ 6 PU 2 11
民法Ⅱ 4 2 ○ ○ ○ 6 CI 2 03
民法Ⅲ 4 2 ○ ○ ○ 6 CI 2 04
民法Ⅳ 4 2 ○ ○ ○ 6 CI 2 05
刑法Ⅰ 4 2 ○ ○ ○ 6 CR 2 02
刑法Ⅱ 4 2 ○ ○ ○ 6 CR 2 03
商法Ⅰ 4 2 ○ ○ ○ 6 CI 2 11

⚗
群

法
律
学
専
門
講
義

行政法Ⅱ 4 3・4 ○ ○ ○ ○ 7 PU 3 12
民法Ⅴ 4 3・4 ○ ○ ○ 7 CI 3 06
商法Ⅱ 4 3・4 ○ ○ ○ 7 CI 3 12
商法Ⅲ 4 3・4 ○ ○ ○ 7 CI 3 13
労働法 4 3・4 ○ ○ ○ ○ 7 SC 3 01
経済法 4 3・4 ○ ○ ○ ○ 7 SC 3 11
国際法 4 3・4 ○ ○ ○ ○ ○ 7 IN 3 01
国際私法 4 3・4 ○ ○ ○ ○ ○ 7 IN 3 11
民事訴訟法Ⅰ 4 3・4 ○ ○ ○ ○ 7 CI 3 21
民事訴訟法Ⅱ 4 3・4 ○ ○ ○ ○ 7 CI 3 22
刑事訴訟法 4 3・4 ○ ○ ○ ○ 7 CR 3 11
法哲学 4 3・4 ○ ○ ○ ○ 7 TH 3 02
西洋法制史 4 3・4 ○ ○ ○ ○ 7 TH 3 11
日本法制史 4 3・4 ○ ○ ○ 7 TH 3 21
法思想史 2 3・4 ○ ○ ○ 7 TH 3 01

⚘群 法律学応用講義 法律学応用講義 2 3・4 ○ ○ ○ ○ 8 3

⚙
群 専門演習

演習Ⅰ 4 2 ○ ○ ○ ○ 9 SE 2 01
演習Ⅱ 4 3 ○ ○ ○ ○ 9 SE 3 02
演習Ⅲ 4 4 ○ ○ ○ ○ 9 SE 4 03

10
群 講読

外国書講読Ⅰ 2 3 ○ ○ 10 SE 3 11
外国書講読Ⅱ 2 3 ○ ○ 10 SE 3 12
外国書講読Ⅲ 2 4 ○ ○ 10 SE 4 13
外国書講読Ⅳ 2 4 ○ ○ 10 SE 4 14

11群 卒業研究 卒業研究 4 4 ○ ○ ○ ○ 11 SE 4 21

12
群

政
治
学
講
義

行政学 4 2 ○ ○ ○ 12 PO 2 41
西洋政治史 4 2 ○ ○ ○ 12 PO 2 31
国際政治学 4 2 ○ ○ ○ 12 PO 2 11
政治過程論 4 2 ○ ○ 12 PO 2 02
公共政策論 4 2 ○ ○ 12 PO 2 42
地方自治論 4 2 ○ ○ ○ 12 PO 2 43
社会調査Ⅰ 2 3・4 ○ 12 PO 3 03
社会調査Ⅱ 2 3・4 ○ 12 PO 3 04
比較政治学 4 3・4 ○ ○ ○ ○ ○ 12 PO 3 21
ジャーナリズム論 4 3・4 ○ ○ ○ ○ 12 PO 3 05
日本政治史 4 3・4 ○ ○ ○ 12 PO 3 32
政治思想史 4 3・4 ○ ○ ○ ○ 12 PO 3 33
地域研究 4 3・4 ○ ○ ○ ○ 12 PO 3 22
国際公共政策 4 3・4 ○ ○ ○ ○ 12 PO 3 12
国際機構論 2 3・4 ○ ○ ○ ○ 12 PO 3 13
北海道政治・行政史Ⅰ 2 3・4 ○ ○ ○ ○ 12 PO 3 44
北海道政治・行政史Ⅱ 2 3・4 ○ ○ ○ ○ 12 PO 3 45
政治学特殊講義 2 3・4 ○ ○ ○ ○

13
群 総合応用講義 総合応用講義 2 3・4 ○ ○ ○ ○

他大学修得科目（専門） 2 2 － － － － － － － －
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授業科目名 単位 開講
年次

到達目標 ナンバリング
A B C D E F G H I J 群 分類 年 番号

14
群

関
連
講
義

社会経済学Ⅰ 2 2 ○ 14 RL 2 01
社会経済学Ⅱ 2 2 ○ 14 RL 2 02
ミクロ経済学Ⅰ 2 2 ○ 14 RL 2 03
ミクロ経済学Ⅱ 2 2 ○ 14 RL 2 04
労働経済論Ⅰ 2 2 ○ 14 RL 2 05
労働経済論Ⅱ 2 2 ○ 14 RL 2 06
マクロ経済学Ⅰ 2 3・4 ○ 14 RL 3 07
マクロ経済学Ⅱ 2 3・4 ○ 14 RL 3 08
財政学Ⅰ 2 3・4 ○ 14 RL 3 09
財政学Ⅱ 2 3・4 ○ 14 RL 3 10
経済政策Ⅰ 2 3・4 ○ 14 RL 3 11
経済政策Ⅱ 2 3・4 ○ 14 RL 3 12
社会政策Ⅰ 2 3・4 ○ 14 RL 3 13
社会政策Ⅱ 2 3・4 ○ 14 RL 3 14
日本経済史Ⅰ 2 3・4 ○ 14 RL 3 15
日本経済史Ⅱ 2 3・4 ○ 14 RL 3 16
国際経済論Ⅰ 2 3・4 ○ ○ 14 RL 3 17
国際経済論Ⅱ 2 3・4 ○ ○ 14 RL 3 18
地方財政論Ⅰ 2 3・4 ○ 14 RL 3 19
地方財政論Ⅱ 2 3・4 ○ 14 RL 3 20
日本史 2 2 ○ 14 RL 2 31
西洋史 2 2 ○ ○ ○ 14 RL 2 32
東洋史 2 2 ○ ○ ○ 14 RL 2 33
文化人類学 2 3・4 ○ ○ ○ 14 RL 3 34
他大学修得科目（一般） 2 2 － －

15
群 グローバルセミナー

グローバルセミナーⅠ 2 1 ○ ○ ○ 15 GS 1 01
グローバルセミナーⅡ 1 2 ○ ○ ○ 15 GS 2 02
グローバルセミナーⅢ 14 2 ○ ○ ○ 15 GS 2 03
グローバルセミナーⅣ 14-28 2 ○ ○ ○ 15 GS 2 04
領事館インターンシップⅠ 1 1 ○ ○ ○ 15 GS 1 11
領事館インターンシップⅡ 1 1 ○ ○ ○ 15 GS 1 12

キャリア形成科目

キャリア・ガイダンス 1 1 ○ F ca 1 01
インターンシップ 2 2 ○ ○ ○ F ca 2 11
NPOインターンシップⅠ 1 2 ○ ○ ○ ○ F ca 2 21
NPOインターンシップⅡ 1 2 ○ ○ ○ ○ F ca 2 22

検定外国語科目

検定外国語Ⅰ 1 1 ○ F fl 1 01
検定外国語Ⅱ 1 1 ○ F fl 1 02
検定外国語Ⅲ 1 1 ○ F fl 1 03
検定外国語Ⅳ 1 1 ○ F fl 1 04

体験型科目

海外文化Ⅰ 1 1 ○ ○ ○ F fc 1 01
海外文化Ⅱ 1 1 ○ ○ ○ F fc 1 02
海外文化Ⅲ 1 1 ○ ○ ○ F fc 1 03
海外文化Ⅳ 1 1 ○ ○ ○ F fc 1 04
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法学部政治学科（⚑年次を含む）カリキュラム・マップ
■法学部政治学科の学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）

所定の修業年限及び修得単位を満たした人に対して，以下の能力を有する人材であると認め，学士（法学）
の学位を授与する。

⑴ 現代の政治制度や構造はいかなる思想的・歴史的背景を持っているのか，現実に政治の過程はどのように
動いているのかについて理解している。

⑵ 自治体における行政や市民の直面する政策課題や法・条例の実態を知り，望ましい解決策について自分な
りの考えを持ち，表現できる。

⑶ ジャーナリズムの原理と実態を知り，問題点を理解するための見方を身につけている。
⑷ グローバル化した社会における政治課題を解決するために必要な知識─他国の文化・歴史，国際機関の役

割など─を身につけている。

■法学部政治学科の教育課程編成方針（カリキュラム・ポリシー）

法学部では，⚒年次学科選択制をとっています。つまり，⚑年次には，法律学科・政治学科のいずれにも所
属せずに，法律学・政治学の基礎を学びます。その目的は，両者が密接に結びついていることにありますが，
いずれがより自分の関心や目的に合っているのかをよく考えたうえで，⚑年次の終わりに希望を出し，⚒年次
からいずれかの学科に所属していきます。

⚑）教育内容・方法
〈教養教育〉

⚑年次には，人文・社会・自然科学などの一般教育科目をじっくりと学びます。人々の価値観は非常に多様
であるところ，人々の意見対立を調整し前進していくためには，多様で立体的な見方ができなければなりませ
んが，一般教育科目を学ぶことにより，そのような能力が身につきます。

〈専門教育〉
⑴ ⚑年次には，自ら進んで勉強し，問題を発見できるようになるための基本的知識の修得を目的とした少

人数制の基礎教育演習が開講されています。ここでは，活発に議論することを通じて，コミュニケーショ
ン能力も培われます。

⑵ 政治学科では，⚒年次以降，西洋政治史・政治過程論・国際政治学などの基礎講義，日本政治史・政治
思想史・国際公共政策・比較政治学などから構成されている専門講義によって，政治学の専門的・応用的
知識を身につけていきます。さらに，地域研究などにより，国家中心主義を超えた近年の政治現象につい
ての理解を深めます。また，各自の専門領域についてテーマを特定し，より深く追究していくことを目的
とした少人数制の専門演習が開講されています。

⑶ 関心を抱いたテーマにつき，さらに掘り下げて研究することを望む場合，一定要件を満たしていれば，
⚔年次に卒業研究を履修することができます。

〈キャリア教育〉
⑴ ⚑年次には，大学生活の早い段階から就職活動に関心を持ってもらうよう，キャリア・ガイダンスを開

講しております。
⑵ ⚒年次には，民間企業や地方自治体の職場で就業体験をすることができるインターンシップや，NPO（非

営利市民活動組織）や議員の活動現場を体験できるNPOインターンシップが開講されています。

〈語学教育〉
⑴ グローバル化した社会で活躍できる人材を育成するために，英語，ドイツ語，フランス語，中国語，ロ

シア語，韓国・朝鮮語の会話や文化に関する外国語科目を設置して，外国語力・コミュニケーション能力
の向上を図っています。

⑵ ⚓年次以降では，専門書を外国語で読む外国書講読が開講されており，外国語科目の履修で身につけた
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語学力を，専門的な文献の読解を通じて，さらにブラッシュアップすることができます。
⑶ 国際性の涵養・英語をはじめとする外国語運用能力向上のため，グローバルセミナーが開講されていま

す。グローバルセミナーでは，ニセコでの英語国内語学研修，留学事前準備研修，協定に基づくカナダ・
レスブリッジ大学への留学をすることができます。また，在札幌アメリカ領事館等でのインターンシップ
を行う，領事館インターンシップも開講されています。

⚒）学修成果の評価
各科目の学修成果は，シラバスに記載された学習目標の到達度に応じて厳格に評価します。

〈到達目標〉 対応する学位授与方針
（左から主な順)

A さまざまな学修に通じる基礎的な知識やスキル，リテラシーを獲得する。 （4）-（1）
B 一般的・普遍的な教養を育成する。 （4）-（1）

C 法律学・政治学を学ぶ意欲を涵養し，基礎的な知識やスキル，法的・政治学
的思考力を修得する。 （1）-（2）

D 政治学に関連する理論的知識及び国内外の政治の仕組みや現象を理解する。 （1）

E 政治学の各領域の専門的な知識に依拠した論理的・批判的思考力や公正な判
断力を涵養する。 （2）-（3）

F 社会の諸問題を発見し，政治学に関連する情報を収集・分析し，その解決策
を提示する能力を養う。 （2）-（3）

G 政治学の各領域の学習・研究成果を取りまとめて発表する能力及び論理的に
討論する能力を修得する。 （2）

H 多様な分野で指導的役割を果たすため，主体的に学び，多面的に創造・構想
し，積極的に実践する能力を養う。 （2）-（3）

I 共生・協働社会の実現のため，多様な価値観や文化の尊重及び豊かな人間性，
高い倫理観，強い責任感を涵養する。 （1）-（4）

J グローバル社会において活躍するための国際性を涵養し，異文化理解を促進
させる。 （4）

■ナンバリングについて

各科目に記号・番号を振ることでカリキュラム上の位置づけを示しています。⽛群・分類・年・番号⽜で構成
されています。ただし，教養科目の特別講義，法律学応用講義，政治学特殊講義，総合応用講義，他大学修得
科目はナンバリングの対象から除外しています。

⚑．⽛群⽜は授業科目群を表し，自由科目（F）を除いて数字で示しています。
⚒．⽛分類⽜は各科目の専門分野をアルファベット⚒文字で示しています。⚑群基盤科目，⚒群教養科目，自由

科目は小文字で，⚓群から15群の各科目は大文字で示しています。
⚓．⽛年⽜は配当年次を示します。
⚔．⽛番号⽜は⚒桁の数字で，各⽛分類⽜のなかで関連する科目ごとにまとめています。10の位が⽛細分類⽜を

示しています。
例えば7HT311（日本政治史）は⚗群の科目（7）で，歴史・思想系（CI）の中の⚓年次配当（3）の日本政

治史（11）であることを示しています。
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授業科目名 単位 開講
年次

到達目標 備考
A B C D E F G H I J 群 分類 年 番号

⚑
群

基
盤
科
目

言
語

英
語

英語リーディングⅠ 1 1 ○ 1 en 1 01
英語リーディングⅡ 1 1 ○ 1 en 1 02
英語リーディングⅢ 1 2 ○ 1 en 2 03
英語リーディングⅣ 1 2 ○ 1 en 2 04
英語コミュニケーションⅠ 1 1 ○ 1 en 1 11
英語コミュニケーションⅡ 1 1 ○ 1 en 1 12
英語コミュニケーションⅢ 1 2 ○ 1 en 2 13
英語コミュニケーションⅣ 1 2 ○ 1 en 2 14
英語特講Ⅰ 1 1 ○ 1 en 1 21
英語特講Ⅱ 1 1 ○ 1 en 1 22
英語特講Ⅲ 1 2 ○ 1 en 2 23
英語特講Ⅳ 1 2 ○ 1 en 2 24
英語ライティングⅠ 1 1 ○ 1 en 1 31
英語ライティングⅡ 1 1 ○ 1 en 1 32
英語ライティングⅢ 1 2 ○ 1 en 2 33
英語ライティングⅣ 1 2 ○ 1 en 2 34
英語文化演習ⅠA 2 2 ○ 1 en 2 41
英語文化演習ⅠB 2 2 ○ 1 en 2 42
英語文化演習ⅠC 2 2 ○ 1 en 2 43
英語文化演習ⅡA 2 2 ○ 1 en 2 44
英語文化演習ⅡB 2 2 ○ 1 en 2 45
英語文化演習ⅡC 2 2 ○ 1 en 2 46

共通 世界の言語と文化 2 1 ○ 1 la 1 01

ド
イ
ツ
語

ドイツ語基礎Ⅰ 1 1 ○ 1 ge 1 01
ドイツ語基礎Ⅱ 1 1 ○ 1 ge 1 02
ドイツ語基礎Ⅲ 1 2 ○ 1 ge 2 03
ドイツ語基礎Ⅳ 1 2 ○ 1 ge 2 04
ドイツ語会話Ⅰ 1 1 ○ 1 ge 1 11
ドイツ語会話Ⅱ 1 1 ○ 1 ge 1 12
ドイツ語会話Ⅲ 1 2 ○ 1 ge 2 13
ドイツ語会話Ⅳ 1 2 ○ 1 ge 2 14
ドイツ語文化Ⅰ 2 1 ○ 1 ge 1 21
ドイツ語文化Ⅱ 2 2 ○ 1 ge 2 22
ドイツ語文化Ⅲ 2 2 ○ 1 ge 2 23
ドイツ語文化演習Ⅰ 2 3 ○ 1 ge 3 31
ドイツ語文化演習Ⅱ 2 3 ○ 1 ge 3 32
ドイツ語言語演習Ⅰ 2 3 ○ 1 ge 3 41
ドイツ語言語演習Ⅱ 2 3 ○ 1 ge 3 42
ドイツ語言語文化演習Ⅰ 2 4 ○ 1 ge 4 51
ドイツ語言語文化演習Ⅱ 2 4 ○ 1 ge 4 52

フ
ラ
ン
ス
語

フランス語基礎Ⅰ 1 1 ○ 1 fr 1 01
フランス語基礎Ⅱ 1 1 ○ 1 fr 1 02
フランス語基礎Ⅲ 1 2 ○ 1 fr 2 03
フランス語基礎Ⅳ 1 2 ○ 1 fr 2 04
フランス語会話Ⅰ 1 1 ○ 1 fr 1 11
フランス語会話Ⅱ 1 1 ○ 1 fr 1 12
フランス語会話Ⅲ 1 2 ○ 1 fr 2 13
フランス語会話Ⅳ 1 2 ○ 1 fr 2 14
フランス語文化Ⅰ 2 1 ○ 1 fr 1 21
フランス語文化Ⅱ 2 2 ○ 1 fr 2 22
フランス語文化Ⅲ 2 2 ○ 1 fr 2 23
フランス語文化演習Ⅰ 2 3 ○ 1 fr 3 31
フランス語文化演習Ⅱ 2 3 ○ 1 fr 3 32
フランス語言語演習Ⅰ 2 3 ○ 1 fr 3 41
フランス語言語演習Ⅱ 2 3 ○ 1 fr 3 42
フランス語言語文化演習Ⅰ 2 4 ○ 1 fr 4 51
フランス語言語文化演習Ⅱ 2 4 ○ 1 fr 4 52
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授業科目名 単位 開講
年次

到達目標 備考
A B C D E F G H I J 群 分類 年 番号

⚑
群

基
盤
科
目

言
語

中
国
語

中国語基礎Ⅰ 1 1 ○ 1 ch 1 01
中国語基礎Ⅱ 1 1 ○ 1 ch 1 02
中国語基礎Ⅲ 1 2 ○ 1 ch 2 03
中国語基礎Ⅳ 1 2 ○ 1 ch 2 04
中国語会話Ⅰ 1 1 ○ 1 ch 1 11
中国語会話Ⅱ 1 1 ○ 1 ch 1 12
中国語会話Ⅲ 1 2 ○ 1 ch 2 13
中国語会話Ⅳ 1 2 ○ 1 ch 2 14
中国語文化Ⅰ 2 1 ○ 1 ch 1 21
中国語文化Ⅱ 2 2 ○ 1 ch 2 22
中国語文化Ⅲ 2 2 ○ 1 ch 2 23
中国語文化演習Ⅰ 2 3 ○ 1 ch 3 31
中国語文化演習Ⅱ 2 3 ○ 1 ch 3 32
中国語言語演習Ⅰ 2 3 ○ 1 ch 3 41
中国語言語演習Ⅱ 2 3 ○ 1 ch 3 42
中国語言語文化演習Ⅰ 2 4 ○ 1 ch 4 51
中国語言語文化演習Ⅱ 2 4 ○ 1 ch 4 52

ロ
シ
ア
語

ロシア語基礎Ⅰ 1 1 ○ 1 ru 1 01
ロシア語基礎Ⅱ 1 1 ○ 1 ru 1 02
ロシア語基礎Ⅲ 1 2 ○ 1 ru 2 03
ロシア語基礎Ⅳ 1 2 ○ 1 ru 2 04
ロシア語会話Ⅰ 1 1 ○ 1 ru 1 11
ロシア語会話Ⅱ 1 1 ○ 1 ru 1 12
ロシア語会話Ⅲ 1 2 ○ 1 ru 2 13
ロシア語会話Ⅳ 1 2 ○ 1 ru 2 14
ロシア語文化Ⅰ 2 1 ○ 1 ru 1 21
ロシア語文化Ⅱ 2 2 ○ 1 ru 2 22
ロシア語文化Ⅲ 2 2 ○ 1 ru 2 23
ロシア語文化演習Ⅰ 2 3 ○ 1 ru 3 31
ロシア語文化演習Ⅱ 2 3 ○ 1 ru 3 32
ロシア語言語演習Ⅰ 2 3 ○ 1 ru 3 41
ロシア語言語演習Ⅱ 2 3 ○ 1 ru 3 42
ロシア語言語文化演習Ⅰ 2 4 ○ 1 ru 4 51
ロシア語言語文化演習Ⅱ 2 4 ○ 1 ru 4 52

韓
国
・
朝
鮮
語

韓国・朝鮮語基礎Ⅰ 1 1 ○ 1 ko 1 01
韓国・朝鮮語基礎Ⅱ 1 1 ○ 1 ko 1 02
韓国・朝鮮語基礎Ⅲ 1 2 ○ 1 ko 2 03
韓国・朝鮮語基礎Ⅳ 1 2 ○ 1 ko 2 04
韓国・朝鮮語会話Ⅰ 1 1 ○ 1 ko 1 11
韓国・朝鮮語会話Ⅱ 1 1 ○ 1 ko 1 12
韓国・朝鮮語会話Ⅲ 1 2 ○ 1 ko 2 13
韓国・朝鮮語会話Ⅳ 1 2 ○ 1 ko 2 14
韓国・朝鮮語文化Ⅰ 2 1 ○ 1 ko 1 21
韓国・朝鮮語文化Ⅱ 2 2 ○ 1 ko 2 22
韓国・朝鮮語文化Ⅲ 2 2 ○ 1 ko 2 23
韓国・朝鮮語文化演習Ⅰ 2 3 ○ 1 ko 3 31
韓国・朝鮮語文化演習Ⅱ 2 3 ○ 1 ko 3 32
韓国・朝鮮語言語演習Ⅰ 2 3 ○ 1 ko 3 41
韓国・朝鮮語言語演習Ⅱ 2 3 ○ 1 ko 3 42
韓国・朝鮮語言語文化演習Ⅰ 2 4 ○ 1 ko 4 51
韓国・朝鮮語言語文化演習Ⅱ 2 4 ○ 1 ko 4 52

身
体 －

健康とスポーツの科学Ⅰ 2 1 ○ 1 sp 1 01
健康とスポーツの科学Ⅱ 2 1 ○ 1 sp 1 02
体育実技ⅠA 1 1 ○ 1 sp 1 11
体育実技ⅠB 1 1 ○ 1 sp 1 12
体育実技ⅡA 1 1 ○ 1 sp 1 13
体育実技ⅡB 1 1 ○ 1 sp 1 14
体育実技ⅢA 1 1 ○ 1 sp 1 15
体育実技ⅢB 1 1 ○ 1 sp 1 16
体育実技ⅣA 1 1 ○ 1 sp 1 17
体育実技ⅣB 1 1 ○ 1 sp 1 18

情
報 －

コンピュータ科学 2 1 ○ 1 in 1 01
情報技術論 2 1 ○ 1 in 1 11
情報と社会 2 1 ○ 1 in 1 21
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授業科目名 単位 開講
年次

到達目標 備考
A B C D E F G H I J 群 分類 年 番号

⚒
群

教
養
科
目

人
文
科
学

自
己

哲学 2 1 ○ 2 se 1 01
倫理学Ⅰ 2 1 ○ 2 se 1 11
倫理学Ⅱ 2 1 ○ 2 se 1 12
論理学Ⅰ 2 1 ○ 2 se 1 21
論理学Ⅱ 2 1 ○ 2 se 1 22
社会思想史 2 1 ○ 2 se 1 31
行動科学 2 1 ○ 2 se 1 41
基礎心理学 2 1 ○ 2 se 1 51
人間関係論 2 1 ○ 2 se 1 61

文
化

日本文学 2 1 ○ 2 cu 1 01
外国文学Ⅰ 2 1 ○ 2 cu 1 11
外国文学Ⅱ 2 1 ○ 2 cu 1 12
言語学Ⅰ 2 1 ○ 2 cu 1 31
言語学Ⅱ 2 1 ○ 2 cu 1 32
芸術論Ⅰ 2 1 ○ 2 cu 1 41
芸術論Ⅱ 2 1 ○ 2 cu 1 42
異文化コミュニケーション 2 1 ○ 2 cu 1 51
現代文化論 2 1 ○ 2 cu 1 61

歴
史

歴史学Ⅰ 2 1 ○ 2 hi 1 01
歴史学Ⅱ 2 1 ○ 2 hi 1 02
歴史学Ⅲ 2 1 ○ 2 hi 1 03
歴史学Ⅳ 2 1 ○ 2 hi 1 04
考古学 2 1 ○ 2 hi 1 11
人文科学特別講義 2 1 ○

社
会
科
学

社
会
構
造

経済学 2 1 ○ 2 so 1 01
政治学 2 1 ○ 2 so 1 11
社会学 2 1 ○ 2 so 1 21
マスコミ論 2 1 ○ 2 so 1 31
生涯学習論 2 1 ○ 2 so 1 41

地
域

地理学 2 1 ○ 2 as 1 01
人類学 2 1 ○ 2 as 1 11
地誌学 2 1 ○ 2 as 1 21
国際事情 2 1 ○ 2 as 1 31
カナダの自然と社会Ⅰ 2 1 ○ 2 as 1 41
カナダの自然と社会Ⅱ 2 1 ○ 2 as 1 42
社会科学特別講義 2 1 ○

自
然
科
学

環
境

地球科学Ⅰ 2 1 ○ 2 ne 1 01
地球科学Ⅱ 2 1 ○ 2 ne 1 02
環境生物科学Ⅰ 2 1 ○ 2 ne 1 11
環境生物科学Ⅱ 2 1 ○ 2 ne 1 12
物質科学 2 1 ○ 2 ne 1 21
物質環境科学 2 1 ○ 2 ne 1 31
宇宙科学Ⅰ 2 1 ○ 2 ne 1 41
宇宙科学Ⅱ 2 1 ○ 2 ne 1 42

普
遍
性

数学概論Ⅰ 2 1 ○ 2 un 1 01
数学概論Ⅱ 2 1 ○ 2 un 1 02
統計学Ⅰ 2 1 ○ 2 un 1 11
統計学Ⅱ 2 1 ○ 2 un 1 12
物理学概論 2 1 ○ 2 un 1 21
自然科学特別講義 2 1 ○

北
海
道
学

－

北海道史 2 1 ○ 2 ho 1 01
北方圏文化論 2 1 ○ 2 ho 1 11
北海道文学 2 1 ○ 2 ho 1 21
アイヌの言語と文化 2 1 ○ 2 ho 1 31
大学史 2 1 ○ 2 ho 1 41
北海道学特別講義 2 1 ○
開発研究所特別講義 2 1 ○
教養科目特別講義 2 1 ○

⚓群 基礎教育演習 基礎演習 4 1 ○ 3 FY 1 01

⚔
群 入門講義

アカデミック・スキルズ 2 1 ○ 4 FY 1 02
政治学入門 2 1 ○ 4 LP 1 01
法学入門 2 1 ○ 4 LP 1 11
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授業科目名 単位 開講
年次

到達目標 備考
A B C D E F G H I J 群 分類 年 番号

⚕
群 基礎講義

民法基礎 2 1 ○ 5 LA 1 11
刑法基礎 2 1 ○ 5 LA 1 31
現代政治学 4 1 ○ ○ ○ ○ 5 MP 1 01
憲法Ⅰ 4 1 ○ ○ ○ 5 LA 1 01
民法Ⅰ 4 1 ○ ○ ○ 5 LA 1 12

⚖
群

政
治
学
基
礎
講
義

行政学 4 2 ○ ○ ○ 6 AL 2 01
西洋政治史 4 2 ○ ○ ○ ○ 6 HT 2 01
国際政治学 4 2 ○ ○ ○ ○ 6 IR 2 01
政治過程論 4 2 ○ ○ ○ 6 MP 2 11
憲法Ⅱ 4 2 ○ ○ ○ 6 LA 1 02
行政法Ⅰ 4 2 ○ ○ ○ 6 LA 1 03
公共政策論 4 2 ○ ○ ○ 6 AL 2 11
地方自治論 4 2 ○ ○ ○ 6 AL 2 21

⚗
群

政
治
学
専
門
講
義

日本政治史 4 3・4 ○ ○ ○ 7 HT 3 11
政治思想史 4 3・4 ○ ○ ○ ○ 7 HT 3 21
比較政治学 4 3・4 ○ ○ ○ ○ 7 AS 3 01
ジャーナリズム論 4 3・4 ○ ○ ○ ○ 7 MP 3 21
地域研究 4 3・4 ○ ○ ○ ○ 7 AS 3 11
国際公共政策 4 3・4 ○ ○ ○ ○ 7 IR 3 11
行政法Ⅱ 4 3・4 ○ ○ ○ 7 LA 3 04
国際法 4 3・4 ○ ○ ○ ○ 7 LA 3 51
社会調査Ⅰ 2 3・4 ○ ○ ○ 7 MP 3 31
社会調査Ⅱ 2 3・4 ○ ○ ○ 7 MP 3 32
国際機構論 2 3・4 ○ ○ ○ ○ 7 IR 3 21
北海道政治・行政史Ⅰ 2 3・4 ○ ○ ○ 7 AL 3 31
北海道政治・行政史Ⅱ 2 3・4 ○ ○ ○ 7 AL 3 32

⚘群 政治学応用講義 政治学特殊講義 2 3・4 ○ ○ ○ ○

⚙
群 専門演習

演習Ⅰ 4 2 ○ ○ ○ 9 SE 2 01
演習Ⅱ 4 3 ○ ○ ○ 9 SE 3 02
演習Ⅲ 4 4 ○ ○ ○ 9 SE 4 03

10
群 講読

外国書講読Ⅰ 2 3 ○ ○ 10 SE 3 11
外国書講読Ⅱ 2 3 ○ ○ 10 SE 3 12
外国書講読Ⅲ 2 4 ○ ○ 10 SE 4 13
外国書講読Ⅳ 2 4 ○ ○ 10 SE 4 14

11群 卒業研究 卒業研究 4 4 ○ ○ ○ ○ ○ 11 SE 4 21

12
群

法
律
学
講
義

民法Ⅱ 4 2 ○ ○ 12 LA 2 13
民法Ⅲ 4 2 ○ ○ 12 LA 2 14
民法Ⅳ 4 2 ○ ○ 12 LA 2 15
民法Ⅴ 4 3・4 ○ ○ 12 LA 3 16
刑法Ⅰ 4 2 ○ ○ 12 LA 2 32
刑法Ⅱ 4 2 ○ ○ 12 LA 2 33
商法Ⅰ 4 2 ○ ○ 12 LA 2 17
商法Ⅱ 4 3・4 ○ ○ 12 LA 3 18
商法Ⅲ 4 3・4 ○ ○ 12 LA 3 19
民事訴訟法Ⅰ 4 3・4 ○ ○ 12 LA 3 20
民事訴訟法Ⅱ 4 3・4 ○ ○ 12 LA 3 21
刑事訴訟法 4 3・4 ○ ○ 12 LA 3 34
労働法 4 3・4 ○ ○ 12 LA 3 41
経済法 4 3・4 ○ ○ 12 LA 3 42
国際私法 4 3・4 ○ ○ ○ 12 LA 3 52
法哲学 4 3・4 ○ ○ ○ 12 LA 3 62
西洋法制史 4 3・4 ○ ○ ○ 12 LA 3 63
日本法制史 4 3・4 ○ ○ 12 LA 3 64
法思想史 2 3・4 ○ ○ ○ 12 LA 3 61
法律学応用講義 2 3・4 ○ ○

13
群 総合応用講義 総合応用講義 2 3・4 ○ ○ ○ ○

他大学修得科目（専門） 2 2 － － － － － － － －
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授業科目名 単位 開講
年次

到達目標 備考
A B C D E F G H I J 群 分類 年 番号

14
群

関
連
講
義

社会経済学Ⅰ 2 2 ○ 14 RL 2 01
社会経済学Ⅱ 2 2 ○ 14 RL 2 02
ミクロ経済学Ⅰ 2 2 ○ 14 RL 2 03
ミクロ経済学Ⅱ 2 2 ○ 14 RL 2 04
労働経済論Ⅰ 2 2 ○ 14 RL 2 05
労働経済論Ⅱ 2 2 ○ 14 RL 2 06
マクロ経済学Ⅰ 2 3・4 ○ 14 RL 3 07
マクロ経済学Ⅱ 2 3・4 ○ 14 RL 3 08
財政学Ⅰ 2 3・4 ○ 14 RL 3 09
財政学Ⅱ 2 3・4 ○ 14 RL 3 10
経済政策Ⅰ 2 3・4 ○ 14 RL 3 11
経済政策Ⅱ 2 3・4 ○ 14 RL 3 12
社会政策Ⅰ 2 3・4 ○ 14 RL 3 13
社会政策Ⅱ 2 3・4 ○ 14 RL 3 14
日本経済史Ⅰ 2 3・4 ○ 14 RL 3 15
日本経済史Ⅱ 2 3・4 ○ 14 RL 3 16
国際経済論Ⅰ 2 3・4 ○ ○ 14 RL 3 17
国際経済論Ⅱ 2 3・4 ○ ○ 14 RL 3 18
地方財政論Ⅰ 2 3・4 ○ 14 RL 3 19
地方財政論Ⅱ 2 3・4 ○ 14 RL 3 20
日本史 2 2 ○ 14 RL 2 31
西洋史 2 2 ○ ○ ○ 14 RL 2 32
東洋史 2 2 ○ ○ ○ 14 RL 2 33
文化人類学 2 3・4 ○ ○ ○ 14 RL 3 34
他大学修得科目（一般） 2 2 － －

15
群 グローバルセミナー

グローバルセミナーⅠ 2 1 ○ ○ ○ 15 GS 1 01
グローバルセミナーⅡ 1 2 ○ ○ ○ 15 GS 2 02
グローバルセミナーⅢ 14 2 ○ ○ ○ 15 GS 2 03
グローバルセミナーⅣ 14-28 2 ○ ○ ○ 15 GS 2 04
領事館インターンシップⅠ 1 1 ○ ○ ○ 15 GS 1 11
領事館インターンシップⅡ 1 1 ○ ○ ○ 15 GS 1 12

キャリア形成科目

キャリア・ガイダンス 1 1 ○ F ca 1 01
インターンシップ 2 2 ○ ○ F ca 2 11
NPOインターンシップⅠ 1 2 ○ ○ ○ F ca 2 21
NPOインターンシップⅡ 1 2 ○ ○ ○ F ca 2 22

検定外国語科目

検定外国語Ⅰ 1 1 ○ F fl 1 01
検定外国語Ⅱ 1 1 ○ F fl 1 02
検定外国語Ⅲ 1 1 ○ F fl 1 03
検定外国語Ⅳ 1 1 ○ F fl 1 04

体験型科目

海外文化Ⅰ 1 1 ○ ○ ○ F fc 1 01
海外文化Ⅱ 1 1 ○ ○ ○ F fc 1 02
海外文化Ⅲ 1 1 ○ ○ ○ F fc 1 03
海外文化Ⅳ 1 1 ○ ○ ○ F fc 1 04
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2020 年度以降入学生適用
学 則 別 表





北海学園大学 学則別表⚕，⚖

別表⚕ 法学部⚑部
⑴ 法学部⚑年次及び法律学科

○印
必修 授 業 科 目 年 次 及 び 単 位 数 備 考1 2 3 4 計

(⚑群 基 盤 科 目) ⚑群 選択
言語
英語
英 語 リ ー デ ィ ン グ Ⅰ 1 1
英 語 リ ー デ ィ ン グ Ⅱ 1 1
英 語 リ ー デ ィ ン グ Ⅲ 1 1
英 語 リ ー デ ィ ン グ Ⅳ 1 1
英語コミュニケーションⅠ 1 1
英語コミュニケーションⅡ 1 1
英語コミュニケーションⅢ 1 1
英語コミュニケーションⅣ 1 1
英 語 特 講 Ⅰ 1 1
英 語 特 講 Ⅱ 1 1
英 語 特 講 Ⅲ 1 1
英 語 特 講 Ⅳ 1 1
英 語 ラ イ テ ィ ン グ Ⅰ 1 1
英 語 ラ イ テ ィ ン グ Ⅱ 1 1
英 語 ラ イ テ ィ ン グ Ⅲ 1 1
英 語 ラ イ テ ィ ン グ Ⅳ 1 1
英 語 文 化 演 習 Ⅰ Ａ 2 2
英 語 文 化 演 習 Ⅰ Ｂ 2 2
英 語 文 化 演 習 Ⅰ Ｃ 2 2
英 語 文 化 演 習 Ⅱ Ａ 2 2
英 語 文 化 演 習 Ⅱ Ｂ 2 2
英 語 文 化 演 習 Ⅱ Ｃ 2 2
英語以外の外国語
共通
世 界 の 言 語 と 文 化 2 2
ドイツ語
ド イ ツ 語 基 礎 Ⅰ 1 1
ド イ ツ 語 基 礎 Ⅱ 1 1
ド イ ツ 語 基 礎 Ⅲ 1 1
ド イ ツ 語 基 礎 Ⅳ 1 1
ド イ ツ 語 会 話 Ⅰ 1 1
ド イ ツ 語 会 話 Ⅱ 1 1
ド イ ツ 語 会 話 Ⅲ 1 1
ド イ ツ 語 会 話 Ⅳ 1 1
ド イ ツ 語 文 化 Ⅰ 2 2
ド イ ツ 語 文 化 Ⅱ 2 2
ド イ ツ 語 文 化 Ⅲ 2 2
ド イ ツ 語 文 化 演 習 Ⅰ 2 2
ド イ ツ 語 文 化 演 習 Ⅱ 2 2
ド イ ツ 語 言 語 演 習 Ⅰ 2 2
ド イ ツ 語 言 語 演 習 Ⅱ 2 2
ド イ ツ 語 言 語 文 化 演 習 Ⅰ 2 2
ド イ ツ 語 言 語 文 化 演 習 Ⅱ 2 2
フランス語
フ ラ ン ス 語 基 礎 Ⅰ 1 1
フ ラ ン ス 語 基 礎 Ⅱ 1 1
フ ラ ン ス 語 基 礎 Ⅲ 1 1
フ ラ ン ス 語 基 礎 Ⅳ 1 1
フ ラ ン ス 語 会 話 Ⅰ 1 1
フ ラ ン ス 語 会 話 Ⅱ 1 1
フ ラ ン ス 語 会 話 Ⅲ 1 1
フ ラ ン ス 語 会 話 Ⅳ 1 1
フ ラ ン ス 語 文 化 Ⅰ 2 2
フ ラ ン ス 語 文 化 Ⅱ 2 2
フ ラ ン ス 語 文 化 Ⅲ 2 2
フ ラ ン ス 語 文 化 演 習 Ⅰ 2 2
フ ラ ン ス 語 文 化 演 習 Ⅱ 2 2
フ ラ ン ス 語 言 語 演 習 Ⅰ 2 2
フ ラ ン ス 語 言 語 演 習 Ⅱ 2 2
フランス語言語文化演習Ⅰ 2 2
フランス語言語文化演習Ⅱ 2 2
中国語
中 国 語 基 礎 Ⅰ 1 1
中 国 語 基 礎 Ⅱ 1 1
中 国 語 基 礎 Ⅲ 1 1
中 国 語 基 礎 Ⅳ 1 1
中 国 語 会 話 Ⅰ 1 1
中 国 語 会 話 Ⅱ 1 1
中 国 語 会 話 Ⅲ 1 1
中 国 語 会 話 Ⅳ 1 1
中 国 語 文 化 Ⅰ 2 2
中 国 語 文 化 Ⅱ 2 2
中 国 語 文 化 Ⅲ 2 2
中 国 語 文 化 演 習 Ⅰ 2 2
中 国 語 文 化 演 習 Ⅱ 2 2
中 国 語 言 語 演 習 Ⅰ 2 2

○印
必修 授 業 科 目 年 次 及 び 単 位 数 備 考1 2 3 4 計

中 国 語 言 語 演 習 Ⅱ 2 2
中 国 語 言 語 文 化 演 習 Ⅰ 2 2
中 国 語 言 語 文 化 演 習 Ⅱ 2 2
ロシア語
ロ シ ア 語 基 礎 Ⅰ 1 1
ロ シ ア 語 基 礎 Ⅱ 1 1
ロ シ ア 語 基 礎 Ⅲ 1 1
ロ シ ア 語 基 礎 Ⅳ 1 1
ロ シ ア 語 会 話 Ⅰ 1 1
ロ シ ア 語 会 話 Ⅱ 1 1
ロ シ ア 語 会 話 Ⅲ 1 1
ロ シ ア 語 会 話 Ⅳ 1 1
ロ シ ア 語 文 化 Ⅰ 2 2
ロ シ ア 語 文 化 Ⅱ 2 2
ロ シ ア 語 文 化 Ⅲ 2 2
ロ シ ア 語 文 化 演 習 Ⅰ 2 2
ロ シ ア 語 文 化 演 習 Ⅱ 2 2
ロ シ ア 語 言 語 演 習 Ⅰ 2 2
ロ シ ア 語 言 語 演 習 Ⅱ 2 2
ロ シ ア 語 言 語 文 化 演 習 Ⅰ 2 2
ロ シ ア 語 言 語 文 化 演 習 Ⅱ 2 2
韓国・朝鮮語
韓 国 ・ 朝 鮮 語 基 礎 Ⅰ 1 1
韓 国 ・ 朝 鮮 語 基 礎 Ⅱ 1 1
韓 国 ・ 朝 鮮 語 基 礎 Ⅲ 1 1
韓 国 ・ 朝 鮮 語 基 礎 Ⅳ 1 1
韓 国 ・ 朝 鮮 語 会 話 Ⅰ 1 1
韓 国 ・ 朝 鮮 語 会 話 Ⅱ 1 1
韓 国 ・ 朝 鮮 語 会 話 Ⅲ 1 1
韓 国 ・ 朝 鮮 語 会 話 Ⅳ 1 1
韓 国 ・ 朝 鮮 語 文 化 Ⅰ 2 2
韓 国 ・ 朝 鮮 語 文 化 Ⅱ 2 2
韓 国 ・ 朝 鮮 語 文 化 Ⅲ 2 2
韓 国・朝 鮮 語 文 化 演 習 Ⅰ 2 2
韓 国・朝 鮮 語 文 化 演 習 Ⅱ 2 2
韓 国・朝 鮮 語 言 語 演 習 Ⅰ 2 2
韓 国・朝 鮮 語 言 語 演 習 Ⅱ 2 2
韓国・朝鮮語言語文化演習Ⅰ 2 2
韓国・朝鮮語言語文化演習Ⅱ 2 2
身体
健 康 と ス ポ ー ツ の 科 学 Ⅰ 2 2
健 康 と ス ポ ー ツ の 科 学 Ⅱ 2 2
体 育 実 技 Ⅰ Ａ 1 1
体 育 実 技 Ⅰ Ｂ 1 1
体 育 実 技 Ⅱ Ａ 1 1
体 育 実 技 Ⅱ Ｂ 1 1
体 育 実 技 Ⅲ Ａ 1 1
体 育 実 技 Ⅲ Ｂ 1 1
体 育 実 技 Ⅳ Ａ 1 1
体 育 実 技 Ⅳ Ｂ 1 1
情報
コ ン ピ ュ ー タ 科 学 2 2
情 報 技 術 論 2 2
情 報 と 社 会 2 2

(⚒群 教 養 科 目) ⚒群 選択
人文科学
自己
哲 学 2 2
倫 理 学 Ⅰ 2 2
倫 理 学 Ⅱ 2 2
論 理 学 Ⅰ 2 2
論 理 学 Ⅱ 2 2
社 会 思 想 史 2 2
行 動 科 学 2 2
基 礎 心 理 学 2 2
人 間 関 係 論 2 2
文化
日 本 文 学 2 2
外 国 文 学 Ⅰ 2 2
外 国 文 学 Ⅱ 2 2
言 語 学 Ⅰ 2 2
言 語 学 Ⅱ 2 2
芸 術 論 Ⅰ 2 2
芸 術 論 Ⅱ 2 2
異文化コミュニケーション 2 2
現 代 文 化 論 2 2
歴史
歴 史 学 Ⅰ 2 2
歴 史 学 Ⅱ 2 2
歴 史 学 Ⅲ 2 2
歴 史 学 Ⅳ 2 2
考 古 学 2 2
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○印
必修 授 業 科 目 年 次 及 び 単 位 数 備 考1 2 3 4 計

人 文 科 学 特 別 講 義 2 2
社会科学
社会構造
経 済 学 2 2
政 治 学 2 2
社 会 学 2 2
マ ス コ ミ 論 2 2
生 涯 学 習 論 2 2
地域
地 理 学 2 2
人 類 学 2 2
地 誌 学 2 2
国 際 事 情 2 2
カ ナ ダ の 自 然 と 社 会 Ⅰ 2 2
カ ナ ダ の 自 然 と 社 会 Ⅱ 2 2
社 会 科 学 特 別 講 義 2 2
自然科学
環境
地 球 科 学 Ⅰ 2 2
地 球 科 学 Ⅱ 2 2
環 境 生 物 科 学 Ⅰ 2 2
環 境 生 物 科 学 Ⅱ 2 2
物 質 科 学 2 2
物 質 環 境 科 学 2 2
宇 宙 科 学 Ⅰ 2 2
宇 宙 科 学 Ⅱ 2 2
普遍性
数 学 概 論 Ⅰ 2 2
数 学 概 論 Ⅱ 2 2
統 計 学 Ⅰ 2 2
統 計 学 Ⅱ 2 2
物 理 学 概 論 2 2
自 然 科 学 特 別 講 義 2 2
北海道学
北 海 道 史 2 2
北 方 圏 文 化 論 2 2
北 海 道 文 学 2 2
ア イ ヌ の 言 語 と 文 化 2 2
大 学 史 2 2
北 海 道 学 特 別 講 義 2 2
開 発 研 究 所 特 別 講 義 2 2
教 養 科 目 特 別 講 義 2 2
(⚓群 基 礎 教 育 演 習) ⚓群～13群より68単位
基 礎 演 習 4 4 必修

（⚔群 入 門 講 義)
ア カ デ ミ ッ ク・ス キ ル ズ 2 2
法 学 入 門 2 2 ⚔群～⚗群より52単位
政 治 学 入 門 2 2 必修

（⚕群 基 礎 講 義)
民 法 基 礎 2 2
刑 法 基 礎 2 2
憲 法 Ⅰ 4 4 （日本国憲法2単位含む）
民 法 Ⅰ 4 4
現 代 政 治 学 4 4

（⚖群 法 律 学 基 礎 講 義)
憲 法 Ⅱ 4 4
行 政 法 Ⅰ 4 4
民 法 Ⅱ 4 4
民 法 Ⅲ 4 4
民 法 Ⅳ 4 4
刑 法 Ⅰ 4 4
刑 法 Ⅱ 4 4
商 法 Ⅰ 4 4

（⚗群 法 律 学 専 門 講 義)
行 政 法 Ⅱ 4 4
民 法 Ⅴ 4 4
商 法 Ⅱ 4 4
商 法 Ⅲ 4 4
労 働 法 4 4
経 済 法 4 4
国 際 法 4 4
国 際 私 法 4 4
民 事 訴 訟 法 Ⅰ 4 4
民 事 訴 訟 法 Ⅱ 4 4
刑 事 訴 訟 法 4 4
法 哲 学 4 4
西 洋 法 制 史 4 4
日 本 法 制 史 4 4
法 思 想 史 2 2

（⚘群 法 律 学 応 用 講 義)
法 律 学 応 用 講 義 2 2

（⚙群 専 門 演 習)
演 習 Ⅰ 4 4
演 習 Ⅱ 4 4
演 習 Ⅲ 4 4

（10群 講 読)
外 国 書 講 読 Ⅰ 2 2
外 国 書 講 読 Ⅱ 2 2
外 国 書 講 読 Ⅲ 2 2
外 国 書 講 読 Ⅳ 2 2

（11群 卒 業 研 究)
卒 業 研 究 4 4

○印
必修 授 業 科 目 年 次 及 び 単 位 数 備 考1 2 3 4 計

（12群 政 治 学 講 義)
行 政 学 4 4
西 洋 政 治 史 4 4
国 際 政 治 学 4 4
政 治 過 程 論 4 4
公 共 政 策 論 4 4
地 方 自 治 論 4 4
社 会 調 査 Ⅰ 2 2
社 会 調 査 Ⅱ 2 2
比 較 政 治 学 4 4
ジ ャ ー ナ リ ズ ム 論 4 4
日 本 政 治 史 4 4
政 治 思 想 史 4 4
地 域 研 究 4 4
国 際 公 共 政 策 4 4
国 際 機 構 論 2 2
北 海 道 政 治・行 政 史 Ⅰ 2 2
北 海 道 政 治・行 政 史 Ⅱ 2 2
政 治 学 特 殊 講 義 2 2

（13群 総 合 応 用 講 義)
総 合 応 用 講 義 2 2
他 大 学 修 得 科 目（専 門) 2 2

（14群 関 連 講 義) 14群 選択
社 会 経 済 学 Ⅰ 2 2
社 会 経 済 学 Ⅱ 2 2
ミ ク ロ 経 済 学 Ⅰ 2 2
ミ ク ロ 経 済 学 Ⅱ 2 2
労 働 経 済 論 Ⅰ 2 2
労 働 経 済 論 Ⅱ 2 2
マ ク ロ 経 済 学 Ⅰ 2 2
マ ク ロ 経 済 学 Ⅱ 2 2
財 政 学 Ⅰ 2 2
財 政 学 Ⅱ 2 2
経 済 政 策 Ⅰ 2 2
経 済 政 策 Ⅱ 2 2
社 会 政 策 Ⅰ 2 2
社 会 政 策 Ⅱ 2 2
日 本 経 済 史 Ⅰ 2 2
日 本 経 済 史 Ⅱ 2 2
国 際 経 済 論 Ⅰ 2 2
国 際 経 済 論 Ⅱ 2 2
地 方 財 政 論 Ⅰ 2 2
地 方 財 政 論 Ⅱ 2 2
日 本 史 2 2
西 洋 史 2 2
東 洋 史 2 2
文 化 人 類 学 2 2
他 大 学 修 得 科 目（一 般) 2 2

（15群 グローバルセミナー)
グ ロ ー バ ル セ ミ ナ ー Ⅰ 2 2 グローバルセミナーⅣ

の単位は，14，17，20
または23単位認定の場
合はすべて，24単位認
定の場合は21単位，21
または28単位認定の場
合は18単位を卒業要件
単位に算入する。

グ ロ ー バ ル セ ミ ナ ー Ⅱ 1 1
グ ロ ー バ ル セ ミ ナ ー Ⅲ 14 14
グ ロ ー バ ル セ ミ ナ ー Ⅳ 14～28 14～28
領事館インターンシップⅠ 1 1
領事館インターンシップⅡ 1 1

計 204
171
～
185

48 32 583
～
597

卒業総単位数
128単位以上128

自由科目
○印
必修 授 業 科 目 年 次 及 び 単 位 数 備 考1 2 3 4 計

キャリア形成科目
キ ャ リ ア・ガ イ ダ ン ス 1 1
イ ン タ ー ン シ ッ プ 2 2
NPO イ ン タ ー ン シ ッ プ Ⅰ 1 1
NPO イ ン タ ー ン シ ッ プ Ⅱ 1 1
検定外国語科目
検 定 外 国 語 Ⅰ 1 1
検 定 外 国 語 Ⅱ 1 1
検 定 外 国 語 Ⅲ 1 1
検 定 外 国 語 Ⅳ 1 1
体験型科目
海 外 文 化 Ⅰ 1 1
海 外 文 化 Ⅱ 1 1
海 外 文 化 Ⅲ 1 1
海 外 文 化 Ⅳ 1 1

計 9 4 13

留学生科目（外国人留学生・海外帰国生徒科目）
○印
必修 授 業 科 目 年 次 及 び 単 位 数 備 考1 2 3 4 計

〈代替科目〉 修得単位は，2群の
教養科目に算入する日 本 語 演 習 Ⅰ 2 2

日 本 語 読 解 ・ 構 文 Ⅰ 2 2
日 本 語 文 章 表 現 Ⅰ 2 2
日 本 語 演 習 Ⅱ 2 2
日 本 語 読 解 ・ 構 文 Ⅱ 2 2
日 本 語 文 章 表 現 Ⅱ 2 2
日 本 語 演 習 Ⅲ 2 2
日 本 事 情 Ⅰ 2 2
日 本 語 演 習 Ⅳ 2 2
日 本 事 情 Ⅱ 2 2

計 12 8 20
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別表⚕ 法学部⚑部
⑵ 法学部⚑年次及び政治学科

○印
必修 授 業 科 目 年 次 及 び 単 位 数 備 考1 2 3 4 計

(⚑群 基 盤 科 目) ⚑群 選択
言語
英語
英 語 リ ー デ ィ ン グ Ⅰ 1 1
英 語 リ ー デ ィ ン グ Ⅱ 1 1
英 語 リ ー デ ィ ン グ Ⅲ 1 1
英 語 リ ー デ ィ ン グ Ⅳ 1 1
英語コミュニケーションⅠ 1 1
英語コミュニケーションⅡ 1 1
英語コミュニケーションⅢ 1 1
英語コミュニケーションⅣ 1 1
英 語 特 講 Ⅰ 1 1
英 語 特 講 Ⅱ 1 1
英 語 特 講 Ⅲ 1 1
英 語 特 講 Ⅳ 1 1
英 語 ラ イ テ ィ ン グ Ⅰ 1 1
英 語 ラ イ テ ィ ン グ Ⅱ 1 1
英 語 ラ イ テ ィ ン グ Ⅲ 1 1
英 語 ラ イ テ ィ ン グ Ⅳ 1 1
英 語 文 化 演 習 Ⅰ Ａ 2 2
英 語 文 化 演 習 Ⅰ Ｂ 2 2
英 語 文 化 演 習 Ⅰ Ｃ 2 2
英 語 文 化 演 習 Ⅱ Ａ 2 2
英 語 文 化 演 習 Ⅱ Ｂ 2 2
英 語 文 化 演 習 Ⅱ Ｃ 2 2
英語以外の外国語
共通
世 界 の 言 語 と 文 化 2 2
ドイツ語
ド イ ツ 語 基 礎 Ⅰ 1 1
ド イ ツ 語 基 礎 Ⅱ 1 1
ド イ ツ 語 基 礎 Ⅲ 1 1
ド イ ツ 語 基 礎 Ⅳ 1 1
ド イ ツ 語 会 話 Ⅰ 1 1
ド イ ツ 語 会 話 Ⅱ 1 1
ド イ ツ 語 会 話 Ⅲ 1 1
ド イ ツ 語 会 話 Ⅳ 1 1
ド イ ツ 語 文 化 Ⅰ 2 2
ド イ ツ 語 文 化 Ⅱ 2 2
ド イ ツ 語 文 化 Ⅲ 2 2
ド イ ツ 語 文 化 演 習 Ⅰ 2 2
ド イ ツ 語 文 化 演 習 Ⅱ 2 2
ド イ ツ 語 言 語 演 習 Ⅰ 2 2
ド イ ツ 語 言 語 演 習 Ⅱ 2 2
ド イ ツ 語 言 語 文 化 演 習 Ⅰ 2 2
ド イ ツ 語 言 語 文 化 演 習 Ⅱ 2 2
フランス語
フ ラ ン ス 語 基 礎 Ⅰ 1 1
フ ラ ン ス 語 基 礎 Ⅱ 1 1
フ ラ ン ス 語 基 礎 Ⅲ 1 1
フ ラ ン ス 語 基 礎 Ⅳ 1 1
フ ラ ン ス 語 会 話 Ⅰ 1 1
フ ラ ン ス 語 会 話 Ⅱ 1 1
フ ラ ン ス 語 会 話 Ⅲ 1 1
フ ラ ン ス 語 会 話 Ⅳ 1 1
フ ラ ン ス 語 文 化 Ⅰ 2 2
フ ラ ン ス 語 文 化 Ⅱ 2 2
フ ラ ン ス 語 文 化 Ⅲ 2 2
フ ラ ン ス 語 文 化 演 習 Ⅰ 2 2
フ ラ ン ス 語 文 化 演 習 Ⅱ 2 2
フ ラ ン ス 語 言 語 演 習 Ⅰ 2 2
フ ラ ン ス 語 言 語 演 習 Ⅱ 2 2
フランス語言語文化演習Ⅰ 2 2
フランス語言語文化演習Ⅱ 2 2
中国語
中 国 語 基 礎 Ⅰ 1 1
中 国 語 基 礎 Ⅱ 1 1
中 国 語 基 礎 Ⅲ 1 1
中 国 語 基 礎 Ⅳ 1 1
中 国 語 会 話 Ⅰ 1 1
中 国 語 会 話 Ⅱ 1 1
中 国 語 会 話 Ⅲ 1 1
中 国 語 会 話 Ⅳ 1 1
中 国 語 文 化 Ⅰ 2 2
中 国 語 文 化 Ⅱ 2 2
中 国 語 文 化 Ⅲ 2 2
中 国 語 文 化 演 習 Ⅰ 2 2
中 国 語 文 化 演 習 Ⅱ 2 2
中 国 語 言 語 演 習 Ⅰ 2 2
中 国 語 言 語 演 習 Ⅱ 2 2
中 国 語 言 語 文 化 演 習 Ⅰ 2 2
中 国 語 言 語 文 化 演 習 Ⅱ 2 2
ロシア語
ロ シ ア 語 基 礎 Ⅰ 1 1
ロ シ ア 語 基 礎 Ⅱ 1 1
ロ シ ア 語 基 礎 Ⅲ 1 1

○印
必修 授 業 科 目 年 次 及 び 単 位 数 備 考1 2 3 4 計

ロ シ ア 語 基 礎 Ⅳ 1 1
ロ シ ア 語 会 話 Ⅰ 1 1
ロ シ ア 語 会 話 Ⅱ 1 1
ロ シ ア 語 会 話 Ⅲ 1 1
ロ シ ア 語 会 話 Ⅳ 1 1
ロ シ ア 語 文 化 Ⅰ 2 2
ロ シ ア 語 文 化 Ⅱ 2 2
ロ シ ア 語 文 化 Ⅲ 2 2
ロ シ ア 語 文 化 演 習 Ⅰ 2 2
ロ シ ア 語 文 化 演 習 Ⅱ 2 2
ロ シ ア 語 言 語 演 習 Ⅰ 2 2
ロ シ ア 語 言 語 演 習 Ⅱ 2 2
ロ シ ア 語 言 語 文 化 演 習 Ⅰ 2 2
ロ シ ア 語 言 語 文 化 演 習 Ⅱ 2 2
韓国・朝鮮語
韓 国 ・ 朝 鮮 語 基 礎 Ⅰ 1 1
韓 国 ・ 朝 鮮 語 基 礎 Ⅱ 1 1
韓 国 ・ 朝 鮮 語 基 礎 Ⅲ 1 1
韓 国 ・ 朝 鮮 語 基 礎 Ⅳ 1 1
韓 国 ・ 朝 鮮 語 会 話 Ⅰ 1 1
韓 国 ・ 朝 鮮 語 会 話 Ⅱ 1 1
韓 国 ・ 朝 鮮 語 会 話 Ⅲ 1 1
韓 国 ・ 朝 鮮 語 会 話 Ⅳ 1 1
韓 国 ・ 朝 鮮 語 文 化 Ⅰ 2 2
韓 国 ・ 朝 鮮 語 文 化 Ⅱ 2 2
韓 国 ・ 朝 鮮 語 文 化 Ⅲ 2 2
韓 国・朝 鮮 語 文 化 演 習 Ⅰ 2 2
韓 国・朝 鮮 語 文 化 演 習 Ⅱ 2 2
韓 国・朝 鮮 語 言 語 演 習 Ⅰ 2 2
韓 国・朝 鮮 語 言 語 演 習 Ⅱ 2 2
韓国・朝鮮語言語文化演習Ⅰ 2 2
韓国・朝鮮語言語文化演習Ⅱ 2 2
身体
健 康 と ス ポ ー ツ の 科 学 Ⅰ 2 2
健 康 と ス ポ ー ツ の 科 学 Ⅱ 2 2
体 育 実 技 Ⅰ Ａ 1 1
体 育 実 技 Ⅰ Ｂ 1 1
体 育 実 技 Ⅱ Ａ 1 1
体 育 実 技 Ⅱ Ｂ 1 1
体 育 実 技 Ⅲ Ａ 1 1
体 育 実 技 Ⅲ Ｂ 1 1
体 育 実 技 Ⅳ Ａ 1 1
体 育 実 技 Ⅳ Ｂ 1 1
情報
コ ン ピ ュ ー タ 科 学 2 2
情 報 技 術 論 2 2
情 報 と 社 会 2 2
(⚒群 教 養 科 目) ⚒群 選択
人文科学
自己
哲 学 2 2
倫 理 学 Ⅰ 2 2
倫 理 学 Ⅱ 2 2
論 理 学 Ⅰ 2 2
論 理 学 Ⅱ 2 2
社 会 思 想 史 2 2
行 動 科 学 2 2
基 礎 心 理 学 2 2
人 間 関 係 論 2 2
文化
日 本 文 学 2 2
外 国 文 学 Ⅰ 2 2
外 国 文 学 Ⅱ 2 2
言 語 学 Ⅰ 2 2
言 語 学 Ⅱ 2 2
芸 術 論 Ⅰ 2 2
芸 術 論 Ⅱ 2 2
異文化コミュニケーション 2 2
現 代 文 化 論 2 2
歴史
歴 史 学 Ⅰ 2 2
歴 史 学 Ⅱ 2 2
歴 史 学 Ⅲ 2 2
歴 史 学 Ⅳ 2 2
考 古 学 2 2
人 文 科 学 特 別 講 義 2 2
社会科学
社会構造
経 済 学 2 2
政 治 学 2 2
社 会 学 2 2
マ ス コ ミ 論 2 2
生 涯 学 習 論 2 2
地域
地 理 学 2 2
人 類 学 2 2
地 誌 学 2 2
国 際 事 情 2 2
カ ナ ダ の 自 然 と 社 会 Ⅰ 2 2
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○印
必修 授 業 科 目 年 次 及 び 単 位 数 備 考1 2 3 4 計

カ ナ ダ の 自 然 と 社 会 Ⅱ 2 2
社 会 科 学 特 別 講 義 2 2
自然科学
環境
地 球 科 学 Ⅰ 2 2
地 球 科 学 Ⅱ 2 2
環 境 生 物 科 学 Ⅰ 2 2
環 境 生 物 科 学 Ⅱ 2 2
物 質 科 学 2 2
物 質 環 境 科 学 2 2
宇 宙 科 学 Ⅰ 2 2
宇 宙 科 学 Ⅱ 2 2
普遍性
数 学 概 論 Ⅰ 2 2
数 学 概 論 Ⅱ 2 2
統 計 学 Ⅰ 2 2
統 計 学 Ⅱ 2 2
物 理 学 概 論 2 2
自 然 科 学 特 別 講 義 2 2
北海道学
北 海 道 史 2 2
北 方 圏 文 化 論 2 2
北 海 道 文 学 2 2
ア イ ヌ の 言 語 と 文 化 2 2
大 学 史 2 2
北 海 道 学 特 別 講 義 2 2
開 発 研 究 所 特 別 講 義 2 2
教 養 科 目 特 別 講 義 2 2
(⚓群 基 礎 教 育 演 習) ⚓群～13群より68単位
基 礎 演 習 4 4 必修

（⚔群 入 門 講 義)
ア カ デ ミ ッ ク・ス キ ル ズ 2 2
政 治 学 入 門 2 2 ⚔群～⚗群より44単位
法 学 入 門 2 2 必修

（⚕群 基 礎 講 義)
民 法 基 礎 2 2
刑 法 基 礎 2 2
現 代 政 治 学 4 4
憲 法 Ⅰ 4 4 （日本国憲法⚒単位含む）
民 法 Ⅰ 4 4

（⚖群 政 治 学 基 礎 講 義)
行 政 学 4 4
西 洋 政 治 史 4 4
国 際 政 治 学 4 4
政 治 過 程 論 4 4
憲 法 Ⅱ 4 4
行 政 法 Ⅰ 4 4
公 共 政 策 論 4 4
地 方 自 治 論 4 4

（⚗群 政 治 学 専 門 講 義)
日 本 政 治 史 4 4
政 治 思 想 史 4 4
比 較 政 治 学 4 4
ジ ャ ー ナ リ ズ ム 論 4 4
地 域 研 究 4 4
国 際 公 共 政 策 4 4
行 政 法 Ⅱ 4 4
国 際 法 4 4
社 会 調 査 Ⅰ 2 2
社 会 調 査 Ⅱ 2 2
国 際 機 構 論 2 2
北 海 道 政 治・行 政 史 Ⅰ 2 2
北 海 道 政 治・行 政 史 Ⅱ 2 2

（⚘群 政 治 学 応 用 講 義)
政 治 学 特 殊 講 義 2 2

（⚙群 専 門 演 習)
演 習 Ⅰ 4 4
演 習 Ⅱ 4 4
演 習 Ⅲ 4 4

（10群 講 読)
外 国 書 講 読 Ⅰ 2 2
外 国 書 講 読 Ⅱ 2 2
外 国 書 講 読 Ⅲ 2 2
外 国 書 講 読 Ⅳ 2 2

（11群 卒 業 研 究)
卒 業 研 究 4 4

（12群 法 律 学 講 義)
民 法 Ⅱ 4 4
民 法 Ⅲ 4 4
民 法 Ⅳ 4 4
民 法 Ⅴ 4 4
刑 法 Ⅰ 4 4
刑 法 Ⅱ 4 4
商 法 Ⅰ 4 4
商 法 Ⅱ 4 4
商 法 Ⅲ 4 4
民 事 訴 訟 法 Ⅰ 4 4

○印
必修 授 業 科 目 年 次 及 び 単 位 数 備 考1 2 3 4 計

民 事 訴 訟 法 Ⅱ 4 4
刑 事 訴 訟 法 4 4
労 働 法 4 4
経 済 法 4 4
国 際 私 法 4 4
法 哲 学 4 4
西 洋 法 制 史 4 4
日 本 法 制 史 4 4
法 思 想 史 2 2
法 律 学 応 用 講 義 2 2

（13群 総 合 応 用 講 義)
総 合 応 用 講 義 2 2
他 大 学 修 得 科 目（専 門) 2 2

（14群 関 連 講 義) 14群 選択
社 会 経 済 学 Ⅰ 2 2
社 会 経 済 学 Ⅱ 2 2
ミ ク ロ 経 済 学 Ⅰ 2 2
ミ ク ロ 経 済 学 Ⅱ 2 2
労 働 経 済 論 Ⅰ 2 2
労 働 経 済 論 Ⅱ 2 2
マ ク ロ 経 済 学 Ⅰ 2 2
マ ク ロ 経 済 学 Ⅱ 2 2
財 政 学 Ⅰ 2 2
財 政 学 Ⅱ 2 2
経 済 政 策 Ⅰ 2 2
経 済 政 策 Ⅱ 2 2
社 会 政 策 Ⅰ 2 2
社 会 政 策 Ⅱ 2 2
日 本 経 済 史 Ⅰ 2 2
日 本 経 済 史 Ⅱ 2 2
国 際 経 済 論 Ⅰ 2 2
国 際 経 済 論 Ⅱ 2 2
地 方 財 政 論 Ⅰ 2 2
地 方 財 政 論 Ⅱ 2 2
日 本 史 2 2
西 洋 史 2 2
東 洋 史 2 2
文 化 人 類 学 2 2
他 大 学 修 得 科 目（一 般) 2 2

（15群 グローバルセミナー)
グ ロ ー バ ル セ ミ ナ ー Ⅰ 2 2 グローバルセミナーⅣ

の単位は，14，17，20
または23単位認定の場
合はすべて，24単位認
定の場合は21単位，21
または28単位認定の場
合は18単位を卒業要件
単位に算入する。

グ ロ ー バ ル セ ミ ナ ー Ⅱ 1 1
グ ロ ー バ ル セ ミ ナ ー Ⅲ 14 14
グ ロ ー バ ル セ ミ ナ ー Ⅳ 14～28 14～28
領事館インターンシップⅠ 1 1
領事館インターンシップⅡ 1 1

計 204
171
～
185

48 32 583
～
597

卒業総単位数
128単位以上128

自由科目
○印
必修 授 業 科 目 年 次 及 び 単 位 数 備 考1 2 3 4 計

キャリア形成科目
キ ャ リ ア・ガ イ ダ ン ス 1 1
イ ン タ ー ン シ ッ プ 2 2
NPO イ ン タ ー ン シ ッ プ Ⅰ 1 1
NPO イ ン タ ー ン シ ッ プ Ⅱ 1 1
検定外国語科目
検 定 外 国 語 Ⅰ 1 1
検 定 外 国 語 Ⅱ 1 1
検 定 外 国 語 Ⅲ 1 1
検 定 外 国 語 Ⅳ 1 1
体験型科目
海 外 文 化 Ⅰ 1 1
海 外 文 化 Ⅱ 1 1
海 外 文 化 Ⅲ 1 1
海 外 文 化 Ⅳ 1 1

計 9 4 13

留学生科目（外国人留学生・海外帰国生徒科目）
○印
必修 授 業 科 目 年 次 及 び 単 位 数 備 考1 2 3 4 計

〈代替科目〉 修得単位は，⚒群の
教養科目に算入する日 本 語 演 習 Ⅰ 2 2

日 本 語 読 解 ・ 構 文 Ⅰ 2 2
日 本 語 文 章 表 現 Ⅰ 2 2
日 本 語 演 習 Ⅱ 2 2
日 本 語 読 解 ・ 構 文 Ⅱ 2 2
日 本 語 文 章 表 現 Ⅱ 2 2
日 本 語 演 習 Ⅲ 2 2
日 本 事 情 Ⅰ 2 2
日 本 語 演 習 Ⅳ 2 2
日 本 事 情 Ⅱ 2 2

計 12 8 20
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別表⚖ 法学部⚒部
⑴ 法学部⚑年次及び法律学科

○印
必修 授 業 科 目 年 次 及 び 単 位 数 備 考1 2 3 4 計

(⚑群 基 盤 科 目) ⚑群 選択
言語
英語
英 語 リ ー デ ィ ン グ Ⅰ 1 1
英 語 リ ー デ ィ ン グ Ⅱ 1 1
英語コミュニケーションⅠ 1 1
英語コミュニケーションⅡ 1 1
英 語 特 講 Ⅰ 1 1
英 語 特 講 Ⅱ 1 1
英 語 特 講 Ⅲ 1 1
英 語 特 講 Ⅳ 1 1
英 語 文 化 演 習 Ⅰ Ａ 2 2
英 語 文 化 演 習 Ⅰ Ｂ 2 2
英 語 文 化 演 習 Ⅱ Ａ 2 2
英 語 文 化 演 習 Ⅱ Ｂ 2 2
英語以外の外国語
共通
世 界 の 言 語 と 文 化 2 2
ドイツ語
ド イ ツ 語 基 礎 Ⅰ 1 1
ド イ ツ 語 基 礎 Ⅱ 1 1
ド イ ツ 語 基 礎 Ⅲ 1 1
ド イ ツ 語 基 礎 Ⅳ 1 1
ド イ ツ 語 会 話 Ⅰ 1 1
ド イ ツ 語 会 話 Ⅱ 1 1
ド イ ツ 語 会 話 Ⅲ 1 1
ド イ ツ 語 会 話 Ⅳ 1 1
ド イ ツ 語 文 化 Ⅰ 2 2
ド イ ツ 語 文 化 演 習 Ⅰ 2 2
ド イ ツ 語 文 化 演 習 Ⅱ 2 2
ド イ ツ 語 言 語 演 習 Ⅰ 2 2
ド イ ツ 語 言 語 演 習 Ⅱ 2 2
フランス語
フ ラ ン ス 語 基 礎 Ⅰ 1 1
フ ラ ン ス 語 基 礎 Ⅱ 1 1
フ ラ ン ス 語 基 礎 Ⅲ 1 1
フ ラ ン ス 語 基 礎 Ⅳ 1 1
フ ラ ン ス 語 会 話 Ⅰ 1 1
フ ラ ン ス 語 会 話 Ⅱ 1 1
フ ラ ン ス 語 会 話 Ⅲ 1 1
フ ラ ン ス 語 会 話 Ⅳ 1 1
フ ラ ン ス 語 文 化 Ⅰ 2 2
フ ラ ン ス 語 文 化 演 習 Ⅰ 2 2
フ ラ ン ス 語 文 化 演 習 Ⅱ 2 2
フ ラ ン ス 語 言 語 演 習 Ⅰ 2 2
フ ラ ン ス 語 言 語 演 習 Ⅱ 2 2
中国語
中 国 語 基 礎 Ⅰ 1 1
中 国 語 基 礎 Ⅱ 1 1
中 国 語 基 礎 Ⅲ 1 1
中 国 語 基 礎 Ⅳ 1 1
中 国 語 会 話 Ⅰ 1 1
中 国 語 会 話 Ⅱ 1 1
中 国 語 会 話 Ⅲ 1 1
中 国 語 会 話 Ⅳ 1 1
中 国 語 文 化 Ⅰ 2 2
中 国 語 文 化 演 習 Ⅰ 2 2
中 国 語 文 化 演 習 Ⅱ 2 2
中 国 語 言 語 演 習 Ⅰ 2 2
中 国 語 言 語 演 習 Ⅱ 2 2
ロシア語
ロ シ ア 語 基 礎 Ⅰ 1 1
ロ シ ア 語 基 礎 Ⅱ 1 1
ロ シ ア 語 基 礎 Ⅲ 1 1
ロ シ ア 語 基 礎 Ⅳ 1 1
ロ シ ア 語 会 話 Ⅰ 1 1
ロ シ ア 語 会 話 Ⅱ 1 1
ロ シ ア 語 会 話 Ⅲ 1 1
ロ シ ア 語 会 話 Ⅳ 1 1
ロ シ ア 語 文 化 Ⅰ 2 2
ロ シ ア 語 文 化 演 習 Ⅰ 2 2
ロ シ ア 語 文 化 演 習 Ⅱ 2 2
ロ シ ア 語 言 語 演 習 Ⅰ 2 2
ロ シ ア 語 言 語 演 習 Ⅱ 2 2
韓国・朝鮮語
韓 国 ・ 朝 鮮 語 基 礎 Ⅰ 1 1
韓 国 ・ 朝 鮮 語 基 礎 Ⅱ 1 1
韓 国 ・ 朝 鮮 語 基 礎 Ⅲ 1 1
韓 国 ・ 朝 鮮 語 基 礎 Ⅳ 1 1
韓 国 ・ 朝 鮮 語 会 話 Ⅰ 1 1
韓 国 ・ 朝 鮮 語 会 話 Ⅱ 1 1
韓 国 ・ 朝 鮮 語 会 話 Ⅲ 1 1
韓 国 ・ 朝 鮮 語 会 話 Ⅳ 1 1
韓 国 ・ 朝 鮮 語 文 化 Ⅰ 2 2
韓 国・朝 鮮 語 文 化 演 習 Ⅰ 2 2
韓 国・朝 鮮 語 文 化 演 習 Ⅱ 2 2
韓 国・朝 鮮 語 言 語 演 習 Ⅰ 2 2
韓 国・朝 鮮 語 言 語 演 習 Ⅱ 2 2
身体
健 康 と ス ポ ー ツ の 科 学 Ⅰ 2 2
健 康 と ス ポ ー ツ の 科 学 Ⅱ 2 2
体 育 実 技 Ⅰ Ａ 1 1
体 育 実 技 Ⅰ Ｂ 1 1
体 育 実 技 Ⅱ Ａ 1 1
体 育 実 技 Ⅱ Ｂ 1 1

○印
必修 授 業 科 目 年 次 及 び 単 位 数 備 考1 2 3 4 計

情報
コ ン ピ ュ ー タ 科 学 2 2
情 報 技 術 論 2 2
情 報 と 社 会 2 2
(⚒群 教 養 科 目) ⚒群 選択
人文科学
自己
哲 学 2 2
倫 理 学 Ⅰ 2 2
倫 理 学 Ⅱ 2 2
論 理 学 Ⅰ 2 2
論 理 学 Ⅱ 2 2
社 会 思 想 史 2 2
行 動 科 学 2 2
基 礎 心 理 学 2 2
人 間 関 係 論 2 2
文化
日 本 文 学 2 2
外 国 文 学 Ⅰ 2 2
外 国 文 学 Ⅱ 2 2
言 語 学 Ⅰ 2 2
言 語 学 Ⅱ 2 2
芸 術 論 Ⅰ 2 2
芸 術 論 Ⅱ 2 2
異文化コミュニケーション 2 2
現 代 文 化 論 2 2
歴史
歴 史 学 Ⅰ 2 2
歴 史 学 Ⅱ 2 2
歴 史 学 Ⅲ 2 2
歴 史 学 Ⅳ 2 2
考 古 学 2 2
人 文 科 学 特 別 講 義 2 2
社会科学
社会構造
経 済 学 2 2
政 治 学 2 2
社 会 学 2 2
マ ス コ ミ 論 2 2
生 涯 学 習 論 2 2
地域
地 理 学 2 2
人 類 学 2 2
地 誌 学 2 2
国 際 事 情 2 2
カ ナ ダ の 自 然 と 社 会 Ⅰ 2 2
カ ナ ダ の 自 然 と 社 会 Ⅱ 2 2
社 会 科 学 特 別 講 義 2 2
自然科学
環境
地 球 科 学 Ⅰ 2 2
地 球 科 学 Ⅱ 2 2
環 境 生 物 科 学 Ⅰ 2 2
環 境 生 物 科 学 Ⅱ 2 2
物 質 科 学 2 2
物 質 環 境 科 学 2 2
宇 宙 科 学 Ⅰ 2 2
宇 宙 科 学 Ⅱ 2 2
普遍性
数 学 概 論 Ⅰ 2 2
数 学 概 論 Ⅱ 2 2
統 計 学 Ⅰ 2 2
統 計 学 Ⅱ 2 2
物 理 学 概 論 2 2
自 然 科 学 特 別 講 義 2 2
北海道学
北 海 道 史 2 2
北 方 圏 文 化 論 2 2
北 海 道 文 学 2 2
ア イ ヌ の 言 語 と 文 化 2 2
大 学 史 2 2
北 海 道 学 特 別 講 義 2 2
開 発 研 究 所 特 別 講 義 2 2
教 養 科 目 特 別 講 義 2 2
(⚓群 基 礎 教 育 演 習) ⚓群～13群より68単位
基 礎 演 習 4 4 必修

（⚔群 入 門 講 義）
ア カ デ ミ ッ ク・ス キ ル ズ 2 2
法 学 入 門 2 2 ⚔群～⚗群より52単位
政 治 学 入 門 2 2 必修

（⚕群 基 礎 講 義)
民 法 基 礎 2 2
刑 法 基 礎 2 2
憲 法 Ⅰ 4 4 （日本国憲法⚒単位含む）
民 法 Ⅰ 4 4
現 代 政 治 学 4 4

（⚖群 法 律 学 基 礎 講 義)
憲 法 Ⅱ 4 4
行 政 法 Ⅰ 4 4
民 法 Ⅱ 4 4
民 法 Ⅲ 4 4
民 法 Ⅳ 4 4
刑 法 Ⅰ 4 4
刑 法 Ⅱ 4 4
商 法 Ⅰ 4 4
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○印
必修 授 業 科 目 年 次 及 び 単 位 数 備 考1 2 3 4 計

（⚗群 法 律 学 専 門 講 義)
行 政 法 Ⅱ 4 4
民 法 Ⅴ 4 4
商 法 Ⅱ 4 4
商 法 Ⅲ 4 4
労 働 法 4 4
経 済 法 4 4
国 際 法 4 4
国 際 私 法 4 4
民 事 訴 訟 法 Ⅰ 4 4
民 事 訴 訟 法 Ⅱ 4 4
刑 事 訴 訟 法 4 4
法 哲 学 4 4
西 洋 法 制 史 4 4
日 本 法 制 史 4 4
法 思 想 史 2 2

（⚘群 法 律 学 応 用 講 義)
法 律 学 応 用 講 義 2 2

（⚙群 専 門 演 習)
演 習 Ⅰ 4 4
演 習 Ⅱ 4 4
演 習 Ⅲ 4 4

（10群 講 読)
外 国 書 講 読 Ⅰ 2 2
外 国 書 講 読 Ⅱ 2 2
外 国 書 講 読 Ⅲ 2 2
外 国 書 講 読 Ⅳ 2 2

（11群 卒 業 研 究)
卒 業 研 究 4 4

（12群 政 治 学 講 義)
行 政 学 4 4
西 洋 政 治 史 4 4
国 際 政 治 学 4 4
政 治 過 程 論 4 4
公 共 政 策 論 4 4
地 方 自 治 論 4 4
社 会 調 査 Ⅰ 2 2
社 会 調 査 Ⅱ 2 2
比 較 政 治 学 4 4
ジ ャ ー ナ リ ズ ム 論 4 4
日 本 政 治 史 4 4
政 治 思 想 史 4 4
地 域 研 究 4 4
国 際 公 共 政 策 4 4
国 際 機 構 論 2 2
北 海 道 政 治・行 政 史 Ⅰ 2 2
北 海 道 政 治・行 政 史 Ⅱ 2 2
政 治 学 特 殊 講 義 2 2

（13群 総 合 応 用 講 義)
総 合 応 用 講 義 2 2
他 大 学 修 得 科 目（専 門) 2 2

（14群 関 連 講 義) 14群 選択
社 会 経 済 学 Ⅰ 2 2
社 会 経 済 学 Ⅱ 2 2
ミ ク ロ 経 済 学 Ⅰ 2 2
ミ ク ロ 経 済 学 Ⅱ 2 2
労 働 経 済 論 Ⅰ 2 2
労 働 経 済 論 Ⅱ 2 2
マ ク ロ 経 済 学 Ⅰ 2 2
マ ク ロ 経 済 学 Ⅱ 2 2
財 政 学 Ⅰ 2 2
財 政 学 Ⅱ 2 2
経 済 政 策 Ⅰ 2 2
経 済 政 策 Ⅱ 2 2
社 会 政 策 Ⅰ 2 2
社 会 政 策 Ⅱ 2 2
日 本 経 済 史 Ⅰ 2 2
日 本 経 済 史 Ⅱ 2 2
国 際 経 済 論 Ⅰ 2 2
国 際 経 済 論 Ⅱ 2 2
地 方 財 政 論 Ⅰ 2 2
地 方 財 政 論 Ⅱ 2 2
日 本 史 2 2
西 洋 史 2 2
東 洋 史 2 2
文 化 人 類 学 2 2
他 大 学 修 得 科 目（一 般) 2 2

（15群 グローバルセミナー)
グ ロ ー バ ル セ ミ ナ ー Ⅰ 2 2 ＊グローバルセミナー

Ⅳの単位は，14，17，
20または23単位認定の
場合はすべて，24単位
認定の場合は21単位，
21または28単位認定の
場合は18単位を卒業要
件単位に算入する。

グ ロ ー バ ル セ ミ ナ ー Ⅱ 1 1
グ ロ ー バ ル セ ミ ナ ー Ⅲ 14 14
グ ロ ー バ ル セ ミ ナ ー Ⅳ 14～28 14～28
領事館インターンシップⅠ 1 1
領事館インターンシップⅡ 1 1

計 198
141
～
155

48 12 527
～
541

卒業総単位数
128単位以上128

自由科目
○印
必修 授 業 科 目 年 次 及 び 単 位 数 備 考1 2 3 4 計

キャリア形成科目
キ ャ リ ア・ガ イ ダ ン ス 1 1
イ ン タ ー ン シ ッ プ 2 2
NPO イ ン タ ー ン シ ッ プ Ⅰ 1 1
NPO イ ン タ ー ン シ ッ プ Ⅱ 1 1
検定外国語科目
検 定 外 国 語 Ⅰ 1 1
検 定 外 国 語 Ⅱ 1 1
検 定 外 国 語 Ⅲ 1 1
検 定 外 国 語 Ⅳ 1 1
体験型科目
海 外 文 化 Ⅰ 1 1
海 外 文 化 Ⅱ 1 1
海 外 文 化 Ⅲ 1 1
海 外 文 化 Ⅳ 1 1

計 9 4 13
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別表⚖ 法学部⚒部
⑵ 法学部⚑年次及び政治学科

○印
必修 授 業 科 目 年 次 及 び 単 位 数 備 考1 2 3 4 計

(⚑群 基 盤 科 目) ⚑群 選択
言語
英語
英 語 リ ー デ ィ ン グ Ⅰ 1 1
英 語 リ ー デ ィ ン グ Ⅱ 1 1
英語コミュニケーションⅠ 1 1
英語コミュニケーションⅡ 1 1
英 語 特 講 Ⅰ 1 1
英 語 特 講 Ⅱ 1 1
英 語 特 講 Ⅲ 1 1
英 語 特 講 Ⅳ 1 1
英 語 文 化 演 習 Ⅰ Ａ 2 2
英 語 文 化 演 習 Ⅰ Ｂ 2 2
英 語 文 化 演 習 Ⅱ Ａ 2 2
英 語 文 化 演 習 Ⅱ Ｂ 2 2
英語以外の外国語
共通
世 界 の 言 語 と 文 化 2 2
ドイツ語
ド イ ツ 語 基 礎 Ⅰ 1 1
ド イ ツ 語 基 礎 Ⅱ 1 1
ド イ ツ 語 基 礎 Ⅲ 1 1
ド イ ツ 語 基 礎 Ⅳ 1 1
ド イ ツ 語 会 話 Ⅰ 1 1
ド イ ツ 語 会 話 Ⅱ 1 1
ド イ ツ 語 会 話 Ⅲ 1 1
ド イ ツ 語 会 話 Ⅳ 1 1
ド イ ツ 語 文 化 Ⅰ 2 2
ド イ ツ 語 文 化 演 習 Ⅰ 2 2
ド イ ツ 語 文 化 演 習 Ⅱ 2 2
ド イ ツ 語 言 語 演 習 Ⅰ 2 2
ド イ ツ 語 言 語 演 習 Ⅱ 2 2
フランス語
フ ラ ン ス 語 基 礎 Ⅰ 1 1
フ ラ ン ス 語 基 礎 Ⅱ 1 1
フ ラ ン ス 語 基 礎 Ⅲ 1 1
フ ラ ン ス 語 基 礎 Ⅳ 1 1
フ ラ ン ス 語 会 話 Ⅰ 1 1
フ ラ ン ス 語 会 話 Ⅱ 1 1
フ ラ ン ス 語 会 話 Ⅲ 1 1
フ ラ ン ス 語 会 話 Ⅳ 1 1
フ ラ ン ス 語 文 化 Ⅰ 2 2
フ ラ ン ス 語 文 化 演 習 Ⅰ 2 2
フ ラ ン ス 語 文 化 演 習 Ⅱ 2 2
フ ラ ン ス 語 言 語 演 習 Ⅰ 2 2
フ ラ ン ス 語 言 語 演 習 Ⅱ 2 2
中国語
中 国 語 基 礎 Ⅰ 1 1
中 国 語 基 礎 Ⅱ 1 1
中 国 語 基 礎 Ⅲ 1 1
中 国 語 基 礎 Ⅳ 1 1
中 国 語 会 話 Ⅰ 1 1
中 国 語 会 話 Ⅱ 1 1
中 国 語 会 話 Ⅲ 1 1
中 国 語 会 話 Ⅳ 1 1
中 国 語 文 化 Ⅰ 2 2
中 国 語 文 化 演 習 Ⅰ 2 2
中 国 語 文 化 演 習 Ⅱ 2 2
中 国 語 言 語 演 習 Ⅰ 2 2
中 国 語 言 語 演 習 Ⅱ 2 2
ロシア語
ロ シ ア 語 基 礎 Ⅰ 1 1
ロ シ ア 語 基 礎 Ⅱ 1 1
ロ シ ア 語 基 礎 Ⅲ 1 1
ロ シ ア 語 基 礎 Ⅳ 1 1
ロ シ ア 語 会 話 Ⅰ 1 1
ロ シ ア 語 会 話 Ⅱ 1 1
ロ シ ア 語 会 話 Ⅲ 1 1
ロ シ ア 語 会 話 Ⅳ 1 1
ロ シ ア 語 文 化 Ⅰ 2 2
ロ シ ア 語 文 化 演 習 Ⅰ 2 2
ロ シ ア 語 文 化 演 習 Ⅱ 2 2
ロ シ ア 語 言 語 演 習 Ⅰ 2 2
ロ シ ア 語 言 語 演 習 Ⅱ 2 2
韓国・朝鮮語
韓 国 ・ 朝 鮮 語 基 礎 Ⅰ 1 1
韓 国 ・ 朝 鮮 語 基 礎 Ⅱ 1 1
韓 国 ・ 朝 鮮 語 基 礎 Ⅲ 1 1
韓 国 ・ 朝 鮮 語 基 礎 Ⅳ 1 1
韓 国 ・ 朝 鮮 語 会 話 Ⅰ 1 1
韓 国 ・ 朝 鮮 語 会 話 Ⅱ 1 1
韓 国 ・ 朝 鮮 語 会 話 Ⅲ 1 1
韓 国 ・ 朝 鮮 語 会 話 Ⅳ 1 1
韓 国 ・ 朝 鮮 語 文 化 Ⅰ 2 2
韓 国・朝 鮮 語 文 化 演 習 Ⅰ 2 2
韓 国・朝 鮮 語 文 化 演 習 Ⅱ 2 2
韓 国・朝 鮮 語 言 語 演 習 Ⅰ 2 2
韓 国・朝 鮮 語 言 語 演 習 Ⅱ 2 2
身体
健 康 と ス ポ ー ツ の 科 学 Ⅰ 2 2
健 康 と ス ポ ー ツ の 科 学 Ⅱ 2 2
体 育 実 技 Ⅰ Ａ 1 1
体 育 実 技 Ⅰ Ｂ 1 1
体 育 実 技 Ⅱ Ａ 1 1
体 育 実 技 Ⅱ Ｂ 1 1

○印
必修 授 業 科 目 年 次 及 び 単 位 数 備 考1 2 3 4 計

情報
コ ン ピ ュ ー タ 科 学 2 2
情 報 技 術 論 2 2
情 報 と 社 会 2 2
(⚒群 教 養 科 目) ⚒群 選択
人文科学
自己
哲 学 2 2
倫 理 学 Ⅰ 2 2
倫 理 学 Ⅱ 2 2
論 理 学 Ⅰ 2 2
論 理 学 Ⅱ 2 2
社 会 思 想 史 2 2
行 動 科 学 2 2
基 礎 心 理 学 2 2
人 間 関 係 論 2 2
文化
日 本 文 学 2 2
外 国 文 学 Ⅰ 2 2
外 国 文 学 Ⅱ 2 2
言 語 学 Ⅰ 2 2
言 語 学 Ⅱ 2 2
芸 術 論 Ⅰ 2 2
芸 術 論 Ⅱ 2 2
異文化コミュニケーション 2 2
現 代 文 化 論 2 2
歴史
歴 史 学 Ⅰ 2 2
歴 史 学 Ⅱ 2 2
歴 史 学 Ⅲ 2 2
歴 史 学 Ⅳ 2 2
考 古 学 2 2
人 文 科 学 特 別 講 義 2 2
社会科学
社会構造
経 済 学 2 2
政 治 学 2 2
社 会 学 2 2
マ ス コ ミ 論 2 2
生 涯 学 習 論 2 2
地域
地 理 学 2 2
人 類 学 2 2
地 誌 学 2 2
国 際 事 情 2 2
カ ナ ダ の 自 然 と 社 会 Ⅰ 2 2
カ ナ ダ の 自 然 と 社 会 Ⅱ 2 2
社 会 科 学 特 別 講 義 2 2
自然科学
環境
地 球 科 学 Ⅰ 2 2
地 球 科 学 Ⅱ 2 2
環 境 生 物 科 学 Ⅰ 2 2
環 境 生 物 科 学 Ⅱ 2 2
物 質 科 学 2 2
物 質 環 境 科 学 2 2
宇 宙 科 学 Ⅰ 2 2
宇 宙 科 学 Ⅱ 2 2
普遍性
数 学 概 論 Ⅰ 2 2
数 学 概 論 Ⅱ 2 2
統 計 学 Ⅰ 2 2
統 計 学 Ⅱ 2 2
物 理 学 概 論 2 2
自 然 科 学 特 別 講 義 2 2
北海道学
北 海 道 史 2 2
北 方 圏 文 化 論 2 2
北 海 道 文 学 2 2
ア イ ヌ の 言 語 と 文 化 2 2
大 学 史 2 2
北 海 道 学 特 別 講 義 2 2
開 発 研 究 所 特 別 講 義 2 2
教 養 科 目 特 別 講 義 2 2
(⚓群 基 礎 教 育 演 習) ⚓群～13群より68単位
基 礎 演 習 4 4 必修

（⚔群 入 門 講 義)
ア カ デ ミ ッ ク・ス キ ル ズ 2 2
政 治 学 入 門 2 2 ⚔群～⚗群より44単位
法 学 入 門 2 2 必修

（⚕群 基 礎 講 義)
民 法 基 礎 2 2
刑 法 基 礎 2 2
現 代 政 治 学 4 4
憲 法 Ⅰ 4 4 （日本国憲法⚒単位含む）
民 法 Ⅰ 4 4

（⚖群 政 治 学 基 礎 講 義)
行 政 学 4 4
西 洋 政 治 史 4 4
国 際 政 治 学 4 4
政 治 過 程 論 4 4
憲 法 Ⅱ 4 4
行 政 法 Ⅰ 4 4
公 共 政 策 論 4 4
地 方 自 治 論 4 4
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○印
必修 授 業 科 目 年 次 及 び 単 位 数 備 考1 2 3 4 計

（⚗群 政 治 学 専 門 講 義)
日 本 政 治 史 4 4
政 治 思 想 史 4 4
比 較 政 治 学 4 4
ジ ャ ー ナ リ ズ ム 論 4 4
地 域 研 究 4 4
国 際 公 共 政 策 4 4
行 政 法 Ⅱ 4 4
国 際 法 4 4
社 会 調 査 Ⅰ 2 2
社 会 調 査 Ⅱ 2 2
国 際 機 構 論 2 2
北 海 道 政 治・行 政 史 Ⅰ 2 2
北 海 道 政 治・行 政 史 Ⅱ 2 2

（⚘群 政 治 学 応 用 講 義)
政 治 学 特 殊 講 義 2 2

（⚙群 専 門 演 習)
演 習 Ⅰ 4 4
演 習 Ⅱ 4 4
演 習 Ⅲ 4 4

（10群 講 読)
外 国 書 講 読 Ⅰ 2 2
外 国 書 講 読 Ⅱ 2 2
外 国 書 講 読 Ⅲ 2 2
外 国 書 講 読 Ⅳ 2 2

（11群 卒 業 研 究)
卒 業 研 究 4 4

（12群 法 律 学 講 義)
民 法 Ⅱ 4 4
民 法 Ⅲ 4 4
民 法 Ⅳ 4 4
民 法 Ⅴ 4 4
刑 法 Ⅰ 4 4
刑 法 Ⅱ 4 4
商 法 Ⅰ 4 4
商 法 Ⅱ 4 4
商 法 Ⅲ 4 4
民 事 訴 訟 法 Ⅰ 4 4
民 事 訴 訟 法 Ⅱ 4 4
刑 事 訴 訟 法 4 4
労 働 法 4 4
経 済 法 4 4
国 際 私 法 4 4
法 哲 学 4 4
西 洋 法 制 史 4 4
日 本 法 制 史 4 4
法 思 想 史 2 2
法 律 学 応 用 講 義 2 2

（13群 総 合 応 用 講 義)
総 合 応 用 講 義 2 2
他 大 学 修 得 科 目（専 門) 2 2

（14群 関 連 講 義) 14群 選択
社 会 経 済 学 Ⅰ 2 2
社 会 経 済 学 Ⅱ 2 2
ミ ク ロ 経 済 学 Ⅰ 2 2
ミ ク ロ 経 済 学 Ⅱ 2 2
労 働 経 済 論 Ⅰ 2 2
労 働 経 済 論 Ⅱ 2 2
マ ク ロ 経 済 学 Ⅰ 2 2
マ ク ロ 経 済 学 Ⅱ 2 2
財 政 学 Ⅰ 2 2
財 政 学 Ⅱ 2 2
経 済 政 策 Ⅰ 2 2
経 済 政 策 Ⅱ 2 2
社 会 政 策 Ⅰ 2 2
社 会 政 策 Ⅱ 2 2
日 本 経 済 史 Ⅰ 2 2
日 本 経 済 史 Ⅱ 2 2
国 際 経 済 論 Ⅰ 2 2
国 際 経 済 論 Ⅱ 2 2
地 方 財 政 論 Ⅰ 2 2
地 方 財 政 論 Ⅱ 2 2
日 本 史 2 2
西 洋 史 2 2
東 洋 史 2 2
文 化 人 類 学 2 2
他 大 学 修 得 科 目（一 般) 2 2

（15群 グローバルセミナー）
グ ロ ー バ ル セ ミ ナ ー Ⅰ 2 2 ＊グローバルセミナー

Ⅳの単位は，14，17，
20または23単位認定の
場合はすべて，24単位
認定の場合は21単位，
21または28単位認定の
場合は18単位を卒業要
件単位に算入する。

グ ロ ー バ ル セ ミ ナ ー Ⅱ 1 1
グ ロ ー バ ル セ ミ ナ ー Ⅲ 14 14
グ ロ ー バ ル セ ミ ナ ー Ⅳ 14～28 14～28
領事館インターンシップⅠ 1 1
領事館インターンシップⅡ 1 1

計 198
141
～
155

48 12 527
～
541

卒業総単位数
128単位以上128

自由科目
○印
必修 授 業 科 目 年 次 及 び 単 位 数 備 考1 2 3 4 計

キャリア形成科目
キ ャ リ ア・ガ イ ダ ン ス 1 1
イ ン タ ー ン シ ッ プ 2 2
NPO イ ン タ ー ン シ ッ プ Ⅰ 1 1
NPO イ ン タ ー ン シ ッ プ Ⅱ 1 1
検定外国語科目
検 定 外 国 語 Ⅰ 1 1
検 定 外 国 語 Ⅱ 1 1
検 定 外 国 語 Ⅲ 1 1
検 定 外 国 語 Ⅳ 1 1
体験型科目
海 外 文 化 Ⅰ 1 1
海 外 文 化 Ⅱ 1 1
海 外 文 化 Ⅲ 1 1
海 外 文 化 Ⅳ 1 1

計 9 4 13
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付録 法学部履修登録Ｑ＆Ａ（2021年度⚑年次入学者向け)
以下の質問は履修相談等でよく聞かれる質問です。基本的には全てガイダンスで伝えたとおりですし，学生便
覧や履修の手引きに記載してありますので，確認の意味も込めて該当箇所を一度よく読むようにしてください。

Ｑ．科目と単位数の関係がよくわかりません。

Ａ．全ての授業科目にはそれぞれ学則別表に定められた一定の単位数（⚑単位，⚒単位，⚔単位）が与えられ
ています。卒業要件にかかわる判定等は科目数ではなく，それぞれ定められた所定の単位数を修得してい
るかどうかによって行われます。詳しくは⽛履修の手引き⽜の履修要項⽛単位数と授業回数との関係⽜に
記載されています。

Ｑ．群ってなんですか？

Ａ．学則別表上の授業科目はそれぞれ⚑～15まで分野によって分けられています。このグループのことを群と
呼びます。卒業要件を充たすためには⽛○群⽜から○単位以上修得しなけばならない，ということが学則
別表や学部規則によって決められています。なお，卒業要件に算入されない課程科目等はこの群には入り
ません。

Ｑ．時間割の組み立て方で注意する点がありますか？

Ａ．まずは卒業要件をしっかりおさえるところから始めましょう。法律・政治，どちらの学科に進むとしても
卒業要件の中心となるのは⚕群・⚖群です。⚑年次においてはまず⚔群と⚕群をしっかりと履修すること
が，時間割を組むうえでの柱となるでしょう。

Ｑ．一般教育科目（語学・体育を含む⚑～⚒群）と専門科目（⚓～15群）は何か違いがあるのですか？

Ａ．⚑～⚒群は全学部の学生を対象とした共通の授業科目です。専門科目は法学部学生を対象とした授業科目
です。

Ｑ．⚑年間で履修できる単位数はどれぐらいですか？ また，どれくらいが目安なのですか？

Ａ．履修の手引きにもあるように，⚑年次生の履修単位数の上限は⚑部⚒部とも48単位までです（⚒部につい
てはこのうち12単位まで⚑部の授業科目を履修することができます）。履修した全科目の単位を修得でき
るとは限らないので履修単位数はできるだけ上限まで近づけたほうが望ましいと思われます。

Ｑ．週⚒回ある科目は片方だけ履修することはできますか？

Ａ．できません。演習形式の科目を除いて，法学部の専門⚔単位科目はそのほとんどが週⚒回開講される連動
科目ですので，両方とも出席しなければなりません。講義が週⚒回のペースで進んでいくということです。
したがって，時間割上も両方の曜日時限が埋まる形になります。

Ｑ．同じ名称の科目を⚒つ以上履修することはできますか？

Ａ．できません。

Ｑ．⚑学期と⚒学期両方で開講されている同じ名称の科目は両方履修することはできますか？

Ａ．できません。主に一般教育科目にみられるような⚑・⚒学期とも同じ名称の科目はどちらかの学期でしか
履修することができません。たとえば⽛哲学⽜は⚑学期・⚒学期両方で開催されていますが，履修できる
のはどちらかの学期でのみです。たとえ⚑・⚒学期で担当者が異なっていても，どちらかでしか履修する
ことができません。
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Ｑ．科目名に⽛○○Ⅰ⽜及び⽛○○Ⅱ⽜とあるものは両方履修しなければならないのですか？

Ａ．いいえ。それぞれ独立した科目であり，履修要項上特に規定はありませんので，両方履修しなければなら
ないわけではありません。したがって，⽛○○Ⅰ⽜または⽛○○Ⅱ⽜のうち片方の科目だけを履修すること
は可能です。ただし，⚑群の⽛言語⽜科目のように，⚓月末のガイダンス等で履修上の指示があるものに
関しては，その指示に従って履修してください。

Ｑ．⚑年次に開講されている科目は来年以降，⚒年次生になってから履修することはできないのですか？

Ａ．できます。法学部履修要項に⽛上級年次生は下級年次生の開講科目を履修することができる⽜と定められ
ています。ただし，科目によっては例外的に履修年次を制限する科目もありますので，注意してください。
たとえば，法学部⚑年次生に開講されている⽛政治学入門⽜等の入門講義や⽛基礎演習⽜は⚑年次生の時
しか履修することができません。なお，上級年次開講科目については配当されている学年に進級しなけれ
ば履修することはできません。

Ｑ．もし，単位を修得できなかった科目がある場合，次年度以降履修することはできますか？

Ａ．できます。評価が⽛不可⽜もしくは⽛欠⽜で単位を修得できなかった科目については次年度以降，再度履
修することができます（ただし，入門講義と基礎演習を除く）。逆に，⽛秀⽜・⽛優⽜・⽛良⽜・⽛可⽜のいずれ
かの評価で単位を修得した科目については履修することはできません。

Ｑ．⚒部の⚑年次生なのですが，⚑部履修できる科目と単位数について教えてください。

Ａ．履修要項に定められているとおり，⚒部生が⚑部履修できる科目は年間12単位までなので，⚑年次では⚕
群から⚓科目履修できます。⚒群の教養科目，⚓群の基礎演習や，⚔群の入門講義については⚑部履修す
ることはできません。⚒年次以降は履修できる群がふえますが，⚕～⚘・10・12・13群に限られます。

Ｑ．同じく⚒部の⚑年次生ですが，⚑群の⽛言語⽜科目についても⚑部履修することができないのですか？

Ａ．できません。ただ時間割を見るとわかるように，若干の科目が⚑部の時間帯に開講されています。これは，
⚑部の時間帯に履修する⚒部の授業科目という位置づけです。したがって，⚒部の時間帯で履修する単位
としてカウントされますので48単位の上限以内で履修することになります。

Ｑ．単位を修得できなかった科目も⽛成績証明書⽜にのるのですか？

Ａ．いいえ。大学が発行する⽛単位修得学業成績証明書⽜には，評価が⽛不可⽜・⽛欠⽜の科目については記載
されません。学費支給者宛に送られたり，ガイダンス等で使用される⽛成績通知書⽜には，履修登録した
すべての科目の成績が記載されます。

Ｑ．GPAは卒業要件に関わるのですか？

Ａ．関わりません。自分の学習到達度を測る目安にしてください。

Ｑ．その他に，履修登録をおこなう上で気をつけなければならないことはありますか？

Ａ．はい。履修登録は履修登録確認期間に，きちんと履修登録されているかどうかを確認して初めて終了とい
えます。それまではまだ履修登録は終了していませんので，必ず自分の履修登録が正しくなされているか
どうか確認してください。⚒学期の履修科目についても，必ず間違いのないことを確認してください。
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諸規程





所属学科決定に関する規程

第⚑条 本規程は，北海学園大学法学部規則第⚒条に基づき，法学部に入学した学生が⚒年次から法律学科ま
たは政治学科に所属するための手続等について定めたものである。

第⚒条 法学部⚑年次に入学した学生は，⚒年次以降所属することを志望する学科について記した⽛志望学科
届⽜を，所定の時期に法学部事務室に提出しなければならない。

第⚓条 所属学科の決定は，教授会の議を経て行う。その際学生の志望は最大限に考慮されるが，各学科の学
生定員に照らして極端に志望が偏った場合には，第⚔条の基準に基づいて成績による選考を行うことがある。

⚒ ⽛志望学科届⽜を提出しなかった学生の所属学科は，当該学生の単位修得状況や全体の志望状況などに基づ
き，教授会の議を経て決定する。

第⚔条 前条第⚑項による所属学科決定の選考に際しては，第一の基準として次のものを用いる。
⑴ ⚔群⽛入門講義⽜および⚕群⽛基礎講義⽜（2010年度以前入学者は⽛法学政治学基礎講義⽜）の各科目の

成績を対象とする。
⑵ ⚒単位科目は秀⚔点，優⚓点，良⚒点，可⚑点，不可⚐点，⚔単位科目は秀⚘点，優⚖点，良⚔点，可

⚒点，不可⚐点と換算し，これを加えた総点を各学生の持ち点とする。
⑶ 持ち点の最も多い学生を最上位として順位付けする。

⚒ 前項の基準によって同一順位となった者のなかでさらに順位付けすることが必要な場合は，⚔群と⚕群の
授業科目における修得単位数の多い者を上位とする。

第⚕条 各学科へ所属する学生数については，各学科の学生定員・収容学生数などを考慮し，教授会の議を経
て決定する。ここで決定された人数にしたがって，第⚔条の基準による上位の者から志望学科への所属を認
める。

附則
⚑ この規程は，平成17年⚔月⚑日より施行する。
⚒ 平成17年⚔月⚑日前に入学し，⚑年次在学中に休学して平成17年度⚔月⚑日以降に復学した者は，入学し

た学科に⚒年次以降所属するものとする。この者が⚑年次末に転学科を希望する場合は従前の例による。
⚓ この規程は，平成23年⚔月⚑日より施行する。
⚔ この規程は，平成24年⚔月⚑日より施行する。
⚕ この規程は，平成27年⚔月⚑日より施行する。
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北海学園大学法学部既修得単位等認定規程

(趣旨）
第⚑条 北海学園大学学則（以下⽛学則⽜という。）第12条第⚓項，第26条第⚑項，同条第⚒項および北海学園

大学法学部規則第17条に基づき，北海学園大学法学部（以下⽛本学部⽜という。）に入学した学生が，入学前
に大学，短期大学，高等専門学校，専修学校の専門課程または高等学校，中等教育学校の後期課程及び特別
支援学校の専攻科で修得した単位，および短期大学または高等専門学校の専攻科における学修その他文部科
学大臣が別に定める学修（以下⽛既修得単位等⽜という。）を，本学部において修得したものとみなす単位（以
下⽛認定単位⽜という。）とするための取扱を次のように定める。

(⚑年次入学生）
第⚒条 本学部の⚑年次に入学した学生の既修得単位等は，30単位を上限として認定単位とすることができる。
⚒ 前項の認定単位の認定に際しては，当該科目の名称，内容等を勘案し，学則別表⚕⑴，⚕⑵，⚖⑴または

⚖⑵に掲げる⚑群から14群までの授業科目の単位に充当する。ただし，⚓群から13群までの授業科目の単位
に充当することができる既修得単位等は，⚘単位を上限とする。

(⚒年次，⚓年次編入学，転入学生）
第⚓条 本学部の⚓年次に編入学，転入学した学生の既修得単位等は，60単位を上限として認定単位とし，学

則別表⚕⑴，⚕⑵，⚖⑴または⚖⑵に掲げる授業科目中，⚑群，⚒群および14群の授業科目の単位として一
括認定する。

⚒ 本学部の⚓年次に編入学，転入学した学生の既修得単位等で，本学部で修得した単位，またはその他当該
科目の名称，内容等を勘案し，学則別表⚕⑴，⚕⑵，⚖⑴もしくは⚖⑵に掲げる授業科目中⚓群から13群ま
での授業科目の単位とみなすことができるものについては，前項の規定にかかわらず，その既修得単位等は，
当該科目の名称，内容等を勘案し，学則別表⚕⑴，⚕⑵，⚖⑴または⚖⑵に掲げる授業科目中，⚓群から13
群までの授業科目の単位に充当し，認定単位とすることができる。この場合，前項により一括認定される単
位に加えて⚘単位を上限とする。

⚓ 本学部の⚒年次に編入学，転入学した学生の既修得単位等は，48単位を上限として認定単位とし，その認
定は，次の順に従って行う。
⑴まず，当該科目の名称，内容等を勘案して，学則別表⚕⑴，⚕⑵，⚖⑴または⚖⑵に掲げる授業科目中，

⚑群，⚒群および14群の授業科目のいずれかに充当し，その単位として認定する。
⑵次いで，学則別表⚕⑴，⚕⑵，⚖⑴または⚖⑵に掲げる授業科目中，⚑群，⚒群および14群の授業科目を

履修したものと一括してみなし，その単位を認定する。
⚔ 本学部の⚒年次に編入学・転入学した学生の既修得単位等で，本学部で修得した単位，またはその他当該

科目の名称，内容等を勘案し，学則別表⚕⑴，⚕⑵，⚖⑴もしくは⚖⑵に掲げる授業科目中⚓群から13群ま
での授業科目の単位とみなすことができるものについては，前項の規定にかかわらず，その既修得単位等は，
当該科目の名称，内容等を勘案し，学則別表⚕⑴，⚕⑵，⚖⑴または⚖⑵に掲げる授業科目中，⚓群から13
群までの授業科目の単位に充当し，⚘単位（本学部中途退学者については，20単位）を上限に認定単位とす
ることができる。この場合の認定単位は，前項で定める上限に含めることとする。

(本学部中途退学者が⚓年次に編入学した場合の単位認定）
第⚔条 本学部の中途退学者が本学部⚓年次に編入学した場合における既修得単位等は，80単位を上限として

認定単位とすることができる。
⚒ 前項の認定単位の認定は，次の順に従って行う。

⑴ まず，本学部で修得した単位，またはその他当該科目の名称，内容等を勘案し，学則別表⚕⑴，⚕⑵，
⚖⑴もしくは⚖⑵に掲げる授業科目中⚑群から14群までの授業科目の単位とみなすことができる既修得単
位等については，⚑群から14群までの授業科目のいずれかの単位に充当し，認定単位とする。ただし，⚓
群から13群までの授業科目の単位に充当することができる既修得単位等は，20単位を上限とする。

⑵ 次いで，学則別表⚕⑴，⚕⑵，⚖⑴または⚖⑵に掲げる授業科目中，⚑群，⚒群および14群の授業科目
の単位として一括認定する。

(単位認定の申請）
第⚕条 学生は，既修得単位等の認定を受けるためには，入学式終了後⚑週間以内に，所定の申請書，および

成績証明書または単位取得証明書を本学部に提出しなければならない。ただし，本学部で修得した単位につ
いては，成績証明書または単位取得証明書の提出を要しない。
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(認定単位の認定と成績）
第⚖条 認定単位の認定は，前条による申請の後，教授会で行う。
⚒ 認定単位の成績は，本学部では判定しない。ただし，北海学園大学で修得した単位で，学則別表⚕⑴，⚕

⑵，⚖⑴または⚖⑵に掲げる授業科目中，⚑群から14群までの授業科目のいずれかの単位に充当された認定
単位については，教授会でその成績の承認を行う。

附則 この規程は，1999年度入学生から適用する。
附則 この規程は，2003年度入学生から適用する。
附則 この規程は，2005年度入学生から適用する。
附則 この規程は，2006年度入学生から適用する。
附則 この規程は，2008年度入学生から適用する。
附則 この規程は，2012年度入学生から適用する。
附則 この規程は，2015年度入学生から適用する。
附則 この規程は，2016年度入学生から適用する。
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北海学園大学法学部早期卒業に関する規程

(目的）
第⚑条 この規程は，北海学園大学法学部が，法学部規則第19条に基づき，学則第32条第⚕項の定める本大学

に⚓年以上在学した者の卒業（以下，⽛早期卒業⽜という。）に関して必要な事項を定めるものとする。
(卒業の時期）

第⚒条 早期卒業の時期は，⚓年次終了時とする。
(卒業の要件）

第⚓条 早期卒業を認められるには，申請のうえ，⚓年次終了時点で次の各号の要件を満たさなければならな
い。
①北海学園大学法学部法曹養成プログラム（以下，⽛法曹養成プログラム⽜という。）を修了すること。
②履修したすべての科目（卒業要件に算入される科目に限る）について算出したGPAが3.0以上であること。

⚒ 法曹養成プログラムについては別に定める。
(申請の資格）

第⚔条 早期卒業を申請するには，法曹養成プログラムに参加していなければならない。
(申請の時期）

第⚕条 早期卒業の申請時期は，⚓年次第⚑学期の履修登録期間とする。
(申請の手続）

第⚖条 早期卒業を申請する者は，卒業要件を満たせるように⚓年次の履修登録を済ませたうえで，法学部事
務室に申請書類を提出しなければならない。

(申請の取り下げ）
第⚗条 早期卒業を申請した者は，学部長の許可を得て，申請を取り下げることができる。
⚒ 前項の取り下げは，第⚒学期の定期試験前までになされなければならない。
(卒業の判定）

第⚘条 早期卒業を申請した者は，学部長が，教授会の議を経て，第⚓条の定める要件の充足を認定した場合
に，卒業することができる。

附則
⚑．この規程は，2019年11月14日に制定，2020年⚔月⚑日より施行し，2019年度以降の入学者に適用する。
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北海学園大学法学部法曹養成プログラムに関する規程

(目的）
第⚑条 この規程は，北海学園大学法学部が，北海学園大学法学部法曹養成プログラム（以下，⽛法曹養成プロ

グラム⽜という。）に関して必要な事項を定めるものとする。
⚒ 法曹養成プログラムとは，北海道大学大学院法学研究科法律実務専攻（以下，⽛北海道大学法科大学院⽜と

いう。）と法曹養成連携協定を締結し，一貫的に接続する体系的な教育課程を設定することで，法曹志望者や
法律の学修に関心を有する学生に対して学部段階からより効果的な教育をおこなうことを目的としたプログ
ラムである。

（参加の資格）
第⚒条 法曹養成プログラム参加者は，法律学科に所属していなければならない。
（参加の時期）
第⚓条 法曹養成プログラムに参加する時期は，⚒年次進級時または⚓年次進級時とする。
（参加の手続）
第⚔条 法曹養成プログラムに参加するには，次の各号のいずれかの手続きをとらなければならない。

①法学部の学生が⚒年次進級時に参加する場合は，⚑年次末の志望学科届の提出期間内に，法律学科への志
望学科届を提出するとともに，法曹養成プログラム参加申請書および履修計画を提出しなければならない。

②法律学科の学生が⚓年次進級時に参加する場合は，所定の期間内に法曹養成プログラム参加申請書および
履修計画を提出しなければならない。

③政治学科の学生が⚓年次進級時に参加する場合は，所定の期間内に転学科志願書および転学科志願理由書
とともに法曹養成プログラム参加申請書および履修計画を提出しなければならない。

④編入学，転入学または転学部してきた学生が参加する場合は，最初の履修登録の受付期間内に法曹養成プ
ログラム参加申請書および履修計画を提出しなければならない。

（参加の許可）
第⚕条 法曹養成プログラムへの参加の許可は，教授会の議を経て決定する。
（参加の取りやめ）
第⚖条 法曹養成プログラム参加者は，学部長の許可を得て，参加を取りやめることができる。
（法曹養成プログラムの運営と参加者の学修支援）
第⚗条 法曹養成プログラムの運営と参加者の学修支援のため，第⚘条②に掲げた科目の担当教員数名を含む

法曹養成プログラム運営委員会を置く。
⚒ 法曹養成プログラム参加者に対しては，法曹養成プログラム運営委員および演習担当教員が適宜指導と学

修支援をおこなう。
⚓ 法曹養成プログラム運営委員会は，参加者の学修支援のため，その他の必要な方策をとる。
（修了の要件）
第⚘条 法曹養成プログラム修了には次の各号の要件を満たさなければならない。

①法律学科の卒業要件を満たしていること。
②以下の授業科目の単位をすべて修得していること（本学法学部および北海道大学法学部以外で修得した単

位は算入しない）。
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区分 授業科目（単位数） 備考

基礎講義（⚕群）
（法律・政治学科共通）

憲法Ⅰ（⚔単位）
民法Ⅰ（⚔単位）

全ての授業科目を履修し単位を修
得すること。

法律学基礎講義（⚖群）
（法律学の基礎科目）

憲法Ⅱ（⚔単位）
行政法Ⅰ（⚔単位）
民法Ⅱ（⚔単位）
民法Ⅲ（⚔単位）
民法Ⅳ（⚔単位）
刑法Ⅰ（⚔単位）
刑法Ⅱ（⚔単位）
民事訴訟法Ⅰ（⚔単位）



③講義概要に⽛法曹養成プログラム対応⽜と記載された演習の単位を⚔単位以上修得していること。
④履修したすべての科目（卒業要件に算入されない科目を除く）について算出したGPAが2.8以上であるこ

と。
（修了の判定）
第⚙条 法曹養成プログラム修了の認定は，学部長が，教授会の議を経ておこなう。
⚒ 法曹養成プログラムの修了は，卒業時に認定される。
（早期卒業）
第10条 法曹養成プログラムの修了要件を⚓年次終了時に満たした者で，北海学園大学法学部早期卒業規程に

定める申請をしたうえで早期卒業の要件を満たしたものは，⚓年次終了時に卒業することができる。
（法科大学院の特別選抜の受験資格）
第11条 法曹養成プログラム修了見込みの者は，北海道大学法科大学院の実施する特別選抜の一つである開放

型選抜の受験資格が与えられ，当面の間，原則として，開放型選抜を実施する他の法科大学院についても同
選抜の対象とされる。

⚒ 法曹養成プログラム修了見込みの者で，次の各号の要件を満たすものは，前項に定める開放型選抜の受験
資格に加えて，北海道大学法科大学院の実施する特別選抜の一つである⚕年一貫型教育選抜の受験資格が与
えられる。
①⚒年次第⚒学期までに履修したすべての科目（卒業要件に算入されない科目を除く）について算出した

GPAが2.0以上であること。
②受験までに以下の科目の所定の単位を修得していること：憲法⚔単位以上，民法⚘単位以上，刑法⚔単位

以上。

附則
⚑．この規程は，2019年11月14日に制定，2020年⚔月⚑日より施行し，2019年度以降の入学者に適用する。
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法律学専門講義（⚗群）
（法律学の専門科目）

行政法Ⅱ（⚔単位）
民法Ⅴ（⚔単位）
商法Ⅰ（⚔単位）
商法Ⅱ（⚔単位）
商法Ⅲ（⚔単位）
民事訴訟法Ⅱ（⚔単位）
刑事訴訟法（⚔単位）



協定大学との学生交流ならびに協定大学で修得した単位および
学修の単位認定に関する規程

(目的）
第⚑条 この規程は，北海学園大学法学部（以下，⽛法学部⽜という。）が，学生の教育上必要と認め，他大学

等と学生交流の協定が結ばれた場合，協定他大学学部等（以下，⽛協定大学⽜という。）に学生を派遣するた
めの手続，ならびに派遣され交流を行う学生（以下，⽛交流学生⽜という。）が協定大学で学修を行い単位を
修得するための手続および協定大学において修得した単位を法学部において修得した単位とする（以下これ
を⽛単位認定⽜といい，修得したとみなされる単位および与えられる単位を⽛認定単位⽜という。）場合の手
続を定めることを目的とする。

(趣旨および期間等）
第⚒条 前条の単位認定手続について必要な事項は，北海学園大学学則第24条および第25条，ならびに北海学

園大学法学部規則第16条に基づく，他大学等で修得した単位及び学修の単位認定に関する規程第⚕条に基づ
き，この規程において定めるものとする。

⚒ 交流学生が派遣される期間（以下，⽛交流期間⽜という。）は，⚑年ないし半年とし，合計で⚑年を超えな
いものとする。なお，法学部中途退学者を除き，⚓年次に編入学あるいは転入学した学生については，交流
期間の上限を半年とする。

⚓ 交流学生となるには，交流期間前⚑年以上法学部に在籍し学修を行わなければならない。
(要項）

第⚓条 法学部は，交流学生募集要項（以下，⽛要項⽜という。）を当該交流が開始される前年度において作成
し，交流学生の募集を行うものとする。

⚒ 前項の要項には，交流学生となることを希望する学生（以下，⽛交流希望学生⽜という。）が協定大学にお
いて単位履修を行う場合に支障が生じないよう，必要な事項を記載するものとする。

⚓ 前項の規定にかかわらず，法学部は，交流希望学生の状況に応じた相談および助言を適切に行うものとす
る。

(交流希望申請）
第⚔条 交流希望学生は，協定大学において履修を希望する科目をあらかじめ決定し，協定大学における科目

名および単位数を記載した所定の交流希望申請書（以下，⽛希望申請書⽜という。）を法学部事務室に提出し
なければならない。

⚒ 法学部は，希望申請書に基づき，教授会の議を経て交流学生を決定するものとする。
(単位認定申請）

第⚕条 交流学生は，協定大学において学修し，修得した単位について，単位認定を申請することができる。
⚒ 前項の申請は，所定の申請書および成績証明書または単位取得証明書を法学部事務室に提出して行わなけ

ればならない。
(単位認定）

第⚖条 単位認定は，教授会の議を経て，教育上有益と認められるときに，当該科目の名称，内容等を勘案し
て行う。

⚒ 前項の単位認定を行う場合，学則別表⚕⑴，⚕⑵，⚖⑴，または⚖⑵の第⚑群から第14群までのいずれか
の授業科目の単位とすることができる。

⚓ 協定大学における修得単位が法学部の科目と同等の内容とみなされる場合には，当該科目を法学部におい
て修得した単位として単位認定を行うことができる。

⚔ 認定単位の成績については，協定大学で修得した単位の成績を勘案し，法学部において判定する。
⚕ 単位認定は，協定大学において学修し，修得した年度において行う。
(認定単位数）

第⚗条 認定単位数の上限は，合計で48単位とする。なお，交流期間が半年の場合の認定単位数の上限は，24
単位とする。

⚒ 認定単位数は，学則第24条，第25条，第26条第⚑項および第⚒項，北海学園大学海外留学規程第10条第⚑
項および第⚒項，北海学園大学法学部既修得単位等認定規程第⚒条第⚑項，ならびに他大学等で修得した単
位および学修の単位認定に関する規程第⚓条第⚑項による単位数と合わせて60単位を超えないものとする。

⚓ 前項の規定にかかわらず，編入学，転入学した学生については，北海学園大学法学部既修得単位等認定規
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程第⚓条第⚑項および第⚓条第⚓項によって認定される単位に加えて，⚓年次編入学，転入学にあっては，
24単位（法学部中途退学者については，48単位），⚒年次編入学，転入学にあっては48単位を超えないものと
する。

⚔ 第⚑項および第⚓項の定めにかかわらず，協定大学との取り決めにより上記単位数を下回る単位が履修制
限単位として設定される場合は，その単位数を認定単位数の上限とする。

(所管）
第⚘条 協定大学との学生交流に関する必要な事務は，他大学学生交流委員会が法学部事務室と連携して行う。
⚒ 協定大学等の学修・単位認定について教授会に提案する案の作成および第⚓条第⚓項に定める相談は，他

大学学生交流委員会が行うものとし，必要に応じて法学部教務委員等の関係機関と協議するものとする。

附 則
(施行期日）

第⚑条 この規程は，2020年⚔月⚑日から施行する。
⚒ 前項の規定にかかわらず，第⚓条，第⚔条，および第⚘条の規程については，本規程が承認された日から

施行する。〔2019年10月10日〕
(経過措置）

第⚒条 この規程が施行された日において2019年度以前入学生に適用されるカリキュラム（以下，⽛旧カリ⽜と
いう。）の対象となる学生が，協定大学での修得単位の認定を求める場合については，第⚖条に定める単位認
定および成績判定に準じて，これを旧カリの枠組みの範囲で認定および判定するものとする。

⚒ 前項の場合において，教授会は，当該学生に最大限の利益がもたらされるように単位認定，成績判定を行
わなければならない。

(適用協定大学）
第⚓条 この規程は，当分の間，法政大学法学部との学生交流協定に基づく単位互換に適用する。
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他大学等で修得した単位および学修の単位認定に関する規程

第⚑条 北海学園大学法学部規則第16条に基づき，北海学園大学学則（以下⽛学則⽜という。）第24条の規定に
より学生が履修した他の大学又は短期大学の授業科目について修得した単位（以下⽛他大学等の単位⽜とい
う。）を北海学園大学法学部（以下⽛法学部⽜という。）において修得した単位とみなす手続および基準なら
びに学則第25条の規定により学生が行う短期大学または高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学
大臣が別に定める学修（以下⽛短期大学等の学修⽜という。）を法学部における授業科目の履修とみなして単
位を与える手続および基準を次のように定める。

第⚒条 学生は，他大学等の単位および短期大学等の学修につき，法学部において修得した単位とすること（以
下これを⽛単位認定⽜といい，修得したとみなされる単位および与えられる単位を⽛認定単位⽜という。）を
申請することができる。

⚒ 前項の申請は，所定の申請書および成績証明書または単位取得証明書を法学部事務室に提出して行わなけ
ればならない。

第⚓条 単位認定は，教授会の議を経て，教育上有益と認められるときに，当該科目の名称，内容等を勘案し，
学則別表⚕⑴，⚕⑵，⚖⑴または⚖⑵の第⚑群から第14群までのいずれかの授業科目または自由科目の⽛検
定外国語⽜の単位としてすることができる。

⚒ 認定単位の成績は，法学部では判定しない。
第⚔条 認定単位数は，学則第26条第⚑項および第⚒項ならびに北海学園大学海外留学規程第10条第⚑項およ

び第⚒項による単位数と合わせて60単位を超えないものとする。ただし，第⚓群から第13群までの授業科目
の単位としての認定単位数は，⚘単位を上限とし，文部科学大臣が別に定める学修による第⚑群の授業科目
または⽛検定外国語⽜の単位としての認定単位数は，⚘単位を上限とする。

第⚕条 他の大学または短期大学の授業科目の履修が当該他大学または短期大学との協定に基づく場合には，
この規程の定めによらないことができる。

附則 この規程は，平成17年⚔月⚑日から施行する。
附則 この規程は，平成20年⚔月⚑日から施行する。
附則 この規程は，平成24年⚔月⚑日から施行する。
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北海学園大学法学部転部規程

(趣旨）
第⚑条 この規程は，北海学園大学法学部規則第⚓条に基づく法学部学生の転部（転学科の志願と同時に志願

する転部を除く。以下同じ。）の手続等に関し必要な事項を定めるものである。
(⚒部学生の転部）

第⚒条 ⚒部学生は，⚑年次又は⚒年次において，翌年度の始めに⚑部へ転部することを志願することができ
る。

⚒ ⚒部⚑年次学生については，⚒部において⚒年次以降の所属学科を決定し，その学科において転部するも
のとする。

⚓ ⚒部⚑年次学生については学則別表⚖⑴または⑵に，⚒部法律学科学生については学則別表⚖⑴に，⚒部
政治学科学生については同表⚖⑵に掲げる授業科目のうちから，次の各号に掲げる単位を修得していない者
又は修得する見込みのない者については，転部を認めない。
⑴ ⚑年次において転部を志願する学生については，36単位以上
⑵ ⚒年次において転部を志願する学生については，60単位以上

(志願手続）
第⚓条 転部を志願する学生は，所定の転部志願書および転部志願理由書を指定期日までに法学部事務室に提

出しなければならない。
(転部の許可）

第⚔条 ⚒部学生の転部の許可は，志願の理由および学業成績ならびに在籍状況を勘案し，教授会の審査を経
て行う。

⚒ 前項における学業成績の審査には，⚑年次学生については⚔群および⚕群の授業科目の修得単位を，⚒年
次学生については⚔群，⚕群，⚖群，⚗群および12群の授業科目の修得単位を⽛所属学科決定に関する規程⽜
第⚔条第⚑項第⚒号に定める基準で換算した持ち点によって行う。

⚓ ⚒部学生が第⚒条第⚓項各号に規定する単位を修得する見込みがあるとして転部の許可を受けた場合にお
いて，当該単位を修得できなかったときは，第⚑項の許可は，その効力を失う。

(許可後の手続）
第⚕条 転部を許可された学生は，所定の期日までに転部料その他所定の納入金を納入して転部の手続をしな

ければならない。
⚒ 前項に規定する手続をしないときは，転部の許可は，その効力を失う。
(単位の認定等）

第⚖条 転部を許可された⚒部学生の修得単位およびその成績については，教授会の議を経て，⚑部における
授業科目の履修により修得した単位およびその成績とみなして認定し，評価するものとする。

(⚑部学生の転部）
第⚗条 ⚑部学生は，その在籍する年次にかかわらず，翌年度の始めに⚒部へ転部することを志願することが

できる。
⚒ ⚑部学生の転部の許可は，志願の理由および就学状況ならびに在籍状況を勘案し，教授会の審査を経て行

う。
⚓ 第⚒条第⚒項，第⚓条，第⚕条および第⚖条の規定は，⚑部学生の転部について準用する。

附則 この規程は，平成12年⚔月⚑日から施行する。
附則 この規程は，平成15年⚔月⚑日から施行する。
附則 この規程は，平成17年⚔月⚑日から施行する。
附則 この規程は，平成27年⚔月⚑日から施行する。
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北海学園大学法学部転学科規程

(趣旨）
第⚑条 本規程は，北海学園大学法学部規則第⚔条に基づき，法学部の一の学科の学生の，他の学科への学籍

異動（以下⽛転学科⽜という。）にかかわる手続き等を定めたものである。
(条件）

第⚒条 転学科は，異動を志願する学科への編入学予定者および転部予定者を加えてなお欠員のある場合に限
り，これを認める。

(学年）
第⚓条 一の学科の⚒年次学生は他の学科の⚓年次への転入を志願することができる。
(志願）

第⚔条 法学部の一の学科の学生は，受験した入学試験の種別（推薦入試，社会人特別入試等）を問わず転学
科を志願することができる。

⚒ 転学科を志願する学生は，所定の転学科志願書および転学科志願理由書を指定期日までに法学部事務室に
提出しなければならない。

(許可）
第⚕条 転学科の許可は，志願の理由および学業成績ならびに在籍状況に基づき，教授会の審査を経て行う。
⚒ 前項における学業成績の審査は，⚔群，⚕群，⚖群，⚗群および12群の授業科目の修得単位を⽛所属学科

決定に関する規程⽜第⚔条第⚑項第⚒号に定める基準で換算した持ち点によって行う。
(許可後の手続）

第⚖条 転学科を許可された学生は，指定期日までに転学科料その他所定の納入金を納入して転学科の手続を
しなければならない。
⚒ 前項に規定する手続をしないときは，転学科の許可は，効力を失う。

(単位の認定）
第⚗条 転学科を許可された学生の法学部での既修得単位およびその成績は，教授会の議を経て，転学科後の

学科における授業科目の履修により修得した単位およびその成績とみなして認定し，評価するものとする。
(転学科と同時にする転部）

第⚘条 学生は，転学科と同時に転部（以下本条において転学科と同時になされる転部を⽛転学科・転部⽜と
いう。）を志願することができる。この場合においては，第⚔条第⚒項の書面ならびに転部志願書および転部
志願理由書を指定期日までに法学部事務室に提出しなければならない。

⚒ 転学科・転部の許可のためにする教授会の審査は，転部の許可のためにする教授会の審査とともにするこ
とを妨げない。

⚓ 転学科・転部を志願して許可された学生が指定期日までに転部料その他所定の納入金を納入しないときは，
転学科・転部の許可は，効力を失う。

⚔ 前⚓項に規定する事項を除く外，転学科・転部については，転学科に関する規定を準用する。

附則 この規程は，平成12年⚔月⚑日から施行する。
附則 この規程は，平成17年⚔月⚑日から施行する。
附則 この規程は，平成27年⚔月⚑日から施行する。
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北海学園大学法学部転学部規程
(趣旨）

第⚑条 本規程は，学則第13条に基づく，本学他学部学生の法学部各学科への転学部（以下⽛転入⽜という。）
および法学部学生の他学部への転学部（以下⽛転出⽜という。）等にかかわる手続き等を定めたものである。

(転入の条件）
第⚒条 転入は，法学部各学科への編入学・転入学予定者，転学科予定者および転部予定者を加えてなお欠員

のある場合に限り，これを認める。
(転入の学年）

第⚓条 本学他学部⚑年次の学生は法学部⚒年次への転入を，本学他学部⚒年次の学生は法学部⚓年次への転
入を志願することができる。

(転入の志願）
第⚔条 本学他学部学生は，受験した入学試験の種別を問わず転入を志願することができる。
⚒ 転入を志願する学生は，所属学部での学業成績，就学およびその他の在籍状況についての情報を転入審査

の目的で法学部が入手することを承諾しなければならない。
(転部）

第⚕条 学生が転入と同時に転部を願い出た場合は，教授会の審査を経て，これを認めることがある。
(転入の要件）

第⚖条 転入を志願する学生は，以下の各号に定める単位を修得済みまたは修得する見込みであることを必要
とする。ただし，この単位には，教職等の資格に関する科目の単位を含めない。
⑴ ⚒年次への転入を志願するときは，36単位以上。
⑵ ⚓年次への転入を志願するときは，60単位以上。

(転入の許可）
第⚗条 転入の許可は，学業成績，就学およびその他の在籍状況に基づき，教授会の審査を経て行う。
(転入の許可の失効）

第⚘条 転入の許可を得た学生が，所定の期日までに転学部料その他の納入金を納入しない場合は，その許可
は効力を失う。

⚒ 第⚖条に規定する単位を修得する見込みで転入の許可を得た学生が，当該単位を修得することができな
かった場合，その許可は効力を失う。

(既修得単位の認定）
第⚙条 転入を許可された学生の既修得単位は，⚒年次への転入の場合は48単位，⚓年次への転入の場合は60

単位を上限として，その単位を教授会で認定し，その認定は，次の順に従って行う。
⑴ まず，当該科目の名称，内容等を勘案して，学則別表⚕⑴，⚕⑵，⚖⑴または⚖⑵に掲げる授業科目中，

⚑群，⚒群および14群の授業科目のいずれかに充当し，その単位として認定する。
⑵ 次いで，学則別表⚕⑴，⚕⑵，⚖⑴または⚖⑵に掲げる授業科目中，⚑群，⚒群および14群の授業科目

を履修したものと一括してみなし，その単位を認定する。
⚒ 転入を許可された学生の既修得単位が，本学法学部で修得した単位，または当該科目の名称，内容等を勘

案し，学則別表⚕⑴，⚕⑵，⚖⑴もしくは⚖⑵に掲げる授業科目中⚓群から13群までの授業科目の単位とみ
なすことができる単位を含むときは，前項の規定にかかわらず，当該単位については，⚓群から13群までの
授業科目のいずれかに充当し，⚘単位を上限にその単位として認定する。この場合，⚒年次へ転入する学生
については前項で定める上限に含めることとし，⚓年次へ転入する学生については前項で定める上限に含め
ないこととする。

⚓ 認定単位の成績は，本学部では判定しない。ただし，北海学園大学で修得した単位で，学則別表⚕⑴，⚕
⑵，⚖⑴または⚖⑵に掲げる授業科目中，⚑群から14群までの授業科目のいずれかの単位に充当された認定
単位については，教授会は，当該単位の認定に加えて，その成績の承認を行う。

(転出）
第10条 転出を願い出た学生については，受験した入学試験の種別を問わず，受け入れ学部の許可が得られる

ことを条件として，教授会の議を経て，当該転出を許可するものとする。

附則 この規程は，1998年10月⚑日から施行する。
附則 この規程は，2001年⚓月⚘日から施行する。
附則 この規程は，2003年⚔月⚑日から施行する。
附則 この規程は，2005年⚔月⚑日から施行する。
附則 この規程は，2006年⚔月⚑日から施行する。
附則 この規程は，2008年⚔月⚑日から施行する。
附則 この規程は，2012年⚔月⚑日から施行する。
附則 この規程は，2015年⚔月⚑日から施行する。
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